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刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
に
関
す
る
判
例
の
見
解
に
つ
い
て

行
為
後
の
介
在
事
情
を
め
ぐ
っ
て

関

哲

夫

一

は
じ
め
に

課
題
設
定

１

本
稿
の
課
題

刑
法
で
は
、
結
果
犯
に
お
い
て
結
果
を
行
為
者
の
行
為
に
帰
属
し
て
そ
の
罪
責
を
問
う
に
は
、
実
行
行
為
と
結
果
と
の
間
に
因
果
関

係
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
学
説
で
は
、
事
実
的
基
盤
と
し
て
の
条
件
関
係
（
仮
定
的
条
件
関
係
・
合

法
則
的
条
件
関
係
）
の
存
在
を
前
提
に
、
そ
れ
を
刑
法
的
評
価
に
よ
り
妥
当
な
範
囲
に
限
定
す
る
法
的
因
果
関
係
の
存
在
が
必
要
で
あ

る
と
考
え
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
的
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
相
当
因
果
関
係
説
、
そ
の
う
ち
特
に
折
衷
的

相
当
因
果
関
係
説
が
有
力
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
の
が
客
観
的
相
当
因
果
関
係
説
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
近
時
、
被
告
人
の
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
殴
打
行
為
が
介
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
大
阪
南
港
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
平

成
二
年

１
）

決
定
、
及
び
、
被
害
者
・
指
導
補
助
者
の
不
適
切
な
行
動
が
介
在
し
た
夜
間
潜
水
講
習
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
平
成
四
年

２
）

決
定
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を
契
機
に
、
相
当
因
果
関
係
説
の
判
断
枠
組
み
に
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る
実
務
家
は
、
大
阪
南
港
事

件
・
最
高
裁
平
成
二
年
決
定
の
評
釈
の
中
で
、「
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
な
相
当
因
果
関
係
説
に
お
い
て
は
、
予
見
（
予
測
）
可
能
性
が

相
当
性
判
断
の
実
質
的
基
準
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
影
響
力
（
寄
与
度
）
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
が
十
分
さ
れ
て
お
ら

ず
、
右
の
影
響
力
と
予
見
可
能
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が

３
）

た
い
」
し
、
他
方
、「
実
務
に
お
い

て
は
例
外
な
く
、
被
害
者
の
死
因
及
び
こ
れ
に
被
告
人
の
暴
行
が
及
ぼ
し
た
影
響
の
有
無
・
程
度
等
を
鑑
定
等
に
よ
っ
て
究
明
し
よ
う

し
て

４
）

い
る
」
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
相
当
性
を
決
定
づ
け
る
要
因
は
、「
専
ら
第
一
暴
行
に
よ
る
影
響
力
」
に
あ
り
、「
予
見

可
能
性
が
実
質
的
な
判
断
基
準
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で

５
）

あ
る
」
と
論
述
し
て
、
予
見
可
能
性
を
軸
に
因

果
関
係
を
判
断
す
る
相
当
因
果
関
係
説
の
判
断
枠
組
み
に
対
し
疑
問
を
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
相
当
因
果
関
係
説
の

６
）

危
機
」
と
称
さ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
議
論
内
容
、
議
論
の
影
響
等
の
分
析
は
別
の
機
会
に

譲
る
こ
と
に
し
て
、
本
稿
は
、
被
告
人
の
行
為
の
後
に
介
在
事
情
が
存
在
す
る
類
型
に
つ
い
て
、
判
例
の
採
用
し
て
い
る
判
断
構
造
・

判
断
手
法
を
分
析
す
る
こ
と
を
主
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
判
例
が
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
行
為
の
「
具
体
的
影
響

力
・
寄
与
度
（
因
果
力
）」
を
判
断
軸
に
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
充
分
に
機
能
す
る
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
判
例
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
諸
事
情
を
考
慮
し
て
因
果
関
係
の
判
断
を
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
ば
共
謀
共
同
正
犯
の
問
題
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
判
例
に
お
け
る
実
務
的

な
考
え
方
と
学
説
に
お
け
る
理
論
的
な
見
解
と
が
乖
離
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
不
幸
な
事
態
」
は
解
消
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
も
判
例
に
お
け
る
因
果
関
係
の
判
断
構
造
・
判
断
手
法
を
分
析
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
も
あ

る
。
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２

先
行
研
究
に
つ
い
て

た
だ
、
行
為
後
の
介
在
事
情
に
関
す
る
判
例
の
判
断
構
造
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
の
分
析
が
進
ん

で
い
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
実
務
家
は
、
介
在
事
情
に
関
す
る
場
合
を
類
型
化
し
、
①
第
一
暴
行
に
よ
り
死
因
が
形
成
さ
れ
、
第
二
暴
行
は
そ

の
死
期
を
早
め
る
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
（
大
阪
南
港
事
件
）、
②
第
一
暴
行
と
第
二
暴
行
が
重
畳
的
に
作
用
し
て
死
因
が
形
成
さ
れ
た

場
合
、
③
第
一
暴
行
に
よ
り
重
篤
な
傷
害
が
発
生
し
た
が
、
第
二
暴
行
に
よ
り
こ
れ
と
は
無
関
係
の
傷
害
が
生
じ
、
後
者
が
原
因
で
死

亡
し
た
場
合
、
そ
し
て
、
④
競
合
し
て
死
の
結
果
が
生
じ
た
の
か
、
第
二
暴
行
の
み
が
死
の
原
因
に
な
っ
た
の
か
不
明
の
場
合
、
に
分

類
し
て

７
）

い
る
。
ま
た
、
別
の
実
務
家
は
、
被
害
者
・
第
三
者
の
行
為
が
介
在
し
た
場
合
に
お
け
る
「
危
険
の
現
実
化
」
の
判
断
枠
組
み

に
な
る
も
の
と
し
て
、「
被
告
人
の
行
為
の
危
険
性
」
と
「
介
在
事
情
の
結
果
発
生
へ
の
寄
与
度
」
を
摘
出
し
、
①
介
在
す
る
被
害

者
・
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
も
、「
も
と
も
と
被
告
人
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
結
果
発
生
の
危
険
を
上
回
る
だ
け
の
新
た
な
結
果

発
生
へ
の
危
険
性
が
生
じ
な
い
」
場
合
（
柔
道
整
復
師
事
件
・
大
阪
南
港
事
件
・
夜
間
潜
水
講
習
事
件
）、
②
介
在
す
る
被
害
者
・
第

三
者
の
行
為
が
、「
被
告
人
の
行
為
に
よ
り
生
じ
か
つ
現
存
す
る
危
険
を
上
回
り
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
だ
け
の
危
険
を
新
た
に
生
じ

さ
せ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
が
被
告
人
の
行
為
に
よ
っ
て
誘
発
さ
れ
た
な
ど
、
被
告
人
の
行
為
の
影
響
下
に
あ
る
」
場
合
（
高
速
道
路
進

入
事
件
）、
そ
し
て
、
③
介
在
す
る
被
害
者
・
第
三
者
の
行
為
が
、
被
告
人
の
行
為
に
よ
り
生
じ
か
つ
現
存
す
る
危
険
を
上
回
り
、
結

果
を
発
生
さ
せ
る
だ
け
の
危
険
を
新
た
に
生
じ
さ
せ
、
か
つ
、
そ
れ
が
被
告
人
の
行
為
と
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、「
具
体
的
な

結
果
発
生
の
中
に
、
当
初
の
行
為
の
影
響
力
が
な
お
競
合
し
て
寄
与
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
」
場
合
（
桜
木
町
事
件
）
に
は
、
い
ず
れ

も
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て

８
）

い
る
。
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他
方
、
あ
る
論
者
は
、
三
つ
の
最
高
裁
決
定
を
分
析
し
て
、
①
「
被
告
人
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
被
害
者
の
病
状
を
悪
化
さ
せ
、

ひ
い
て
は
死
亡
の
結
果
を
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
有
し
て
い
た
」
場
合
に
お
け
る
行
為
の
「
危
険
性
」
と
い
う
中
間
項

（
柔
道
整
復
師
事
件
最
高
裁
決
定
）、
②
「
犯
人
の
暴
行
に
よ
り
被
害
者
の
死
因
と
な
っ
た
傷
害
が
形
成
さ
れ
た
」
場
合
に
、「
行
為
の

結
果
発
生
へ
の
因
果
的
影
響
力
・
寄
与
度
」
を
意
味
す
る
「
死
因
」
と
い
う
中
間
項
（
大
阪
南
港
事
件
最
高
裁
決
定
）、
そ
し
て
、
③

「
指
導
補
助
者
・
被
害
者
の
不
適
切
な
行
動
は
被
告
人
の
行
為
か
ら
誘
発
さ
れ
た
」
場
合
に
お
け
る
介
在
行
為
の
「
誘
発
」
と
い
う
中

間
項
（
夜
間
潜
水
講
習
事
件
最
高
裁
決
定
）
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
三
つ
の
最
高
裁
決
定
は
事
例
判
断
の
精
密
化
を
図
っ
て
い
る

と
評
し
て

９
）

い
る
。
ま
た
、
別
の
論
者
は
、「
最
近
の
裁
判
例
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
論
理
」
と
し
て
、
①
「
行
為
そ
れ
自
体
が
結
果
を

引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
有
し
て
い
た
か
ら
、
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
「
行
為
そ
れ
自
体
の
危
険
性
」
の
論
理

（
柔
道
整
復
師
事
件
最
高
裁
決
定
・
夜
間
潜
水
講
習
事
件
最
高
裁
決
定
）、
②
「
介
在
行
為
は
行
為
か
ら
誘
発
さ
れ
た
」
と
い
う
「
介
在

行
為
（
事
情
）
の
誘
発
」
の
論
理
（
柔
道
整
復
師
事
件
最
高
裁
決
定
・
夜
間
潜
水
講
習
事
件
最
高
裁
決
定
）、
③
「
行
為
に
よ
っ
て
死

因
が
形
成
さ
れ
た
か
ら
、
介
在
事
情
に
よ
り
死
期
が
早
め
ら
れ
て
も
、
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
「
行
為
に
よ
る
死
因
の
形

成
」
の
論
理
（
大
阪
南
港
事
件
最
高
裁
決
定
）
を
摘
出
し
て

10
）

い
る
。

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
本
稿
の
課
題
は
す
で
に
検
討
済
み
の
課
題
で
あ
っ
て
、
本
稿
が
先
行
研
究
の
成
果
に

加
え
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
成
果
は
わ
ず
か
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
自
ら
の
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
て
、

自
ら
の
分
析
視
点
に
よ
り
、
自
ら
の
た
め
に
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
み
、
し
か
も
、
先
行
研
究
の
成
果
に
い
さ
さ
か
な
り
と
も
新
た
な

成
果
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
、
さ
さ
や
か
で
は
あ
っ
て
も
意
義
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。
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３

具
体
的
な
課
題
と
方
法

以
下
で
は
、
行
為
後
の
介
在
事
情
の
類
型
に
関
す
る
主
な
大
審
院
・
最
高
裁
の
判
例
を
対
象
と
し
、
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
判

例
が
ど
の
よ
う
な
判
断
軸
を
重
視
し
て
因
果
関
係
の
判
断
を
し
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
ど
の
裁
判
例
を
分
析
対

象
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
巻
末
の
「＜

参
考
資
料
01＞

判
例
の
概
況
」・「＜

参
考
資
料
02＞

大
審
院
・
最
高
裁
の
判
例
及
び
評
釈

文
献
」
に
掲

11
）

げ
た
。
判
例
に
つ
き
時
系
列
的
な
順
序
を
意
識
し
て
も
ら
い
た
い
が
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
そ
こ
に
掲
記
し
た
判

例
番
号
を
用
い
て
判
例
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
本
文
に
登
場
す
る
判
例
は
、
そ
の
番
号
が
必
ず
し
も
引

用
・
紹
介
の
順
序
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
ご
注
意
願
い
た
い
。

あ
ら
か
じ
め
結
論
を
示
す
と
、
被
告
人
の
行
為
後
の
介
在
事
情
に
関
す
る
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
、
判
例
は
、
①
「
因
果
関
係

の
中
断
」、
②
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」、
③
「
結
果
原
因
の
形
成
」、
④
「
介
在
事
情
の
誘
発
」、
及
び
、
⑤
「
結
果
惹
起
の
危
険

性
」
と
い
う
五
つ
の
判
断
軸
を
用
い
て
因
果
関
係
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
五
つ
の
判
断
軸
は
、
択

一
的
な
関
係
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
判
断
軸
が
併
用
さ
れ
る
関
係
に
あ
る
。

以
下
、
こ
れ
ら
五
つ
の
判
断
軸
に
分
け
て
判
例
を
見
て
い
き

12
）

た
い
。
そ
の
際
、
ま
ず
各
判
断
軸
の
意
義
を
説
明
し
、
そ
の
判
断
軸
を

用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
判
例
を
、「
事
実
の
概
要
」、「
審
級
の
流
れ
」（
最
高
裁
判
例
に
つ
い
て
の
み
）、「
判
決
要
旨
」・「
決
定
要

旨
」
の
項
目
に
分
け
て
紹
介
し
、
さ
ら
に
各
判
例
の
「
特
徴
」
に
触
れ
た
い
。
ま
た
、
大
審
院
の
判
例
に
つ
い
て
は
、
カ
タ
カ
ナ
は
ひ

ら
が
な
に
直
す
が
、
句
読
点
・
濁
点
は
付
け
な
い
で
原
文
の
ま
ま
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。
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二

判
例
の
判
断
軸
に
つ
い
て

１

因
果
関
係
の
中
断
」
判
断
軸

⑴

意

義

因
果
関
係
の
中
断
」
の
判
断
軸
と
は
、
被
告
人
の
行
為
は
犯
罪
結
果
発
生
の
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
行
為
後
の
介
在
事
情
に
よ
っ

て
そ
の
因
果
関
係
が
中
断
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
被
告
人
の
行
為
は
そ
れ
自
体
が
犯
罪
結
果
発
生
の
原
因

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
犯
罪
結
果
発
生
の
直
接
の
原
因
、
単
独
の
原
因
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
為
後
の
介
在
事
情
に
よ

っ
て
、
被
告
人
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
は
中
断
し
な
い
と
い
う
判
断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
判
断
軸
は
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
条
件
関
係
の
存
在
を
前
提
に
し
て
因
果
関
係
を
広
く
認
定
し
、
そ
の
う
え
で
「
因
果

関
係
の
中
断
」
論
を
用
い
て
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
画
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
に
戦
前
の
大
審
院
の
判
例
に
よ
く
見
ら
れ

た
判
断
手
法
で
あ
る
。

⑵

判

例

こ
の
判
断
軸
を
用
い
て
い
る
判
例
と
し
て
、【
02
】
神
水
塗
布
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
、【
03
】
水
中
飛
び
込
み
死
事
件
・

昭
和
二
年
大
審
院
判
決
、
及
び
、【
04
】
被
害
者
投
げ
込
み
事
件
・
昭
和
五
年
大
審
院
判
決
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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【
02
】

神
水
塗
布
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院

13
）

判
決

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
被
害
者
Ａ
に
全
治
二
週
間
ほ
ど
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
Ａ
は
あ
る
宗
教
の

信
者
で
あ
り
、
傷
口
に
「
神
水
」
を
塗
布
し
た
結
果
、
丹
毒
症
を
併
発
し
、
全
治
四
週
間
ほ
ど
の
傷
害
を
負
わ
せ
る
に
至
っ
た
と
い
う

も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
傷
害
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

判
決
要
旨

上
告
棄
却

原
判
示
に
依
れ
は
被
告
は
棍
棒
を
以
て
Ａ
の
頭
部
を
殴
打
し
其
の
左
耳
朶
に
断
裂
傷
を
負
は

し
め
因
て
同
人
を
し
て
丹
毒
症
に
罹
ら
し
め
た
る
も
の
に
し
て
被
害
者
の
丹
毒
症
に
罹
り
た
る
は
被
告
の
所
為
に
因
る
も
の
な
る
こ
と

明
な
り
と
す
而
し
て
所
論
諸
証
拠
は
原
判
決
の
引
用
せ
さ
る
所
な
り
と
難
仮
に
被
害
者
に
於
て
治
療
の
方
法
の
誤
り
た
る
事
実
あ
り
と

す
る
も
苛
も
被
告
の
所
為
に
因
り
て
生
し
た
る
創
口
よ
り
病
菌
の
侵
入
し
た
る
為
丹
毒
症
を
起
し
た
る
以
上
は
其
の
所
為
亦
同
症
の
一

因
を
成
し
た
る
こ
と
明
白
な
れ
は
両
者
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
を
認
む
へ
き
は
当
然
に
し
て
之
か
中
断
を
認
む
る
は
正
当
に
非
す
」

（
傍
線
引
用
者
）。

③

特
徴

本
件
は
、
傷
害
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
暴
行
・
傷
害
行
為
の
後
に
、
被
害
者
自
身
に
よ
る
「
神
水
」
塗

布
と
い
う
誤
っ
た
治
療
行
為
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
被
告
人
の
惹
起
し
た
傷
害
に
起
因
し
て
被
害
者
の
丹
毒
症
が
生
じ
て
い
る
以
上
、
か
り
に
被
害
者
が
治
療
方
法
を
誤
る

と
い
う
事
実
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
の
全
治
四
週
間
ほ
ど
の
傷
害
結
果
と
の
間
に
「
因
果
関

係
の
存
在
を
認
む
へ
き
は
当
然
に
し
て
之
か
中
断
を
認
む
る
は
正
当
に
非
す
」
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
の
考
え
方
は
、

「
其
の
所
為
亦
同
症
の
一
因
を
成
し
た
る
こ
と
明
白
な
れ
は
両
者
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
を
認
む
へ
き
は
当
然
に
し
て
之
か
中
断
を

認
む
る
は
正
当
に
非
す
」
と
い
う
判
示
部
分
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
、
条
件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の

認
定
と
、
中
断
理
論
の
適
用
排
除
に
よ
る
因
果
関
係
の
画
定
と
い
う
二
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
者
の
点
は
、「
苛
も
被
告
の
所
為
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に
因
り
て
生
し
た
る
創
口
よ
り
病
菌
の
侵
入
し
た
る
為
丹
毒
症
を
起
し
た
る
」
と
認
定
し
た
点
に
関
わ
る
。
ま
た
、
後
者
の
点
は
、
か

り
に
被
害
者
が
治
療
方
法
を
誤
っ
た
事
実
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
の
傷
害
結
果
と
の
間
に
認

め
ら
れ
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
「
中
断
を
認
む
る
は
正
当
に
非
す
」
と
判
断
し
た
点
に
関
わ
る
。

こ
う
し
て
、
本
判
決
は
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
暴
行
・
傷
害
行
為
の
後
に
「
神
水
」
塗
布
と
い
う
被
害
者
自
身
の
誤
っ
た
治
療
行

為
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
因
果
関
係
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
、
因
果
関
係
の
中
断
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

【
03
】

水
中
飛
び
込
み
死
事
件
・
昭
和
二
年
大
審
院

14
）

判
決

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
ら
が
被
害
者
Ａ
に
高
度
の
火
傷
を
加
え
た
と
こ
ろ
、
Ａ
が
そ
の
苦
痛
に
耐
え
か
ね
、
あ

る
い
は
Ｘ
ら
の
新
た
な
暴
行
を
避
け
よ
う
と
し
て
自
ら
水
中
に
没
し
、
心
臓
麻
痺
で
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
ら
が
傷
害

致
死
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

判
決
要
旨

上
告
棄
却

被
害
者
Ａ
か
火
傷
を
受
け
た
る
後
其
の
苦
痛
に
勝
へ
す
若
く
は
新
な
る
暴
行
を
避
け
ん
と
し

て
自
ら
水
中
に
投
し
之
か
為
に
急
速
な
る
体
温
の
逸
出
を
来
し
心
臓
機
能
の
衰
弱
又
は
其
の
麻
痺
の
程
度
を
加
へ
た
る
事
実
な
り
と
す

る
も
右
被
害
者
Ａ
の
行
為
の
介
入
は
被
告
人
等
か
同
人
に
加
へ
た
る
火
傷
と
被
害
者
の
心
臓
麻
痺
に
因
る
死
亡
と
の
間
に
於
け
る
因
果

関
係
を
中
断
す
る
も
の
に
非
す
何
と
な
れ
は
被
告
人
等
の
加
へ
た
る
高
度
の
火
傷
に
し
て
無
か
り
せ
は
被
害
者
Ａ
は
水
中
に
投
す
る
も

決
し
て
急
速
な
る
体
温
の
逸
出
に
因
り
心
臓
麻
痺
を
来
す
こ
と
な
か
る
へ
け
れ
は
な
り
然
ら
は
原
判
決
に
於
て
判
示
諸
般
の
証
拠
に
依

り
被
告
人
等
の
加
へ
た
る
傷
害
に
因
り
被
害
者
Ａ
を
死
に
致
し
た
る
事
実
を
認
定
し
之
を
刑
法
第
二
〇
五
条
の
傷
害
致
死
罪
に
問
擬
し

た
る
は
相
当
な
り
」（
傍
線
引
用
者
）。

③

特
徴

本
件
は
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
ら
の
故
意
に
よ
る
火
傷
行
為
の
後
に
、
被
害
者
が
自
ら
を
水
中
に
投
入
す
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る
行
為
（
こ
れ
に
よ
り
心
臓
麻
痺
で
死
亡
）
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
被
害
者
が
、
本
件
被
告
人
ら
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
火
傷
の
苦
痛
に
耐
え
か
ね
、
あ
る
い
は
新
た
な
暴
行
を
避
け
よ
う
と

し
て
、
自
ら
水
中
に
身
を
投
じ
心
臓
麻
痺
で
死
亡
し
た
場
合
、
被
告
人
ら
の
加
え
た
高
度
の
火
傷
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
被
害
者
が
水

中
に
没
入
し
て
も
決
し
て
急
速
な
体
温
の
逸
失
に
よ
り
心
臓
麻
痺
を
来
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
被
害
者
が
自
ら

を
水
中
に
投
入
す
る
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
事
情
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
の
火
傷
行
為
と
被
害
者
の
心
臓
麻
痺
に
因
る
死

亡
と
の
間
に
お
け
る
「
因
果
関
係
を
中
断
す
る
も
の
に
非
す
」
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
の
考
え
方
は
、「
被
告
人
ら
の
加

へ
た
る
高
度
の
火
傷
に
し
て
無
か
り
せ
は
被
害
者
Ａ
は
水
中
に
投
す
る
も
決
し
て
急
速
な
る
体
温
の
逸
出
に
因
り
心
臓
麻
痺
を
来
す
こ

と
な
か
る
へ
け
れ
は
」、「
被
害
者
の
行
為
の
介
入
は
因
果
関
係
を
中
断
す
る
も
の
に
非
す
」
と
い
う
判
示
部
分
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
、【
02
】
神
水
塗
布
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
と
同
様
、
条
件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の
認
定

と
、
中
断
理
論
の
適
用
排
除
に
よ
る
因
果
関
係
の
画
定
と
い
う
二
点
に
あ
る
。
前
者
の
点
は
、「
被
告
人
ら
が
加
え
た
高
度
の
火
傷
」

が
な
け
れ
ば
「
被
害
者
Ａ
が
自
ら
を
水
中
に
投
ず
る
行
為
」
も
な
い
し
、
ま
た
「
水
中
に
投
ず
る
行
為
」
が
な
け
れ
ば
「
急
速
な
体
温

の
逸
失
に
よ
る
心
臓
麻
痺
」
を
惹
起
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
ら
の
火
傷
行
為
と
被
害
者
Ａ
の
心
臓
麻
痺
に
因

る
死
亡
と
の
間
に
お
け
る
「
因
果
関
係
」
が
存
在
す
る
と
認
定
し
た
点
に
関
わ
る
。
ま
た
、
後
者
の
点
は
、「
被
害
者
の
水
中
へ
の
投

入
行
為
」
の
介
在
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
被
告
人
ら
の
火
傷
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
お
け
る
「
因
果
関
係
を
中
断
す
る
も

の
に
非
す
」
と
判
断
し
た
点
に
関
わ
る
。

こ
う
し
て
、
本
判
決
は
、
被
告
人
ら
の
故
意
に
よ
る
火
傷
行
為
の
後
に
被
害
者
の
故
意
に
よ
る
水
中
投
入
行
為
が
介
在
し
た
事
案
に

つ
き
、
条
件
関
係
を
貫
徹
し
て
「
因
果
関
係
の
中
断
」
理
論
の
適
用
を
排
除
し
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。
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【
04
】

被
害
者
投
げ
込
み
事
件
・
昭
和
五
年
大
審
院

15
）

判
決

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
人
夫
請
負
業
で
あ
っ
た
被
告
人
Ｘ
が
、
仕
事
を
怠
け
た
と
の
理
由
で
被
害
者
Ａ
を
懲
戒
し
、
簿
記

用
丸
棒
で
Ａ
の
頭
部
を
殴
打
し
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
う
え
、
川
に
押
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
Ａ
が
よ
う
や
く
川
を
渡
っ
て
岸
に
上
り
、
約

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
所
ま
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
Ｘ
の
配
下
で
人
夫
を
監
督
し
て
い
る
Ｙ
と
Ｚ
に
よ
り
再
度
川
へ
投
げ
込
ま
れ
死
亡

す
る
に
至
っ
た
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
ら
が
傷
害
致
死
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

判
決
要
旨

破
棄
自
判

弁
護
人
は
Ａ
の
頭
部
に
於
け
る
創
傷
と
同
人
の
溺
死
と
の
間
に
因
果
関
係
な
く
仮
に
其
の
関

係
あ
り
と
す
る
も
第
一
審
相
被
告
人
Ｙ
及
Ｚ
の
行
為
に
因
り
中
断
さ
れ
た
る
も
の
な
り
と
弁
疏
す
れ
と
も
按
す
る
に
苛
も
犯
人
か
他
人

を
傷
害
し
依
て
早
晩
脳
震
蕩
に
陥
る
へ
き
原
因
を
与
へ
た
る
と
き
は
縦
令
其
の
脳
震
蕩
か
未
た
死
の
直
接
の
原
因
と
は
為
ら
さ
り
し
と

す
る
も
更
に
事
後
に
於
て
第
三
者
の
其
の
被
害
者
に
与
へ
た
る
暴
行
に
因
る
致
死
の
結
果
の
発
生
を
助
成
す
る
関
係
あ
り
た
る
以
上
は

犯
人
は
当
然
傷
害
致
死
の
罪
責
を
負
は
さ
る
へ
か
ら
さ
る
も
の
と
す
何
と
な
れ
は
此
の
如
き
関
係
あ
る
場
合
に
在
り
て
は
犯
人
の
傷
害

行
為
は
被
害
者
の
死
亡
の
単
独
の
原
因
に
あ
ら
さ
り
し
と
同
時
に
其
の
効
果
は
第
三
者
の
傷
害
行
為
の
介
入
に
依
り
て
中
断
せ
ら
れ
た

る
も
の
と
謂
ふ
へ
き
に
は
あ
ら
す
し
て
究
竟
致
死
な
る
結
果
の
共
同
原
因
の
一
に
外
な
ら
さ
れ
は
な
り
而
し
て
本
件
Ａ
死
亡
の
結
果
は

唯
独
り
Ｙ
外
一
名
か
同
人
を
江
川
に
投
入
れ
た
る
行
為
の
み
に
基
く
も
の
に
非
す
し
て
前
掲
証
拠
に
依
り
判
示
し
た
る
か
如
く
被
告
人

Ｘ
か
簿
記
用
丸
棒
を
以
て
Ａ
の
頭
部
に
創
傷
を
加
へ
た
る
為
同
人
を
し
て
重
症
脳
震
蕩
症
を
起
し
反
射
機
能
を
喪
失
せ
し
め
た
る
こ
と

と
偶
々
其
の
後
に
介
入
せ
る
右
Ｙ
外
一
名
の
江
川
に
投
入
し
た
る
行
為
と
相
俟
て
Ａ
を
し
て
深
さ
八
寸
内
外
の
水
中
よ
り
全
然
首
を
上

く
る
力
な
く
泥
水
を
飲
み
溺
死
す
る
に
至
ら
し
め
た
る
案
件
な
り
と
す
従
て
叙
上
Ｙ
外
一
名
の
介
入
行
為
は
被
告
人
Ｘ
の
本
件
行
為
と

Ａ
の
溺
死
と
の
間
に
於
け
る
因
果
関
係
を
中
断
せ
さ
る
も
の
と
解
す
る
を
妥
当
と
す
」（
傍
線
引
用
者
）。

③

特
徴

本
件
は
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
傷
害
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
川
へ
の
投
入
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行
為
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
被
告
人
ら
の
傷
害
行
為
が
致
死
の
原
因
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
れ
が
死
の
直
接
の
原
因
で
な
く
と
も
、
ま
た
単
独
の
原

因
で
は
な
く
共
同
原
因
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
も
、「
事
後
に
於
て
第
三
者
の
其
の
被
害
者
に
与
へ
た
る
暴
行
に
因
る
致
死

の
結
果
の
発
生
を
助
成
す
る
関
係
」
が
あ
る
以
上
、
当
然
に
被
告
人
ら
は
犯
罪
結
果
に
つ
き
罪
責
を
負
う
べ
き
で
、「
其
の
効
果
は
第

三
者
の
傷
害
行
為
の
介
入
に
依
り
て
中
断
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
謂
ふ
へ
き
に
は
あ
ら
す
」
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
の
考
え

方
は
、「
犯
人
の
傷
害
行
為
は
被
害
者
の
死
亡
の
単
独
の
原
因
に
あ
ら
さ
り
し
と
同
時
に
其
の
効
果
は
第
三
者
の
傷
害
行
為
の
介
入
に

依
り
て
中
断
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
謂
ふ
へ
き
に
は
あ
ら
す
し
て
究
竟
致
死
な
る
結
果
の
共
同
原
因
の
一
に
外
な
ら
さ
れ
は
な
り
」
と
い

う
判
示
部
分
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特
徴
は
、【
02
】
神
水
塗
布
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
、【
03
】
水
中
飛
び

込
み
死
事
件
・
昭
和
二
年
大
審
院
判
決
と
同
様
、
条
件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の
認
定
と
、
中
断
理
論
の
適
用
排
除
に
よ
る
因

果
関
係
の
画
定
と
い
う
二
点
に
あ
る
。
前
者
の
点
は
、
被
告
人
が
被
害
者
を
傷
害
し
て
早
晩
脳
震
蕩
に
陥
る
べ
き
原
因
を
与
え
た
と
き

は
、
そ
の
脳
震
蕩
が
未
だ
死
の
直
接
の
原
因
と
な
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、「
事
後
に
於
て
第
三
者
の
其
の
被
害
者
に
与
へ
た
る
暴
行

に
因
る
致
死
の
結
果
の
発
生
を
助
成
す
る
関
係
に
あ
り
た
る
」
以
上
、
被
告
人
は
傷
害
致
死
の
罪
責
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
点
に
関
わ
る
。
ま
た
、
後
者
の
点
は
、
被
告
人
Ｘ
が
被
害
者
Ａ
の
頭
部
に
創
傷
を
加
え
た
た
め
に
重
症
脳
震
蕩
症
を
起
こ
し
反
射
機

能
を
喪
失
さ
せ
た
こ
と
と
、
行
為
後
に
介
在
し
た
第
三
者
の
投
入
行
為
と
が
相
俟
っ
て
、
被
害
者
Ａ
を
し
て
「
水
中
よ
り
全
然
首
を
上

く
る
力
な
く
泥
水
を
飲
み
溺
死
す
る
」
に
至
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
第
三
者
の
介
入
行
為
は
被
告
人
Ｘ
の
本
件
行
為
と
被
害
者
Ａ

の
溺
死
と
の
間
に
お
け
る
「
因
果
関
係
を
中
断
せ
さ
る
」
と
判
示
し
た
点
に
関
わ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
被
告
人
が
被
害
者
を
傷
害
し
て
脳
震
蕩
に
陥
る
原
因
を
与
え
た
と
き
は
、
そ
の
脳
震
蕩
が
被
害
者
死
亡

の
直
接
の
原
因
で
な
く
と
も
、
ま
た
、
被
告
人
の
傷
害
行
為
が
被
害
者
死
亡
の
単
独
の
原
因
で
は
な
く
、
事
後
の
第
三
者
の
投
入
行
為
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と
相
俟
っ
て
被
害
者
死
亡
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
で
あ
り
共
同
原
因
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
第
三
者
の
投
入
行
為
の
介
在
は

被
告
人
の
本
件
行
為
と
被
害
者
Ａ
の
溺
死
と
の
間
に
お
け
る
因
果
関
係
を
中
断
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

２

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
判
断
軸

⑴

意

義

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
と
は
、
行
為
後
の
介
在
事
情
あ
る
い
は
行
為
後
の
介
在
事
情
を
経
て
の
犯
罪
結
果
発
生
は

経
験
則
上
当
然
予
想
し
う
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
行
為
者
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
、
換

言
す
れ
ば
、
行
為
後
の
介
在
事
情
あ
る
い
は
行
為
後
の
介
在
事
情
を
経
て
の
犯
罪
結
果
発
生
は
経
験
則
上
一
般
に
予
想
し
う
る
事
情
で

あ
る
の
で
、
被
告
人
の
危
険
な
行
為
の
範
囲
内
の
事
情
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
被
告
人
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
に

は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
判
断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

⑵

判

例

こ
の
判
断
軸
を
用
い
て
い
る
判
例
と
し
て
、【
01
】
砂
末
吸
引
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
、【
05
】
桜
木
町
事
件
・
昭
和
三
五

年
最
高
裁
決
定
、
及
び
、【
06
】
米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
・
昭
和
四
二
年
最
高
裁
決
定
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
01
】

砂
末
吸
引
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院

16
）

判
決

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
被
害
者
Ａ
を
殺
害
す
る
決
意
を
し
、
細
麻
縄
二
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り
か
ら

二
七
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
も
の
を
用
意
し
て
熟
睡
中
の
Ａ
の
頸
部
を
絞
扼
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
が
身
動
き
を
し
な
く
な
っ
た
の
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で
、
被
告
人
は
Ａ
が
す
で
に
死
亡
し
た
も
の
と
誤
信
し
、
犯
行
の
発
覚
を
防
ぐ
目
的
で
、
頸
部
の
麻
縄
を
ほ
ど
く
こ
と
も
な
く
、
Ａ
を

背
負
っ
て
約
一
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
海
岸
砂
上
に
運
び
、
Ａ
を
砂
上
に
放
置
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
は
砂
末
を
吸
引
し
、
頸
部
絞
扼

と
砂
末
吸
引
と
に
よ
り
死
亡
し
た
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
殺
人
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

判
決
要
旨

上
告
棄
却

故
に
被
告
の
殺
害
の
目
的
を
以
て
為
し
た
る
行
為
の
後
被
告
か
Ａ
を
既
に
死
せ
る
も
の
と
思

惟
し
て
犯
行
発
覚
を
防
く
目
的
を
以
て
海
岸
に
運
ひ
去
り
砂
上
に
放
置
し
た
る
行
為
あ
り
た
る
も
の
に
し
て
此
の
行
為
な
き
に
於
て
は

砂
末
吸
引
を
惹
起
す
こ
と
な
き
は
勿
論
な
れ
と
も
本
来
前
示
の
如
き
殺
人
の
目
的
を
以
て
為
し
た
る
行
為
な
き
に
於
て
は
犯
行
発
覚
を

防
く
目
的
を
以
て
す
る
砂
上
の
放
置
行
為
も
亦
発
生
せ
さ
り
し
こ
と
は
勿
論
に
し
て
之
を
社
会
生
活
上
の
普
通
観
念
に
照
し
被
告
の
殺

害
の
目
的
を
以
て
為
し
た
る
行
為
と
Ａ
の
死
と
の
間
に
原
因
結
果
の
関
係
あ
る
こ
と
を
認
む
る
を
正
当
と
す
へ
く
被
告
の
誤
認
に
因
り

死
体
遺
棄
の
目
的
に
出
て
た
る
行
為
は
毫
も
前
記
の
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
も
の
に
非
さ
る
を
以
て
被
告
の
行
為
は
刑
法
第
一
九
九
条

の
殺
人
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
謂
ふ
へ
く
此
の
場
合
に
は
殺
人
未
遂
罪
と
過
失
致
死
罪
の
併
存
を
認
む
へ
き
も
の
に
非
す
故
に
被
告
の

行
為
は
刑
法
第
百
九
十
九
條
に
問
擬
し
た
る
原
判
決
の
法
律
適
用
は
洵
に
正
当
に
し
て
論
旨
は
理
由
な
し
」（
傍
線
引
用
者
）。

③

特
徴

本
件
は
、
殺
人
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
殺
人
行
為
（
未
遂
に
と
ど
ま
っ
た
）
の
後
に
、
被
告
人
自
身
の

故
意
に
よ
る
遺
棄
行
為
（
こ
の
行
為
で
死
亡
）
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
り
、
一
般
に
「
因
果
関
係
の
錯
誤
」、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
概
括
的

故
意
」
あ
る
い
は
「
遅
す
ぎ
た
結
果
発
生
」
と
い
わ
れ
て
い
る
類
型
で
あ
る
。

本
判
決
は
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
殺
人
行
為
が
な
け
れ
ば
、
犯
行
発
覚
を
防
ぐ
目
的
に
よ
る
砂
上
へ
の
放
置
行
為
も
発
生
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
社
会
生
活
上
の
普
通
観
念
」
に
照
ら
し
、
被
告
人
の
殺
人
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
の
結
果
と
の
間
に
因
果
関

係
が
あ
り
、
被
告
人
の
遺
棄
行
為
は
「
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
も
の
に
非
さ
る
」
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
本
判
決
の
特
徴
と
し
て
、
条

件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の
認
定
と
、「
社
会
生
活
上
の
普
通
観
念
」
を
基
盤
に
し
た
因
果
経
過
の
ず
れ
の
処
理
と
い
う
二
点
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を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
前
者
は
、「
殺
人
の
目
的
を
以
て
為
し
た
る
行
為
」
が
な
け
れ
ば
「
犯
行
発
覚
を
防
く
目
的
を
以
て

す
る
砂
上
の
放
置
行
為
」
も
な
い
し
、
ま
た
「
砂
上
に
放
置
し
た
る
行
為
」
が
な
け
れ
ば
「
砂
末
吸
引
」
を
惹
起
す
る
こ
と
も
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の
殺
人
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
の
結
果
と
の
間
に
「
原
因
結
果
の
関
係
」
が
存
在
す
る
と
認
定
し
た
点
に
関
わ

る
。
ま
た
、
後
者
は
、
条
件
関
係
判
断
に
基
づ
く
「
原
因
結
果
の
関
係
」
を
「
社
会
生
活
上
の
普
通
観
念
」
に
よ
り
実
質
的
に
根
拠
づ

け
、「
被
告
の
誤
認
に
因
り
死
体
遺
棄
の
目
的
に
出
て
た
る
行
為
」
は
い
さ
さ
か
も
本
件
の
「
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
も
の
に
非
さ
る
」

と
判
示
し
た
点
に
関
わ
る
。

こ
う
し
た
本
判
決
の
判
断
構
造
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
が
「
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
も
の
に
非
さ
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
先
に
紹
介
し
た
判
例
に
あ
る
「
因
果
関
係
を
中
断
す
る
も
の
に
非
す
」
と
い
う
表
現
に
通
じ
、「
因
果
関
係
の

中
断
」
の
判
断
軸
を
用
い
た
判
例
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
被
告
人
の
殺
人
行
為
と
被
害
者
死

亡
の
結
果
と
の
間
に
存
在
す
る
広
い
条
件
関
係
を
「
社
会
生
活
上
の
普
通
観
念
」
に
よ
り
根
拠
づ
け
、
被
告
人
自
身
の
故
意
に
よ
る
遺

棄
行
為
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、「
因
果
関
係
を
遮
断
す
る
も
の
に
非
さ
る
」
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
条
件
関
係
に
基
づ

い
て
ま
ず
広
い
因
果
関
係
の
認
定
を
行
い
、
行
為
後
の
介
在
事
情
で
あ
る
「
被
告
人
自
身
の
故
意
に
よ
る
遺
棄
行
為
」
に
よ
っ
て
も
因

果
関
係
が
「
遮
断
」
さ
れ
な
い
こ
と
を
「
社
会
生
活
上
の
普
通
観
念
」
に
よ
り
根
拠
づ
け
た
判
例
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
、
本
判
決
は
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
の
錯
誤
の
類
型
に
つ
い
て
、「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
用
い

て
、
そ
の
因
果
経
過
の
ず
れ
は
因
果
関
係
の
存
在
に
影
響
し
な
い
と
し
た
判
例
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
05
】

桜
木
町
事
件
・
昭
和
三
五
年
最
高
裁

17
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
桜
木
町
駅
付
近
に
お
い
て
、
電
力
工
手
と
し
て
吊
架
線
の
取
換
作
業
に
従
事
中
、
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吊
架
線
と
包
縛
線
と
を
締
め
つ
け
て
い
た
ワ
イ
ヤ
ク
リ
ッ
プ
の
ナ
ッ
ト
を
は
さ
ん
だ
自
己
の
ス
パ
ナ
の
尾
部
を
、
誤
っ
て
ビ
ー
ム
に
接

触
さ
せ
た
た
め
、
電
弧
を
発
生
さ
せ
、
こ
れ
に
驚
い
て
反
射
的
に
身
を
よ
け
て
飛
び
下
り
た
同
僚
の
動
作
の
た
め
、
包
縛
線
と
碍
子
枠

と
の
接
触
に
よ
る
電
弧
を
生
ぜ
し
め
、
さ
ら
に
、
当
初
の
電
弧
発
生
の
際
に
右
両
名
の
う
ち
い
ず
れ
か
が
反
射
的
な
逃
避
行
為
に
出
た

た
め
、
ス
パ
ナ
が
吊
架
線
と
碍
子
枠
等
に
接
触
し
な
が
ら
ビ
ー
ム
か
ら
落
下
し
、
こ
れ
に
起
因
す
る
電
弧
を
も
相
次
い
で
発
生
さ
せ
た

結
果
、
同
所
碍
子
付
近
で
上
り
吊
架
線
（
山
側
）
を
熔
断
し
（
第
一
事
故
）、
上
り
電
車
線
と
亘
り
電
車
線
と
の
間
に
約
三
〇
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
高
低
差
を
生
ぜ
し
め
、
電
車
が
下
り
線
（
海
側
）
の
一
一
ポ
イ
ン
ト
か
ら
亘
り
線
を
通
っ
て
上
り
線
（
山
側
）
に
進
入
す

る
こ
と
に
危
険
を
生
ぜ
し
め
、
被
告
人
Ｙ
が
、
電
力
工
手
長
と
し
て
、
当
該
碍
子
取
換
作
業
の
指
揮
を
し
て
い
た
が
、
前
記
架
線
の
垂

下
状
態
の
下
で
、
電
車
を
停
車
さ
せ
る
た
め
の
何
の
措
置
も
と
ら
ず
、
副
長
た
る
被
告
人
Ｚ
等
に
対
し
、「
信
号
所
に
連
絡
に
行
っ
て

く
る
か
ら
、
後
を
頼
む
ぞ
」
と
だ
け
言
い
残
し
て
同
所
を
た
ち
去
り
、
信
号
所
の
信
号
係
た
る
被
告
人
Ｓ
に
対
し
、
上
り
線
に
は
上
り

電
車
も
下
り
電
車
も
進
行
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
を
、
単
に
、「
架
線
を
断
線
さ
せ
た
の
で
上
り
は
い
け
な
い
」
と
か
「
下

り
は
差
し
支
え
な
い
」
と
言
っ
た
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
Ｓ
を
し
て
次
の
下
り
電
車
は
下
り
線
か
ら
亘
り
線
を
経
て
進
行
さ
せ
て
も
か
ま

わ
な
い
も
の
と
誤
信
さ
せ
、
さ
ら
に
、
被
告
人
Ｚ
が
、
Ｙ
が
た
ち
去
っ
た
後
、
上
り
線
に
は
電
車
は
入
ら
な
い
も
の
と
盲
信
し
て
何
の

措
置
も
と
ら
ず
、
被
告
人
Ｓ
は
、
Ｙ
の
報
告
だ
け
で
下
り
電
車
を
該
危
険
個
所
に
進
入
さ
せ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
信
じ
て
、
こ
れ
ま
た

何
の
措
置
に
も
で
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
、
被
告
人
Ｔ
の
運
転
す
る
下
り
電
車
が
定
刻
よ
り
九
分
遅
れ
て
進
入
し
て
き
た
と
こ
ろ
、
被
告

人
Ｔ
は
、
自
己
の
進
路
に
不
安
を
感
じ
る
程
度
の
架
線
の
垂
下
を
認
め
な
が
ら
、
場
内
信
号
も
電
力
工
手
た
ち
の
挙
動
も
異
常
で
な
か

っ
た
の
で
、
同
乗
の
同
僚
と
「
大
丈
夫
だ
ろ
う
ね
」
と
問
答
の
上
、
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
軽
信
し
て
そ
の
ま
ま
進
行
し
、
先
頭
車
の
パ
ン

タ
グ
ラ
フ
の
集
電
舟
を
垂
下
し
た
吊
架
線
と
電
車
線
の
間
に
突
入
さ
せ
、
パ
ン
タ
グ
ラ
フ
の
碍
子
を
破
損
、
絶
縁
機
能
を
破
壊
し
た
た

め
（
第
二
事
故
）、
急
停
車
も
お
よ
ば
ず
電
弧
を
四
分
間
継
続
発
生
さ
せ
、
乗
客
一
〇
〇
名
以
上
を
死
亡
さ
せ
、
八
〇
名
以
上
に
傷
害
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を
負
わ
せ
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
ら
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

第
一
審
判
決
（
横
浜
地
裁
昭
和
二
七
年
三
月
二
四
日
判
決
）
に
対
す
る
被
告
人
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、

控
訴
審
判
決
（
東
京
高
裁
昭
和
二
九
年
一
二
月
一
八
日
判
決
）
は
、「
凡
そ
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
お
い
て
、
過
失
者
に
刑
責
を
負

わ
せ
る
た
め
に
必
要
な
過
失
と
結
果
た
る
致
死
傷
の
間
に
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
法
律
上
特
定
の
過
失
と
特
定
の
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
あ
り
と
い
う
の
は
自
然
的
物
理
的
な
必
然
的
因
果
の
関

係
を
い
う
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
一
般
的
に
考
察
し
て
そ
の
過
失
に
よ
つ
て
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
虞
あ
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
予
想

さ
れ
る
場
合
、
換
言
せ
ば
、
そ
の
結
果
発
生
の
可
能
性
を
認
め
る
の
を
相
当
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
意
味
す
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
結
果
発
生
の
蓋
然
性
で
あ
り
そ
の
必
然
性
を
い
う
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ

て
、
た
と
え
、
過
失
が
同
時
に
多
数
競
合
し
た
り
、
時
の
前
後
に
従
つ
て
累
加
的
に
重
な
つ
た
り
、
或
は
他
の
何
ら
か
の
条
件
が
こ
れ

に
介
在
又
は
加
功
し
、
し
か
も
条
件
が
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
直
接
且
つ
優
勢
な
も
の
で
あ
り
、
問
題
と
さ
れ
る
過
失
が
間
接
且
つ

劣
勢
な
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て
も
そ
の
過
失
と
結
果
と
の
間
に
前
に
述
べ
た
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
と
判
断
す

る
こ
と
が
社
会
通
念
上
妥
当
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
過
失
と
結
果
と
の
間
に
な
お
法
律
上
の
因
果
関
係
あ
り
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
被
告
人
ら
の
過
失
行
為
と
致
死
傷
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
認
め
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

な
お
特
定
の
過
失
に
起
因
し
て
特
定
の
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
一
般
的
に
観
察

し
て
、
そ
の
過
失
に
よ
つ
て
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
虞
の
あ
る
こ
と
が
実
験
則
上
予
測
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
た
と
え
、
そ
の
間

に
他
の
過
失
が
同
時
に
多
数
競
合
し
或
は
時
の
前
後
に
従
つ
て
累
加
的
に
重
な
り
、
又
は
他
の
何
ら
か
の
条
件
が
介
在
し
、
し
か
も
そ

の
条
件
が
結
果
発
生
に
対
し
て
直
接
且
つ
優
勢
な
も
の
で
あ
り
、
問
題
と
さ
れ
る
過
失
が
間
接
且
つ
劣
勢
な
も
の
で
あ
つ
た
と
し
て

も
、
こ
れ
に
よ
つ
て
因
果
関
係
は
中
断
さ
れ
ず
、
右
過
失
と
結
果
と
の
間
に
は
な
お
法
律
上
の
因
果
関
係
あ
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
つ
き
、
被
告
人
ら
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
過
失
に
よ
る
行
為

が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

原
判
決
は
、
法
律
上
特
定
の
過
失
と
特
定
の
結
果
と
の
間
に
必
要
な
因
果
関
係
は
、「
自
然
的
物
理
的
な
必
然
的
因
果
の
関
係
」
で

は
な
く
、「
一
般
的
に
考
察
し
て
そ
の
過
失
に
よ
つ
て
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
虞
あ
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
予
想
さ
れ
る
場
合
」、「
そ

の
結
果
発
生
の
可
能
性
を
認
め
る
の
を
相
当
と
判
断
さ
れ
る
場
合
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
結
果
発
生
の
蓋
然
性
・
必
然
性
」

を
い
う
の
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
多
数
の
過
失
が
同
時
的
に
競
合
し
た
り
、
経
時
的
に
累
加
し
た
り
、
他
の
条
件
が
介
在
・
加
功

し
、
し
か
も
介
在
条
件
の
方
が
結
果
に
対
し
て
直
接
・
優
勢
で
あ
り
、
問
題
の
過
失
の
方
が
間
接
・
劣
勢
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

過
失
と
結
果
と
の
間
に
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
を
相
当
と
す
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
上
妥
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
な
お
法
律

上
の
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
決
定
は
、
原
判
決
の
考
え
方
を
維
持
・
容
認
し
て
お
り
、
被
告
人
の
特
定
の
過
失
に
起
因
し
て
犯
罪
結
果
が
発
生

し
た
場
合
、
こ
れ
を
「
一
般
的
に
観
察
」
し
て
、
そ
の
過
失
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
虞
の
あ
る
こ
と
が
「
実
験
則
上
予
測
さ

れ
る
場
合
」
に
は
、
そ
の
間
に
ほ
か
の
過
失
が
同
時
的
・
経
時
的
に
競
合
し
、
あ
る
い
は
介
在
条
件
が
結
果
発
生
に
対
し
て
直
接
・
優

勢
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
被
告
人
ら
の
過
失
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
に
「
法
律
上
の
因
果
関
係
あ
り
」
と
し
た
。
本
決
定
は
、「
因

果
関
係
は
中
断
さ
れ
ず
」
と
い
う
表
現
も
用
い
て
い
る
の
で
、
先
に
紹
介
し
た
「
因
果
関
係
の
中
断
」
の
判
断
軸
を
用
い
た
判
例
と
も

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
ら
の
特
定
の
過
失
行
為
に
起
因
し
て
特
定
の
犯
罪
結
果
が
発
生
し
た
場
合
、
こ
れ
を
「
一
般
的
に
観

察
」
し
て
、
そ
の
過
失
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
虞
の
あ
る
こ
と
が
「
実
験
則
上
予
測
さ
れ
る
場
合
」
に
は
、
介
在
し
た
第
三

者
の
過
失
が
結
果
に
対
し
て
直
接
的
か
つ
優
勢
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
の
過
失
行
為
と
結
果
と
の
間
に
は
「
法
律
上
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の
因
果
関
係
」
が
存
在
す
る
と
解
す
る
も
の
で
、
要
点
は
、【
01
】
砂
末
吸
引
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
と
同
じ
く
、
や
は
り
、

一
般
的
に
観
察
し
て
そ
の
過
失
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
が
発
生
す
る
虞
の
あ
る
こ
と
が
実
験
則
上
予
測
さ
れ
る
と
き
に
は
刑
法
上
の
因
果

関
係
は
存
在
す
る
と
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定
は
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
を
判
断
軸
と
し
て
採

用
す
る
も
の
と
評
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

【
06
】

米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
・
昭
和
四
二
年
最
高
裁

18
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
自
動
車
を
運
転
し
て
い
た
Ｘ
が
、
自
転
車
で
通
行
中
の
Ａ
と
衝
突
し
、
こ
れ
を
自
車
の
屋
根
の
上

に
跳
上
げ
た
ま
ま
走
行
中
、
前
記
衝
突
地
点
か
ら
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
隔
て
た
地
点
で
、
こ
れ
に
気
づ
い
た
同
乗
者
Ｍ
が
、
時
速
約
一

〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
走
行
し
て
い
た
右
自
動
車
の
屋
上
か
ら
Ａ
の
身
体
を
さ
か
さ
ま
に
引
き
ず
り
降
し
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
道
路
上

に
転
落
さ
せ
た
が
、
Ａ
が
右
自
動
車
と
の
衝
突
お
よ
び
右
道
路
面
へ
の
転
落
に
よ
っ
て
頭
部
等
に
傷
害
を
負
い
、
右
頭
部
の
打
撲
に
基

づ
く
脳
く
も
膜
下
出
血
等
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
業
務
上
過
失
致
死
罪
等
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

第
一
審
判
決
（
東
京
地
裁
八
王
子
支
部
昭
和
四
一
年
七
月
九
日
判
決
）
は
、
本
件
被
告
人
の
過
失
行
為
と
被

害
者
死
亡
結
果
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、「
前
掲
各
証
拠
特
に
鑑
定
人
Ｔ
他
二
名
作
成
の
鑑
定
書
を
検
討
す
る
と
き
は
因
果
関
係
を

認
め
る
に
十
分
で
あ
る
。」
と
判
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
裁
昭
和
四
二
年
一
〇
月
二
四
日
判
決
）
は
、「
特

定
の
行
為
に
起
因
し
て
特
定
の
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
一
般
的
に
観
察
し
て
そ
の
行
為
に
よ
つ
て
そ
の
結
果
を
生

ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
が
、
経
験
則
上
当
然
予
想
し
得
ら
れ
る
と
き
は
、
た
と
え
そ
の
行
為
が
結
果
発
生
の
単
独
且
つ
直
接
の
原
因

で
は
な
く
そ
の
間
他
人
の
行
為
が
介
入
し
て
そ
の
結
果
の
発
生
を
促
進
助
長
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
つ
て
因
果
関
係
は
中
断
せ
ら

れ
ず
、
先
の
行
為
を
な
し
た
者
は
そ
の
結
果
の
発
生
に
原
因
を
与
え
た
も
の
と
し
て
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
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被
告
人
の
自
動
車
の
衝
突
に
よ
る
叙
上
の
如
き
衝
撃
が
被
害
者
の
死
を
招
来
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
は
経
験
則
上
当
然
予
想
し
得
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
同
乗
者
Ｍ
の
行
為
の
介
入
に
よ
り
死
の
結
果
の
発
生
が
助
長
さ
れ
た
か
ら
と
い
つ
て
、
被
告
人
は
被
害
者
致
死

の
責
を
免
る
べ
き
限
り
で
は
な
い
。」
と
し
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

右
の
よ
う
に
同
乗
者
が
進
行
中
の
自
動
車
の
屋
根
の
上
か
ら
被
害
者
を
さ
か
さ
ま
に
引
き
ず

り
降
ろ
し
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
舖
装
道
路
上
に
転
落
さ
せ
る
と
い
う
が
ご
と
き
こ
と
は
、
経
験
上
、
普
通
、
予
想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

は
な
く
、
こ
と
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
死
因
と
な
つ
た
頭
部
の
傷
害
が
最
初
の
被
告
人
の
自
動
車
と
の
衝
突
の
際
に
生
じ

た
も
の
か
、
同
乗
者
が
被
害
者
を
自
動
車
の
屋
根
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
し
路
上
に
転
落
さ
せ
た
際
に
生
じ
た
も
の
か
確
定
し
が
た
い
と

い
う
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
被
告
人
の
前
記
過
失
行
為
か
ら
被
害
者
の
前
記
死
の
結
果
の
発
生
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ

の
経
験
則
上
当
然
予
想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
原
判
決
が
右
の
よ
う
な
判
断
の
も
と
に
被

告
人
の
業
務
上
過
失
致
死
の
罪
責
を
肯
定
し
た
の
は
、
刑
法
上
の
因
果
関
係
の
判
断
を
あ
や
ま
っ
た
」（
傍
線
引
用
者
）
も
の
で
あ
る
。

④

特
徴

本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
傷
害
行
為
の
後
に
、
同
乗
者
の
故
意
に
よ
る
引
き

降
ろ
す
行
為
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
判
決
は
、
被
告
人
の
自
動
車
の
衝
突
に
よ
る
衝
撃
が
被
害
者
の
死
を
招
来
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
は
「
経
験
則
上
当
然
予
想
し

得
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
同
乗
者
Ｍ
の
行
為
の
介
入
に
よ
り
死
の
結
果
の
発
生
が
助
長
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
因
果
関

係
は
中
断
せ
ら
れ
ず
」、
被
告
人
は
「
被
害
者
致
死
の
責
を
免
る
べ
き
限
り
で
は
な
い
」
と
し
て
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。
こ
れ
は
、

「
因
果
関
係
の
中
断
」
の
語
を
用
い
て
は
い
る
が
、
明
ら
か
に
、
行
為
後
の
介
在
事
情
を
経
て
の
犯
罪
結
果
発
生
は
「
経
験
則
上
当
然

予
想
し
う
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
を
承
け
る
よ
う
に
、
本
決
定
も
、
被
害
者
Ａ
の
死
因
と
な
っ
た
頭
部
傷
害
が
被
告
人
Ｘ
の
自
動
車
と
の
衝
突
の
際
に
生
じ
た
も
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の
か
、
同
乗
者
Ｍ
の
引
き
降
ろ
す
行
為
の
際
に
生
じ
た
も
の
か
確
定
し
が
た
い
場
合
に
、
同
乗
者
Ｍ
の
行
為
は
「
経
験
上
、
普
通
、
予

想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
」、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
衝
突
行
為
か
ら
被
害
者
Ａ
の
致
死
結
果
の
発
生
す
る
こ
と
は
、「
わ
れ
わ

れ
の
経
験
則
上
当
然
予
想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
は
到
底
い
え
な
い
」
と
し
た
。
控
訴
審
判
決
が
、「
被
告
人
の
自
動
車
の
衝

突
に
よ
る
叙
上
の
如
き
衝
撃
が
被
害
者
の
死
を
招
来
す
る
こ
と
あ
る
べ
き
は
経
験
則
上
当
然
予
想
し
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し

て
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
衝
突
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
死
亡
の
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
存
在

に
よ
っ
て
肯
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
本
決
定
は
、「
同
乗
者
が
進
行
中
の
自
動
車
の
屋
根
の
上
か
ら
被
害
者
を
さ
か
さ
ま
に
引
き
ず

り
降
ろ
し
、
ア
ス
フ
ア
ル
ト
舖
装
道
路
上
に
転
落
さ
せ
る
と
い
う
が
ご
と
き
こ
と
は
、
経
験
上
、
普
通
、
予
想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

は
な
い
」
と
し
て
、
行
為
後
の
介
在
事
情
に
つ
き
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
不
存
在
に
よ
っ
て
こ
れ
を
考
慮
事
情
か
ら
排
除
し

た
う
え
で
、「
被
告
人
の
前
記
過
失
行
為
か
ら
被
害
者
の
前
記
死
の
結
果
の
発
生
す
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
則
上
当
然
予
想
し

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
は
到
底
い
え
な
い
」
と
し
て
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
衝
突
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
死
亡
の
結
果
と
の
間

の
因
果
関
係
を
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
控
訴
審
判
決
と
本
決
定
と
は
、
同
じ
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
用
い

な
が
ら
、
そ
の
適
用
の
相
違
に
よ
り
結
論
が
分
か
れ
た
の
で
あ
る
。

本
決
定
に
つ
い
て
、
あ
る
実
務
家
は
、「
被
告
人
が
、
本
件
被
害
者
を
は
ね
た
当
時
、
同
乗
者
Ｍ
が
こ
の
よ
う
な
殺
人
に
類
す
る
行

為
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
し
（
主
観
的
相
当
因
果
関
係
説
）、
ま

た
一
般
人
を
そ
の
立
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
予
測
不
可
能
な
こ
と
は
勿
論
（
折
衷
的
相
当
因
果
関
係
説
）、
一
般
的
に
予
測
す
る
こ
と

の
で
き
る
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
も
、
こ
れ
は
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
客
観
的
相
当
因
果
関
係
説
）
か
ら
、
極
端

な
条
件
説
を
と
ら
な
い
限
り
被
告
人
に
致
死
の
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
場
合
」
で
あ
り
、
そ
の
決
定
文
を
見
る
と
、「
相

当
因
果
関
係
説
の
折
衷
説
」
に
よ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
と
に
か
く
、
最
高
裁
が
条
件
説
を
固
守
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
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て
い
る
中
で
、
こ
の
よ
う
に
「
相
当
因
果
関
係
説
を
は
っ
き
り
打
ち
出
し
た
判
例
の
出
た
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

被
告
人
の
人
権
尊
重
に
も
貢
献
す
る
と
こ
ろ
が
大

19
）

き
い
」
と
評
し
て
い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
本
決
定
は
、
行
為
後
の
介
在
事
情
に
つ
い
て
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
用
い
、
予
測
可
能
性
が

認
め
ら
れ
な
い
が
ゆ
え
に
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
と
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
と
い

20
）

え
る
。
そ
の
点
で
、
本
決
定
は
、
確
か

に
相
当
因
果
関
係
に
親
和
的
な
考
え
方
を
採
っ
て
い
る
と
解
し
う
る
け
れ
ど
も
、
本
決
定
が
折
衷
的
相
当
因
果
関
係
の
立
場
を
表
明
し

た
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
の
検
討
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３

結
果
原
因
の
形
成
」
判
断
軸

⑴

意

義

結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
と
は
、
行
為
者
の
行
為
が
犯
罪
結
果
の
原
因
を
形
成
し
た
の
で
、
行
為
者
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と

の
間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
被
告
人
の
行
為
は
犯
罪
結
果
の
原
因
を
形
成
し
た
の
で
、

行
為
後
に
介
在
事
情
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
に
存
在
す
る
因
果
関
係
に
影
響
し
な
い
と
い
う
判

断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
は
、
被
告
人
の
行
為
が
犯
罪
結
果
発
生
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
定
す
る

も
の
で
、
そ
こ
で
は
、「
被
告
人
の
行
為
が
本
件
結
果
の
原
因
と
な
っ
た
蓋
然
性
は
否
定
で
き
な
い
」・「
被
告
人
の
行
為
が
本
件
結
果

の
原
因
と
な
っ
た
」
こ
と
を
認
定
す
る
だ
け
で
、
被
告
人
の
行
為
自
体
が
有
す
る
「
結
果
発
生
の
危
険
性
」
は
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
が
、
後
に
紹
介
す
る
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
区
別
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
、「
被
告
人
の

行
為
が
本
件
結
果
の
原
因
と
な
っ
た
」
と
認
定
す
る
こ
と
は
、「
被
告
人
の
行
為
は
本
件
結
果
を
惹
起
す
る
致
命
的
な
危
険
性
を
有
す
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る
」
こ
と
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
は
、
早
晩
、「
結
果

惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
に
よ
っ
て
取
っ
て
替
わ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

⑵

判

例

こ
の
判
断
軸
を
用
い
て
い
る
判
例
と
し
て
、【
07
】
熊
誤
射
事
件
・
昭
和
五
三
年
最
高
裁
決
定
、【
08
】
池
転
倒
事
件
・
昭
和
五
九
年

最
高
裁
決
定
、
及
び
、【
10
】
大
阪
南
港
事
件
・
平
成
二
年
最
高
裁
決
定
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
07
】

熊
誤
射
事
件
・
昭
和
五
三
年
最
高
裁

21
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
Ａ
・
Ｂ
と
と
も
に
熊
を
撃
つ
た
め
に
山
林
に
赴
き
、
Ａ
・
Ｂ
と
別
れ
て
熊
を
探
し

て
下
山
途
中
、
熊
が
近
づ
い
て
き
た
も
の
と
即
断
し
て
、
黒
い
影
に
対
し
て
猟
銃
を
二
発
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
熊
と
思
っ
た
も
の
は
実

は
Ａ
で
、
Ａ
が
下
腹
部
・
下
肢
に
重
傷
を
負
い
、
断
末
魔
の
苦
痛
に
あ
え
い
で
い
る
の
を
見
た
Ｘ
は
、
同
人
を
殺
害
し
て
早
く
楽
に
さ

せ
た
う
え
逃
走
し
よ
う
と
決
意
し
、
さ
ら
に
右
胸
部
に
一
発
撃
っ
て
Ａ
を
即
死
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
業
務
上
過
失
致

傷
罪
、
殺
人
罪
等
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

第
一
審
判
決
（
前
橋
地
裁
昭
和
四
八
年
九
月
二
六
日
判
決
）
は
、
被
告
人
Ｘ
の
過
失
の
致
傷
行
為
と
Ａ
を
殺

害
す
る
故
意
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
医
師
Ｂ
作
成
の
鑑
定
書
お
よ
び
第
三
回
公
判
調
書
中
の
同
鑑
定
証
人
の
供
述
部
分
に
よ
る

と
、
被
告
人
の
判
示
第
一
の
所
為
に
よ
り
被
害
者
は
も
は
や
回
復
が
不
可
能
で
数
分
な
い
し
一
〇
数
分
以
内
に
必
ず
死
亡
す
る
に
至
る

よ
う
な
傷
害
を
受
け
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
判
示
の
と
お
り
、
被
害
者
は
未
だ
右
傷
害
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
に
至
る
以
前
に
、
被

告
人
の
殺
意
に
基
づ
く
判
示
第
二
の
所
為
に
よ
っ
て
死
亡
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
の
所
為
に
よ
る
因
果
の
進
行
は
こ
れ
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に
よ
り
断
絶
し
た
も
の
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
ず
、
結
局
被
告
人
の
判
示
第
一
の
所
為
は
業
務
上
過
失
致
傷
を
構
成
す
る
に
と
ど
ま
る
も

の
と
思
料
す
る
。」
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
傷
罪
と
殺
人
罪
の
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
と
し
た
。

控
訴
審
判
決
（
東
京
高
裁
昭
和
五
〇
年
五
月
二
六
日
判
決
）
は
、「
以
上
の
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
傷
害

の
結
果
が
発
生
し
、
致
死
の
結
果
が
生
じ
な
い
時
点
で
、
被
告
人
の
殺
人
の
故
意
に
よ
る
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
、
既
に
生
じ
て
い
た

傷
害
の
ほ
か
、
新
た
な
傷
害
が
加
え
ら
れ
て
死
亡
の
結
果
を
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
行
為
が
あ
つ

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
殺
人
の
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
た
時
点
ま
で
の
被
告
人
の
犯
罪
行
為
は
業
務
上
過
失
傷
害
の
程

度
に
と
ど
ま
り
、
殺
人
の
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
た
時
点
以
後
は
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
み
が
存
在
し
た
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
以
上
の
業
務
上
過
失
傷
害
罪
と
殺
人
罪
と
は
、
同
一
被
害
者
に
対
す
る
連
続
し
た
違
法
行
為
で
は
あ
る
が
、
前

者
は
過
失
犯
、
後
者
は
故
意
犯
で
あ
つ
て
、
両
者
は
責
任
条
件
を
異
に
す
る
関
係
上
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
同
じ
く
業
務
上
過
失
致
傷
罪
と
殺
人
罪
の
併
合
罪
で
あ
る
と
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

本
件
業
務
上
過
失
傷
害
罪
と
殺
人
罪
と
は
責
任
条
件
を
異
に
す
る
関
係
上
併
合
罪
の
関
係
に

あ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
原
審
の
罪
数
判
断
は
、
そ
の
理
由
に
首
肯
し
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
結
論
に
お
い
て
は

正
当
で
あ
る
」。

④

特
徴

本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
傷
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
傷
害
行
為
（
こ
の
行
為
に
よ
り
被
害
者
重
傷
）
の

後
に
、
さ
ら
に
被
告
人
自
身
の
故
意
に
よ
る
殺
人
行
為
（
こ
の
行
為
に
よ
り
被
害
者
死
亡
）
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
は
、
被
告
人
の
第
一
の
過
失
に
よ
る
致
傷
行
為
と
第
二
の
故
意
に
よ
る
殺
害
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
被
害
者
が
未

だ
傷
害
に
よ
っ
て
死
亡
す
る
に
至
る
以
前
に
、
被
告
人
の
殺
意
に
基
づ
く
第
二
行
為
に
よ
っ
て
死
亡
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

「
第
一
の
所
為
に
よ
る
因
果
の
進
行
は
こ
れ
に
よ
り
断
絶
し
た
」
も
の
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
ず
、
結
局
、
被
告
人
の
第
一
の
行
為
は
業
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務
上
過
失
致
傷
を
構
成
す
る
に
と
ど
ま
る
と
し
、
業
務
上
過
失
致
傷
罪
と
殺
人
罪
の
併
合
罪
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審

判
決
は
、
第
一
行
為
の
後
に
、「
被
告
人
の
殺
人
の
故
意
に
よ
る
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
、
既
に
生
じ
て
い
た
傷
害
の
ほ
か
、
新
た
な

傷
害
が
加
え
ら
れ
て
死
亡
の
結
果
を
生
じ
た
も
の
」
で
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
行
為
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

り
、「
殺
人
の
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
た
時
点
ま
で
の
被
告
人
の
犯
罪
行
為
は
業
務
上
過
失
傷
害
の
程
度
に
と
ど
ま
り
、
殺
人
の
実
行

行
為
が
開
始
さ
れ
た
時
点
以
後
は
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
み
が
存
在
し
た
も
の
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
し
、
同
じ

く
、
業
務
上
過
失
致
傷
罪
と
殺
人
罪
の
併
合
罪
で
あ
る
と
し
た
。

本
決
定
は
、
控
訴
審
判
決
の
理
由
部
分
は
排
斥
し
て
い
る
が
、
そ
の
結
論
は
肯
認
し
て
い
る
の
で
、
控
訴
審
判
決
を
も
っ
て
語
ら
せ

る
な
ら
ば
、「
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
傷
害
の
結
果
が
発
生
し
、
致
死
の
結
果
が
生
じ
な
い
時
点
で
、
被
告
人
の
殺
人
の
故
意
に
よ
る

実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
、
既
に
生
じ
て
い
た
傷
害
の
ほ
か
、
新
た
な
傷
害
が
加
え
ら
れ
て
死
亡
の
結
果
を
生
じ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
殺

人
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
行
為
が
あ
つ
た
も
の
」
と
い
う
判
示
部
分
に
そ
の
特
徴
が
集
約
さ
れ
て
い
る
。
控
訴
審
判
決
と
、
そ
れ

が
維
持
す
る
第
一
審
判
決
と
を
併
せ
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
本
件
の
結
論
の
要
点
は
、
被
告
人
が
第
一
の
過
失
行
為
に
よ
り
被
害
者
に
瀕

死
の
重
傷
を
負
わ
せ
、
そ
の
直
後
に
第
二
行
為
に
よ
り
殺
意
を
も
っ
て
被
害
者
を
殺
害
し
た
場
合
、
被
告
人
の
第
一
の
過
失
行
為
に
よ

る
被
害
者
の
傷
害
が
た
と
え
致
命
的
で
、
回
復
が
不
可
能
で
、
数
分
な
い
し
一
〇
数
分
以
内
に
必
ず
死
亡
す
る
に
至
る
よ
う
な
致
命
傷

で
あ
り
、
被
害
者
を
し
て
断
末
魔
の
苦
痛
に
あ
え
が
せ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
二
の
故
意
に
よ
る
殺
人
行
為
に
よ
っ

て
、「
過
失
行
為
に
よ
る
因
果
の
進
行
は
断
絶
し
た
」
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
先
行
す
る
過
失
行
為
と
被
害
者
死
亡
の
結
果
と
の
間
に

因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
ず
、
業
務
上
過
失
致
傷
罪
と
殺
人
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
本
決
定
の
結
論
が
、
被
告
人
の
第
一
行
為
（
過
失
行
為
）
に
よ
る
被
害
者
の
傷
害
が
き
わ
め
て
致
命
的
で
あ
っ
て
、
お
よ

そ
回
復
不
可
能
な
重
傷
を
負
わ
せ
た
が
ゆ
え
に
数
分
の
う
ち
に
被
害
者
の
死
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
っ
た
状
況
に
お
い
て
も
な
お
妥
当
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す
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
業

務
上
過
失
致
死
罪
と
殺
人
未
遂
罪
（
場
合
に
よ
っ
て
は
不
能
犯
）
が
成
立
す
る
余
地
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人

の
第
一
行
為
が
終
了
し
た
段
階
で
、
お
よ
そ
結
果
回
避
の
可
能
性
が
な
い
状
況
の
と
き
に
は
、
か
り
に
被
告
人
の
第
二
行
為
が
不
作
為

で
、
同
人
に
殺
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
（
既
遂
）
罪
が
成
立
す
る
余
地
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
点

は
、
故
意
の
作
為
犯
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
は
ず
だ
か
ら
で

22
）

あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
と
殺
人
未
遂
罪
（
場
合
に

よ
っ
て
は
不
能
犯
）
の
成
立
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。

【
08
】

池
転
倒
死
事
件
・
昭
和
五
九
年
最
高
裁

23
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
ら
が
、
被
害
者
Ａ
に
暴
行
を
加
え
、
頭
部
擦
過
打
撲
傷
に
基
づ
く
く
も
膜
下
出
血
に
よ

り
死
亡
さ
せ
た
が
、
Ａ
の
打
撲
傷
は
同
人
が
逃
走
中
に
池
に
落
ち
込
ん
だ
際
に
生
じ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
も
の

で
、
被
告
人
Ｘ
ら
が
傷
害
致
死
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

被
告
人
ら
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
Ａ
の
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決

（
鳥
取
地
裁
昭
和
五
七
年
九
月
三
日
判
決
）
は
、「
前
掲
各
証
拠
に
よ
れ
ば
、
右
Ａ
の
死
因
は
後
頭
上
部
正
中
の
擦
過
打
撲
傷
に
基
づ
く

く
も
膜
下
出
血
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
右
擦
過
打
撲
傷
の
成
因
に
つ
い
て
は
、
成
程
こ
れ
が
被
告
人
ら
の
う
ち
の
誰
の

ど
の
具
体
的
行
為
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
か
に
つ
い
て
詳
細
に
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
被
告
人

ら
の
判
示
暴
行
の
い
ず
れ
か
の
時
点
あ
る
い
は
Ａ
が
こ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
た
際
（
丸
山
墓
苑
に
お
い
て
同
人
が
被
告
人
ら
の
暴
行

か
ら
免
れ
よ
う
と
し
て
墓
苑
内
の
池
に
落
ち
込
ん
だ
際
に
生
じ
た
可
能
性
は
あ
る
。）
に
生
じ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
判
示
認
定

の
よ
う
な
暴
行
の
程
度
、
内
容
や
該
暴
行
の
為
さ
れ
た
場
所
、
時
間
等
に
照
ら
せ
ば
、
右
擦
過
打
撲
傷
は
、
仮
に
被
告
人
ら
の
暴
行
に
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よ
つ
て
直
接
生
じ
た
も
の
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
と
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
は
優
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
傍

線
引
用
者
）
と
し
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

被
告
人
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
広
島
高
裁
松
江
支
部
昭
和
五
八
年
一
〇
月
一
八
日
判
決
）
は
、
第
一
審
判
決
を

破
棄
し
て
い
る
が
、「
被
告
人
ら
の
う
ち
の
誰
の
ど
の
行
為
に
よ
つ
て
本
件
傷
害
が
生
じ
た
か
を
特
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
被
告
人

ら
の
暴
行
が
本
件
傷
害
の
成
因
と
な
つ
た
蓋
然
性
を
否
定
で
き
ず
、
致
死
と
の
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
仮
に
、
弁

護
人
所
論
の
ご
と
く
被
害
者
の
本
件
成
傷
の
原
因
が
被
害
者
が
丸
山
墓
苑
内
の
池
に
落
込
ん
だ
際
に
生
じ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
し
て

も
、
前
掲
証
拠
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
は
被
告
人
ら
か
ら
足
蹴
り
さ
れ
る
等
の
暴
行
に
耐
え
か
ね
𨻶
を
み
て
逃
げ
出
し
斜
面
に
岩
石
の
露

出
し
て
い
る
池
に
落
込
ん
だ
も
の
で
そ
の
際
後
頭
上
部
正
中
を
打
撲
し
た
と
す
れ
ば
被
告
人
ら
の
加
え
た
暴
行
と
右
打
撲
傷
に
基
づ
く

死
亡
と
の
間
に
は
刑
法
上
因
果
関
係
が
あ
る
と
認
め
る
の
が
相
当
」（
傍
線
引
用
者
）
で
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
ら
の
暴
行
・
傷
害
行

為
と
被
害
者
Ａ
の
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

（
本
件
被
害
者
の
死
因
と
な
つ
た
く
も
膜
下
出
血
の
原
因
で
あ
る
頭
部
擦
過
打
撲
傷
が
、
た
と

え
、
被
告
人
及
び
共
犯
者
二
名
に
よ
る
足
蹴
り
の
暴
行
に
耐
え
か
ね
た
被
害
者
が
逃
走
し
よ
う
と
し
て
池
に
落
ち
込
み
、
露
出
し
た
岩

石
に
頭
部
を
打
ち
つ
け
た
た
め
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
三
名
の
右
暴
行
と
被
害
者
の
右
受
傷
に
基
づ
く
死
亡
と
の

間
に
因
果
関
係
を
認
め
る
の
を
相
当
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。）」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

本
件
は
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
本
件
被
告
人
ら
の
故
意
に
よ
る
傷
害
行
為
の
後
に
、
被
害
者
自
身
の
打
撲
行
為
が

介
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
事
案
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
は
、
く
も
膜
下
出
血
の
原
因
と
な
っ
た
後
頭
部
擦
過
打
撲
傷
の
成
因
に
つ
い
て
は
、
か
り
に
被
告
人
ら
の
暴
行
に
よ
っ

て
直
接
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
と
「
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
に
あ
る
」
こ
と
は
優
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
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示
す
る
。
ま
た
、
控
訴
審
判
決
も
、
被
告
人
ら
の
暴
行
が
「
本
件
傷
害
の
成
因
と
な
つ
た
蓋
然
性
」
は
否
定
で
き
ず
、
被
害
者
「
致
死

と
の
因
果
関
係
」
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
か
り
に
被
害
者
の
本
件
成
傷
の
原
因
が
被
害
者
が
池
に
落
ち
込
ん
だ
際
に
生
じ

た
可
能
性
が
大
き
い
と
し
て
も
、
被
害
者
が
被
告
人
ら
か
ら
足
蹴
り
さ
れ
る
等
の
暴
行
に
耐
え
か
ね
𨻶
を
み
て
逃
げ
出
し
斜
面
に
岩
石

の
露
出
し
て
い
る
池
に
落
ち
込
ん
だ
際
に
後
頭
上
部
正
中
を
打
撲
し
た
と
す
れ
ば
、「
被
告
人
ら
の
加
え
た
暴
行
と
右
打
撲
傷
に
基
づ

く
死
亡
と
の
間
に
は
刑
法
上
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
お
り
、「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
の
み
を
用
い
た
判
断
構
造
、

も
し
く
は
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
に
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
も
加
味
し
た
判
断
構
造
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
括
弧
書
き
で
は
あ
る
が
、
本
件
被
害
者
の
死
因
と
な
つ
た
く
も
膜
下
出
血
の
原
因
で
あ
る
頭
部
擦
過
打
撲
傷

が
、
た
と
え
被
告
人
ら
に
よ
る
暴
行
に
耐
え
か
ね
て
逃
走
し
よ
う
と
し
た
被
害
者
が
池
に
落
ち
込
み
、
露
出
し
た
岩
石
に
頭
部
を
打
ち

つ
け
た
た
め
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、「
被
告
人
ら
の
右
暴
行
と
被
害
者
の
右
受
傷
に
基
づ
く
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
を
認

め
る
の
を
相
当
と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
結
論
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定
の
判

断
構
造
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
肯
認
す
る
控
訴
審
判
決
と
併
せ
て
考
え
る
と
、
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ら
の
暴
行
が
、

く
も
膜
下
出
血
の
原
因
と
な
っ
た
頭
部
擦
過
打
撲
傷
の
「
成
因
と
な
っ
た
蓋
然
性
」
は
否
定
で
き
な
い
し
、
ま
た
か
り
に
、
被
害
者
の

本
件
成
傷
の
原
因
が
被
害
者
が
池
に
落
込
ん
だ
際
に
生
じ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
被
告
人
ら
の
「
暴
行
に
耐
え
か
ね

𨻶
を
み
て
逃
げ
出
し
斜
面
に
岩
石
の
露
出
す
る
池
に
落
込
ん
だ
も
の
」
で
、
そ
の
際
に
生
じ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
被
告
人
ら
の
暴
行
と

被
害
者
の
右
打
撲
傷
に
基
づ
く
死
亡
と
の
間
に
は
刑
法
上
因
果
関
係
が
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
被
告
人
ら
の
行
為
が
被
害
者
死
亡
と
い

う
犯
罪
結
果
の
原
因
を
形
成
し
た
も
の
と
す
る
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
用
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
、「
結
果
原
因
の
形
成
」

の
判
断
軸
に
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
も
加
味
し
た
判
断
構
造
を
採
用
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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【
10
】

大
阪
南
港
事
件
・
平
成
二
年
最
高
裁

24
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
一
九
八
一
年
（
昭
和
五
六
年
）
一
月
一
五
日
午
後
八
時
こ
ろ
か
ら
午
後
九
時
こ
ろ

ま
で
の
間
、
自
己
の
営
む
三
重
県
阿
山
郡
伊
賀
町
大
字
柘
植
町
所
在
の
飯
場
に
お
い
て
、
被
害
者
Ａ
に
洗
面
器
の
底
や
皮
バ
ン
ド
で
被

害
者
の
頭
部
等
を
多
数
回
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
た
結
果
、
恐
怖
心
に
よ
る
心
理
的
圧
迫
等
に
よ
っ
て
、
Ａ
の
血
圧
を
上
昇
さ

せ
、
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
発
生
さ
せ
て
意
識
消
失
状
態
に
陥
ら
せ
た
上
で
、
右
現
場
か
ら
離
れ
た
資
材
置
場
ま
で
Ａ
を
自
動

車
で
運
搬
し
、
午
後
一
〇
時
四
〇
分
こ
ろ
同
所
に
放
置
し
て
立
ち
去
っ
た
と
こ
ろ
、
Ａ
は
翌
日
未
明
、
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
に

よ
り
死
亡
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
傷
害
致
死
罪
等
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
右
資
材
置
場
に
お

い
て
う
つ
伏
せ
の
状
態
で
倒
れ
て
い
た
被
害
者
Ａ
は
、
そ
の
生
存
中
、
何
者
か
に
よ
っ
て
角
材
で
そ
の
頭
頂
部
を
数
回
殴
打
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
暴
行
は
、
既
に
発
生
し
て
い
た
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
拡
大
さ
せ
、
幾
分
か
死
期
を
早
め
る
影
響
を
与
え
る
も
の

だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

本
件
被
告
人
Ｘ
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決

（
大
阪
地
裁
昭
和
六
〇
年
六
月
一
九
日
判
決
）
は
、「
以
上
に
検
討
し
た
如
く
、
中
沢
組
飯
場
に
お
け
る
一
連
の
暴
行
は
、
被
害
者
に
内

因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
発
生
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
既
に
生
じ
て
い
た
同
出
血
を
拡
大
進
展
さ
せ
る
形
で
被
害
者
の
死
期

を
早
め
た
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
を
有
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
南
港
に
お
け
る
角

材
殴
打
行
為
は
、
被
害
者
の
死
亡
に
対
し
て
因
果
関
係
を
有
し
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
」
で
あ
り
、「
被
告
人
は
、
中
沢
組
飯
場
に
お

け
る
暴
行
に
よ
り
、
被
害
者
に
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
発
生
ま
た
は
増
悪
拡
大
さ
せ
て
、
同
人
を
右
出
血
の
拡
大
進
展
に
よ
り

死
亡
す
る
に
至
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
の
予
備
的
訴
因
に
つ
き
傷
害
致
死
罪
の
限
度
で
被
告
人
は
有
罪
で
あ
る
。」
と
し

て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。
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被
告
人
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
裁
昭
和
六
三
年
九
月
六
日
判
決
）
は
、「
被
告
人
の
飯
場
に
お
け
る
暴

行
が
、
死
因
で
あ
る
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
惹
起
し
被
害
者
の
死
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
、
被
害
者
の
死
亡
と
の
因
果
関
係
を

有
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
、
南
港
に
お
け
る
角
材
殴
打
は
、
被
害
者
の
右
橋
脳
出
血
を
拡
大
さ
せ
右
の
よ
う
な
程
度
の

死
期
を
早
め
る
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
害
者
に
死
を
も
た
ら
す
よ
う
な
損
傷

を
与
え
た
も
の
で
は
な
く
、
死
因
の
惹
起
自
体
に
は
関
わ
り
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
を

有
し
な
い
も
の
と
い
え
る
。」
と
し
て
、
本
件
被
告
人
Ｘ
の
暴
行
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
、
控
訴

を
棄
却
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

こ
の
よ
う
に
、
犯
人
の
暴
行
に
よ
り
被
害
者
の
死
因
と
な
っ
た
傷
害
が
形
成
さ
れ
た
場
合
に

は
、
仮
に
そ
の
後
第
三
者
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
暴
行
に
よ
っ
て
死
期
が
早
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
犯
人
の
暴
行
と
被
害
者
の
死
亡
と
の

間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
本
件
に
お
い
て
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用

者
）④

特
徴

本
件
は
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
暴
行
・
傷
害
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
傷
害

行
為
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

本
件
被
告
人
Ｘ
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
は
、
被
告
人
は
、
中
沢

組
飯
場
に
お
け
る
一
連
の
暴
行
に
よ
り
、
被
害
者
に
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
発
生
ま
た
は
増
悪
拡
大
さ
せ
て
、「
同
人
を
右
出

血
の
拡
大
進
展
に
よ
り
死
亡
す
る
に
至
ら
せ
た
」
の
で
あ
り
、
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
控
訴
審
判
決
も
、
被
告

人
の
暴
行
・
傷
害
行
為
が
「
死
因
で
あ
る
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
惹
起
し
被
害
者
の
死
を
も
た
ら
し
た
」
の
に
対
し
、
南
港
に

お
け
る
第
三
者
の
角
材
殴
打
行
為
は
、
被
害
者
の
橋
脳
出
血
を
拡
大
さ
せ
、
幾
分
か
死
期
を
早
め
る
影
響
を
与
え
た
に
と
ど
ま
り
、
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「
死
因
の
惹
起
自
体
に
は
関
わ
り
を
持
た
な
い
」
も
の
で
、「
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
を
有
し
な
い
」
と
し
て
、
本
件
被
告

人
Ｘ
の
故
意
に
よ
る
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。
第
一
審
判
決
・
控
訴
審
判
決
の
判

断
構
造
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
第
一
審
判
決
の
い
う
「
中
沢
組
飯
場
に
お
け
る
一
連
の
暴
行
は
、
被
害
者
に
内
因
性
高
血
圧

性
橋
脳
出
血
を
発
生
さ
せ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
既
に
生
じ
て
い
た
同
出
血
を
拡
大
進
展
さ
せ
る
形
で
被
害
者
の
死
期
を
早
め
た
も

の
」
と
の
判
示
表
現
、
控
訴
審
判
決
の
い
う
「
被
告
人
の
飯
場
に
お
け
る
暴
行
が
、
死
因
で
あ
る
内
因
性
高
血
圧
性
橋
脳
出
血
を
惹
起

し
被
害
者
の
死
を
も
た
ら
し
た
も
の
」
と
の
判
示
表
現
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
基
本
的
に
控
訴
審
判
決
を
肯
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
の
故
意
に
よ
る
暴
行
・
傷
害
行
為
に
よ
り
被
害

者
死
亡
の
原
因
と
し
て
の
傷
害
が
形
成
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
暴
行
に
よ
り
死
期
が
幾
分
早
め
ら
れ
た

と
し
て
も
、
被
告
人
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
死
亡
の
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
で
、

被
告
人
の
行
為
が
被
害
者
死
亡
と
い
う
犯
罪
結
果
の
原
因
を
形
成
し
た
も
の
と
す
る
「
結
果
原
因
の
形
成
」
を
判
断
軸
と
し
て
採
用
す

る
も
の
と
要
約
で
き
よ
う
。

本
決
定
に
つ
い
て
、
あ
る
実
務
家
は
、
因
果
関
係
の
判
断
を
「
純
然
た
る
事
実
認
定
レ
ベ
ル
の
問
題
」
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

り
、「
結
果
に
対
す
る
影
響
力
の
実
態
に
関
す
る
認
定
が
因
果
関
係
の
判
断
の
た
め
の
重
要
な
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
」
点
は
否
定
で

き
な
い
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
な
相
当
因
果
関
係
説
に
お
い
て
は
、「
予
見
（
予
測
）
可
能
性
が
相
当
性
判
断
の
実
質
的
基
準
に
な
る
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
影
響
力
（
寄
与
度
）
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
が
十
分
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、「
右
の
影
響
力
と
予
見
可
能

性
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
十
分
な
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
が
た
い
、
本
件
の
よ
う
な
類
型
を
例
に
と
る
と
、
異
常
な
介
在
行

為
に
つ
い
て
予
見
可
能
性
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
結
局
は
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
相
当
性
を
決
定
づ
け
る
要
因
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は
、
専
ら
「
第
一
暴
行
に
よ
る
影
響
力
」
に
あ
る
、
し
た
が
っ
て
、「
予
見
可
能
性
」
が
実
質
的
な
判
断
基
準
と
し
て
意
義
を
有
し
て

い
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で

25
）

あ
る
と
し
て
、
主
に
相
当
因
果
関
係
説
の
判
断
構
造
に
対
し
て
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
。

４

介
在
事
情
の
誘
発
」
判
断
軸

⑴

意

義

介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
は
、
行
為
後
の
介
在
事
情
は
行
為
者
の
行
為
が
誘
発
し
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
行
為
者
の
行
為

と
犯
罪
結
果
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
行
為
後
の
介
在
事
情
は
被
告
人
の
行
為
が
誘
発
し
た

事
情
で
あ
る
の
で
、
被
告
人
の
行
為
の
危
険
性
が
重
大
で
な
く
と
も
、
逆
に
、
介
在
事
情
の
危
険
性
が
重
大
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行

為
後
の
介
在
事
情
は
被
告
人
が
自
招
し
た
も
の
で
、
そ
の
危
険
性
は
被
告
人
に
帰
責
し
う
る
の
で
、
被
告
人
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の

間
に
は
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
判
断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

⑵

判

例

こ
の
判
断
軸
を
用
い
て
い
る
判
例
と
し
て
、【
11
】
夜
間
潜
水
講
習
事
件
・
平
成
四
年
最
高
裁
決
定
、【
12
】
高
速
道
路
侵
入
事
件
・

平
成
一
五
年
最
高
裁
決
定
、
及
び
、【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
11
】

夜
間
潜
水
講
習
事
件
・
平
成
四
年
最
高
裁

26
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
潜
水
指
導
者
と
し
て
潜
水
技
術
の
指
導
業
務
に
従
事
し
て
い
た
被
告
人
Ｘ
が
、
一
九
八
八
年
（
昭

和
六
三
年
）
五
月
の
午
後
九
時
こ
ろ
、
和
歌
山
県
串
本
町
の
海
岸
近
く
の
海
中
で
、
指
導
補
助
者
三
名
を
指
揮
し
な
が
ら
、
本
件
被
害
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者
Ａ
を
含
む
六
名
の
受
講
生
に
対
し
て
夜
間
潜
水
の
講
習
指
導
を
実
施
し
、
一
団
と
な
っ
て
潜
水
を
開
始
し
て
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
余
り

前
進
し
た
地
点
で
魚
を
捕
え
て
受
講
生
ら
に
見
せ
た
後
、
再
び
移
動
を
開
始
す
る
際
、
受
講
生
ら
の
動
向
に
注
意
す
る
こ
と
な
く
不
用

意
に
移
動
し
て
受
講
生
ら
の
そ
ば
か
ら
離
れ
た
た
め
、
同
人
ら
を
見
失
う
に
至
り
、
そ
の
後
、
受
講
生
Ａ
が
圧
縮
空
気
タ
ン
ク
内
の
空

気
を
使
い
果
た
す
等
の
客
観
的
経
緯
を
た
ど
っ
て
海
中
で
溺
死
し
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
問
わ
れ
た

事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

第
一
審
判
決
（
大
阪
地
裁
平
成
三
年
九
月
二
四
日
判
決
）
は
、
被
告
人
に
は
、「
各
受
講
生
の
圧
縮
タ
ン
ク

内
の
空
気
残
圧
量
を
把
握
す
べ
く
絶
え
ず
受
講
生
の
そ
ば
に
い
て
そ
の
動
静
を
注
視
し
、
受
講
生
の
安
全
を
図
る
べ
き
業
務
上
の
注
意

義
務
が
あ
る
の
に
」、「
不
用
意
に
一
人
そ
の
場
か
ら
移
動
を
開
始
し
て
受
講
生
の
そ
ば
を
離
れ
、
間
も
な
く
同
人
ら
を
見
失
っ
た
過

失
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
。

被
告
人
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
裁
平
成
四
年
三
月
一
一
日
判
決
）
は
、
ま
ず
被
告
人
Ｘ
に
注
意
義
務
違

反
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
と
被
害
者
Ａ
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
受
講
生
ら
を

見
失
っ
た
の
は
、
被
告
人
が
不
用
意
に
受
講
生
ら
の
そ
ば
を
離
れ
た
行
為
が
「
重
要
な
原
因
と
な
っ
た
も
の
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い

の
で
あ
り
、
夜
間
潜
水
で
指
導
者
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、「
そ
れ
ぞ
れ
指
導
補
助
者
あ
る
い
は
初
級
ダ
イ
バ
ー
と
し
て
の

経
験
が
不
十
分
で
技
術
の
未
熟
な
者
の
過
失
が
生
じ
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
、
所
論
の
い
う
よ
う
に
各
過
失
行
為
が
常
識
か

ら
逸
脱
し
た
異
常
な
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
と
受
講
生
ら
が
は
ぐ
れ
た
の
は
前
述
の
と
お
り
被
告
人
が
不
用
意

に
受
講
生
ら
の
そ
ば
を
離
れ
た
こ
と
が
重
要
な
原
因
と
な
っ
て
お
り
、
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
Ａ
の
各
過
失
行
為
は
結
局
は
被
告
人

の
過
失
行
為
に
誘
発
さ
れ
連
鎖
的
に
生
じ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
因
果
関
係
を
肯
定
し
、
控
訴
を

棄
却
し
た
。
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③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

右
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
、
夜
間
潜
水
の
講
習
指
導
中
、
受
講
生
ら
の
動

向
に
注
意
す
る
こ
と
な
く
不
用
意
に
移
動
し
て
受
講
生
ら
の
そ
ば
か
ら
離
れ
、
同
人
ら
を
見
失
う
に
至
っ
た
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
、

指
導
者
か
ら
の
適
切
な
指
示
、
誘
導
が
な
け
れ
ば
事
態
に
適
応
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
被
害
者
を
し

て
、
海
中
で
空
気
を
使
い
果
た
し
、
ひ
い
て
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
に
、
で
き
死
さ
せ
る
結
果
を
引
き
起
こ

し
か
ね
な
い
危
険
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
を
見
失
っ
た
後
の
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
に
適
切
を
欠
く
行
動
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
被
告
人
の
右
行
為
か
ら
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因

果
関
係
を
肯
定
す
る
に
妨
げ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
後
に
、
被
害
者
Ａ
・
指
導
補
助
者
の
不
適

切
な
行
為
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
判
決
は
、
本
件
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
受
講
生
ら
を
見

失
っ
た
の
は
、
被
告
人
が
不
用
意
に
受
講
生
ら
の
そ
ば
を
離
れ
た
行
為
が
「
重
要
な
原
因
と
な
っ
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
、

指
導
補
助
者
や
未
熟
な
受
講
者
の
過
失
が
生
じ
る
こ
と
は
「
十
分
あ
り
得
る
こ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
、「
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
Ａ

の
各
過
失
行
為
は
結
局
は
被
告
人
の
過
失
行
為
に
誘
発
さ
れ
連
鎖
的
に
生
じ
た
も
の
」
で
あ
り
、
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し

て
い
る
。
控
訴
審
判
決
の
立
場
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
後
に
紹
介
す
る
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
と
「
介
在

事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
併
用
す
る
判
断
構
造
を
採
用
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
を
承
け
る
よ
う
に
、
本
決
定
は
、
被
害
者
Ａ
は
潜
水
経
験
に
乏
し
く
技
術
が
未
熟
で
あ
り
、
指
導
補
助
者
も
そ
の
経
験
が
き
わ

め
て
浅
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
の
も
と
で
は
、
被
告
人
が
受
講
生
ら
を
見
失
っ
た
行
為
は
受
講
生
ら
を
溺
死
さ
せ
る
結
果
を
惹
起
す

る
危
険
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
Ａ
の
不
適
切
な
行
動
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、「
そ
れ
は
被
告
人
の
右
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行
為
か
ら
誘
発
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
に
妨
げ
な
い
」
と
し

た
。
す
な
わ
ち
、
本
決
定
の
考
え
方
は
、
控
訴
審
判
決
が
採
用
し
て
い
る
判
断
軸
と
は
若
干
異
な
り
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判

断
軸
と
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
を
併
用
す
る
判
断
構
造
を
採
用
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

前
者
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
点
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
後
者
の
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断

軸
の
点
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
後
者
の
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
の
点
は
、
本
決
定
が
、
被
告
人
を
見
失
っ
た
後
に
指
導

補
助
者
・
被
害
者
に
不
適
切
な
行
動
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、「
そ
れ
は
被
告
人
の
右
行
為
か
ら
誘
発
さ
れ
た
も
の
」
と

し
て
い
る
部
分
に
関
わ
る
も
の
で
、
指
導
補
助
者
・
被
害
者
の
不
適
切
な
行
動
は
被
告
人
の
受
講
生
ら
を
見
失
っ
た
行
為
か
ら
「
誘
発

さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
判
断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
決
定
で
は
、
後
に
紹
介
す
る
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
「
介
在
事
情
の
誘
発
」

の
判
断
軸
と
い
う
二
つ
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
車
の
両
輪
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
判
断
軸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
判
断
軸
の
項
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

【
12
】

高
速
道
路
進
入
事
件
・
平
成
一
五
年
最
高
裁

27
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
Ｘ
ら
四
名
（
被
告
人
・
上
告
申
立
人
）
が
、
他
の
二
名
と
共
謀
の
上
、
被
害
者
Ａ
に
対
し
、
深

夜
、
公
園
に
お
い
て
、
約
二
時
間
一
〇
分
に
わ
た
り
間
断
な
く
極
め
て
激
し
い
暴
行
を
繰
り
返
し
、
引
き
続
き
マ
ン
シ
ョ
ン
居
室
に
お

い
て
、
約
四
五
分
間
、
断
続
的
に
同
様
の
暴
行
を
加
え
、
Ａ
に
顔
面
打
撲
傷
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
後
、
Ａ
は
、
す
き
を

み
て
マ
ン
シ
ョ
ン
居
室
か
ら
靴
下
履
き
の
ま
ま
逃
走
し
た
が
、
Ｘ
ら
に
対
し
強
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
逃
走
を
開
始
し
て
か
ら
約
一
〇

分
後
、
Ｘ
ら
に
よ
る
追
跡
か
ら
逃
れ
る
た
め
、
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
七
六
三
メ
ー
ト
ル
な
い
し
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
高
速
道
路
に
進
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入
し
、
疾
走
し
て
き
た
自
動
車
に
衝
突
さ
れ
、
後
続
の
自
動
車
に
轢
過
さ
れ
て
死
亡
し
た
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
ら
が
傷
害
致
死
罪
に
問

わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

本
件
被
告
人
Ｘ
ら
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
Ａ
死
亡
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判

決
（
長
野
地
裁
松
本
支
部
平
成
一
四
年
四
月
一
〇
日
判
決
）
は
、「
本
件
被
害
者
が
本
件
第
二
現
場
か
ら
逃
走
し
た
後
の
行
き
先
に
つ

い
て
は
、
現
場
の
地
理
的
な
条
件
や
被
害
者
が
逃
走
し
て
探
索
さ
れ
て
い
る
状
況
下
に
あ
る
と
い
う
心
理
状
態
を
考
え
て
も
、
選
択
の

余
地
は
多
々
あ
り
、
そ
う
い
う
中
で
本
件
被
害
者
が
本
件
事
故
現
場
と
な
っ
た
本
件
高
速
道
路
本
線
上
へ
進
入
す
る
し
か
な
い
或
い
は

そ
の
蓋
然
性
が
高
い
と
い
え
る
よ
う
な
事
情
は
見
出
せ
ず
、
被
告
人
ら
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
被
害
者

が
本
件
高
速
道
路
本
線
上
に
進
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
予
想
の
範
囲
外
と
い
え
る
行
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
も
の
で
、
こ
の

点
か
ら
す
れ
ば
『
被
告
人
ら
が
、
本
件
被
害
者
を
し
て
、
本
件
高
速
道
路
本
線
上
に
進
入
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
』
と
す
る
公

訴
事
実
の
一
部
に
つ
き
証
明
が
な
い
こ
と
に
な
る
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
、
因
果
関
係
を
否
定
し
て
傷
害
罪
の
限
度
で
有
罪
と
し

た
。検

察
官
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
裁
平
成
一
四
年
一
一
月
一
四
日
判
決
）
は
、「
第
二
現
場
か
ら
轢
過
現

場
ま
で
の
距
離
は
経
路
の
い
か
ん
に
よ
り
約
七
六
三
メ
ー
ト
ル
な
い
し
約
八
一
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
こ
と
、
逃
走
開
始
か
ら
轢
過
さ
れ

る
ま
で
の
間
が
約
一
〇
分
と
い
う
短
時
間
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
被
害
者
は
被
告
人
ら
に
対
し
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
い
て
い
た
も
の
と

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
か
ん
が
み
る
と
、
被
害
者
は
被
告
人
ら
の
追
跡
を
逃
れ
る
最
も
安
全
な
方
法
と
し
て
本
件
高
速
道
路
へ
の
立
入

り
を
即
座
に
選
択
し
た
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
そ
し
て
、
追
跡
す
る
者
が
六
名
と
複
数
人
で
あ
る
上
、
二
台
の
自
動
車
を
用
い

た
徹
底
し
た
追
跡
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
被
害
者
に
と
っ
て
自
明
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
被
告
人
ら
に
と
っ
て
も
必
然
の
も

の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
こ
の
よ
う
な
選
択
が
被
害
者
の
現
に
置
か
れ
た
状
況
か
ら
み
て
、
や

77 刑法における因果関係に関する判例の見解について (関 哲夫)



む
に
や
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
通
常
人
の
目
か
ら
も
異
常
な
も
の
と
評
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
に
と
っ
て
み

て
も
予
見
可
能
な
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
有

罪
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

Ａ
が
逃
走
し
よ
う
と
し
て
高
速
道
路
に
進
入
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
極
め
て
危
険
な
行
為

で
あ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、
Ａ
は
、
Ｘ
ら
か
ら
長
時
間
激
し
く
か
つ
執
よ
う
な
暴
行
を
受
け
、
Ｘ
ら
に
対
し
極
度
の
恐
怖
感
を
抱

き
、
必
死
に
逃
走
を
図
る
過
程
で
、
と
っ
さ
に
そ
の
よ
う
な
行
動
を
選
択
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
行
動
が
、
Ｘ
ら
の
暴
行
か
ら

逃
れ
る
方
法
と
し
て
、
著
し
く
不
自
然
、
不
相
当
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
Ａ
が
高
速
道
路
に
進
入
し
て
死
亡
し
た

の
は
、
Ｘ
ら
の
暴
行
に
起
因
す
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
Ｘ
ら
の
暴
行
と
Ａ
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し

た
原
判
決
は
、
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

本
件
は
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
ら
の
故
意
に
よ
る
暴
行
・
傷
害
行
為
の
後
に
、
被
害
者
の
危
険
な
高
速
道

路
へ
の
進
入
行
為
（
及
び
第
三
者
の
轢
過
行
為
）
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

被
告
人
ら
の
暴
行
・
傷
害
行
為
と
被
害
者
死
亡
の
結
果
と
の
間
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
は
、「
経
験
則
上
の

予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
用
い
、
被
告
人
ら
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
目
的
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
被
害
者
が
本
件
高
速
道
路
本
線

上
に
進
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
通
常
の
予
想
の
範
囲
外
と
い
え
る
行
動
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、
因
果
関
係
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
控
訴
審
判
決
は
、
同
じ
く
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
用
い
、
本
件
高
速
道
路
へ
の
立
入
り
を
即
座
に
選
択
し
た

被
害
者
の
選
択
は
、
本
件
被
害
者
の
現
に
置
か
れ
た
状
況
か
ら
み
て
や
む
に
や
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
通
常
人
の
目
か
ら
も
「
異
常

な
も
の
」
と
評
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
に
と
っ
て
も
「
予
見
可
能
な
も
の
」
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
第
一

審
判
決
と
は
逆
に
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。
第
一
審
判
決
と
控
訴
審
判
決
が
、
同
じ
く
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
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用
い
な
が
ら
、
結
論
が
分
か
れ
た
の
は
、
第
一
審
判
決
が
比
較
的
冷
静
な
一
般
人
を
基
準
と
し
た
の
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
が
本
件
被

害
者
の
置
か
れ
た
状
況
に
近
い
一
般
人
を
基
準
と
し
た
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
そ
の
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
基
準
の
相
違

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
本
件
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
た
こ
と
は
そ
れ
自
体
極
め
て
危
険
な
行
為
で
は
あ
る
が
、
被
告
人
ら
か

ら
長
時
間
激
し
く
、
執
よ
う
な
暴
行
を
受
け
、
被
告
人
ら
に
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
必
死
に
逃
走
を
図
る
過
程
で
被
害
者
が
選
択
し

た
高
速
道
路
へ
の
進
入
行
為
は
、「
と
っ
さ
に
選
択
し
た
行
動
」
で
あ
り
、
被
告
人
ら
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
方
法
と
し
て
「
著
し
く
不

自
然
・
不
相
当
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
以
上
、
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
て
死
亡
し
た
結
果
は
、
被
告
人
ら
の
「
暴
行
に
起

因
す
る
も
の
」
と
し
て
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
本
決
定
の
判
断
構
造
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
本
件
被
害
者
が

選
択
し
た
高
速
道
路
へ
の
逃
走
・
進
入
と
い
う
「
そ
れ
自
体
極
め
て
危
険
な
行
為
」
は
、
被
害
者
が
、
被
告
人
ら
か
ら
長
時
間
激
し

く
、
執
よ
う
な
暴
行
を
受
け
、
被
告
人
ら
に
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
必
死
に
逃
走
を
図
る
過
程
で
「
と
っ
さ
に
選
択
し
た
行
動
」
で

あ
っ
て
、
被
告
人
ら
の
暴
行
・
傷
害
行
為
が
誘
発
し
た
も
の
で
あ
っ
て
「
著
し
く
不
自
然
・
不
相
当
」
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
い

う
判
断
構
造
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
決
定
は
、
行
為
後
の
介
在
事
情
は
被
告

人
ら
の
行
為
が
誘
発
し
た
も
の
と
す
る
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

本
決
定
に
つ
い
て
、
あ
る
実
務
家
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
か
ら
す
る
と
、
被
害
者
の
逃
走
行
為
が
、
被
告
人
に
よ
る
暴
行
・
追
跡

行
為
に
よ
っ
て
「
誘
発
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
、「
最
も
合
理
的
な
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
む
を
得
な
い
選
択
」
と

し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
、
被
告
人
に
よ
る
暴
行
・
追
跡
行
為
を
避
け
る
た
め
に
「
必
要
の
な
い
危
険

な
逃
走
方
法
」
を
あ
え
て
選
択
し
た
場
合
に
は
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
て
い
る
、
被
告
人
の
暴
行
・
追
跡
行
為
を
避
け
る
た
め
に
選
択

し
た
逃
走
方
法
が
「
や
む
を
得
な
い
」
か
「
必
要
が
な
い
」
か
は
、「
そ
の
よ
う
な
逃
走
方
法
が
予
見
可
能
か
ど
う
か
」
を
い
う
と
考
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え
ら
れ
る
、
こ
の
「
予
見
可
能
性
」
に
よ
る
判
断
基
準
を
「
危
険
の
現
実
化
」
と
い
う
判
断
基
準
に
引
き
直
し
て
み
る
と
、
当
該
逃
走

方
法
が
「
や
む
を
得
な
い
選
択
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
被
告
人
に
よ
る
暴
行
・
追
跡
行
為
か
ら
心
理
的
・
物
理
的
な
影
響
を
受
け

た
た
め
に
「
そ
の
よ
う
な
逃
走
方
法
を
選
択
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
こ
と
を
い
い
、「
あ
え
て
必
要
の
な
い
危
険
な
逃
走
方
法
を
選

択
し
た
」
と
い
う
の
は
、「
被
告
人
の
暴
行
、
追
跡
行
為
と
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の
よ
う
な
逃
走
方
法
を
選
択
し
た
」
こ
と
を
い
う
も

の
と
考
え
ら
れ
る
、
本
件
の
事
情
に
照
ら
す
と
、
被
害
者
が
危
険
な
逃
走
方
法
を
選
択
し
た
の
は
、「
被
告
人
ら
に
よ
る
暴
行
、
追
跡

行
為
の
心
理
的
、
物
理
的
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
」
の
で
あ
り
、
被
害
者
は
、
事
故
に
遭
遇
し
た
時
点
で
は
、
被
告
人
ら
の
暴

行
・
追
跡
行
為
の
「
影
響
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
」
安
全
圏
ま
で
逃
走
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
本
件
で
は
、「
被
告
人
ら
の

暴
行
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
考
え
ら

28
）

れ
る
と
評
し
て
い
る
。

【
14
】

高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁

29
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
二
〇
〇
二
年
（
平
成
一
四
年
）
一
月
、
常
磐
自
動
車
道
を
乗
用
車
で
走
行
し
て
い
た
被
告
人
Ｘ

が
、
ト
レ
ー
ラ
ー
を
運
転
し
て
同
方
向
に
走
行
し
て
い
た
Ａ
の
運
転
態
度
に
立
腹
し
、
Ａ
に
文
句
を
言
い
謝
罪
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
、

パ
ッ
シ
ン
グ
を
し
た
り
、
併
走
し
て
幅
寄
せ
を
し
た
り
、
進
路
を
妨
害
し
た
り
、
Ａ
車
の
前
に
自
車
を
割
り
込
ま
せ
て
減
速
す
る
な
ど

し
て
、
執
拗
に
Ａ
に
停
車
を
求
め
、
つ
い
に
は
夜
明
け
前
の
暗
い
高
速
道
路
の
か
な
り
交
通
量
の
あ
る
追
越
車
線
上
に
自
車
及
び
Ａ
車

を
停
止
さ
せ
る
に
至
っ
た
後
、
Ｘ
が
、
Ａ
を
運
転
席
か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
し
、
謝
罪
を
要
求
し
、
暴
行
を
加
え
て
き
た
の
で
、
Ａ
も
反

撃
し
、
喧
嘩
に
な
っ
た
が
、
Ｘ
が
降
車
し
て
Ａ
に
暴
行
を
加
え
、
Ａ
も
こ
れ
に
対
し
て
反
撃
す
る
な
ど
し
て
揉
み
合
っ
て
い
る
う
ち
、

別
の
自
動
車
二
台
が
Ａ
車
を
避
け
よ
う
と
し
て
接
触
事
故
を
起
こ
し
て
停
止
し
、
そ
の
う
ち
に
Ｘ
車
は
走
り
去
っ
た
が
、
Ａ
は
、
エ
ン

ジ
ン
キ
ー
を
Ｘ
に
投
棄
さ
れ
た
と
勘
違
い
し
て
周
辺
を
捜
し
た
り
、
前
方
に
停
止
し
た
他
車
に
進
路
を
空
け
て
も
ら
お
う
と
し
た
り
し
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て
、
Ｘ
車
が
走
り
去
っ
て
後
の
七
、
八
分
間
に
わ
た
り
危
険
な
現
場
に
停
車
し
続
け
て
い
た
た
め
に
、
後
方
か
ら
高
速
度
で
進
行
し
て

き
た
被
害
車
両
が
Ａ
車
に
衝
突
し
、
同
車
の
運
転
者
及
び
同
乗
者
三
名
を
死
亡
さ
せ
、
同
乗
者
一
名
に
重
傷
を
負
わ
せ
た
と
し
て
、
被

告
人
Ｘ
が
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
等
に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

第
一
審
判
決
（
水
戸
地
裁
土
浦
支
部
平
成
一
五
年
一
月
一
〇
日
判
決
）
は
、
被
告
人
Ｘ
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ

た
過
失
行
為
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
本
件
事
故
の
発
生
に
い
た
る
経
緯
は
、「
被
告
人
が
Ａ
に
文
句
を
言
い
謝
罪
さ

せ
る
た
め
に
停
止
さ
せ
て
、
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
誘
発
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
の
行
為
と
の
関
係
で
は
予
想
外
の

も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
本
件
事
故
は
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
発
生
の
危
険
性
が

現
実
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
の
よ
う
な
事
情
が
介
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停

止
さ
せ
た
こ
と
と
本
件
事
故
と
の
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致

死
傷
罪
に
つ
き
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

被
告
人
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
東
京
高
裁
平
成
一
五
年
五
月
二
六
日
判
決
）
は
、「
被
告
人
が
Ａ
車
を
第
三
通

行
帯
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
本
件
事
故
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
り
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
本
件
事
故
現
場
に

停
止
さ
せ
た
段
階
で
、
本
件
の
よ
う
な
追
突
事
故
が
起
こ
り
う
る
こ
と
は
被
告
人
を
含
め
て
十
分
に
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
、
停
止
か

ら
二
〇
数
分
後
に
本
件
事
故
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
予
測
可
能
の
範
囲
内
で
本
件
事
故
が
発
生
し
、
被
告
人
が
Ａ

車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
発
生
の
危
険
性
が
現
実
化
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
告
人
の
行
為
と

本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
と
も
に
、
本
件
事
故
発
生
に
至
る
「
こ
れ
ら
一
連
の
経
過
は
、
被
告
人
が

Ａ
に
文
句
を
言
い
謝
罪
さ
せ
る
た
め
に
停
止
さ
せ
て
、
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
誘
発
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
が
Ａ
車

を
停
止
さ
せ
た
行
為
と
の
関
係
で
は
予
想
外
の
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
（
Ａ
の
行
動
が
特
別
に
異
常
な
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
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な
い
。）、
こ
う
し
た
事
情
が
介
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
と
本
件
事
故
と
の
間
の
因
果
関
係
が
否

定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
予
見
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停

止
さ
せ
た
行
為
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
を
認
め
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

以
上
に
よ
れ
ば
、
Ａ
に
文
句
を
言
い
謝
罪
さ
せ
る
た
め
、
夜
明
け
前
の
暗
い
高
速
道
路
の
第

三
通
行
帯
上
に
自
車
及
び
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
と
い
う
被
告
人
Ｘ
の
本
件
過
失
行
為
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
後
続
車
の
追
突
等
に
よ

る
人
身
事
故
に
つ
な
が
る
重
大
な
危
険
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
事
故
は
、
被
告
人
の
上
記
過
失
行
為

の
後
、
Ａ
が
、
自
ら
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
を
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
こ
と
を
失
念
し
周
囲
を
捜
す
な
ど
し
て
、
被
告
人
車
が
本
件
現

場
を
走
り
去
っ
て
か
ら
七
、
八
分
後
ま
で
、
危
険
な
本
件
現
場
に
自
車
を
停
止
さ
せ
続
け
た
こ
と
な
ど
、
少
な
か
ら
ぬ
他
人
の
行
動
等

が
介
在
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
被
告
人
の
上
記
過
失
行
為
及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
等

に
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
の
過
失
行
為
と
被
害
者
ら
の
死
傷
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
」（
傍
線
引
用
者
）。

④

特
徴

本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
過
失
等
に
よ
る
行
動

が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
は
、
本
件
事
故
の
発
生
に
至
る
経
緯
は
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
て
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
「
誘
発
さ
れ
て
生
じ

た
も
の
」
で
あ
り
、
被
告
人
の
行
為
と
の
関
係
で
は
「
予
想
外
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
、
本
件
事
故
は
、
被

告
人
の
行
為
の
「
危
険
性
が
現
実
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
が
介
在
し
た
か

ら
と
い
っ
て
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
と
本
件
事
故
と
の
間
の
「
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
し

た
。
第
一
審
判
決
の
判
断
構
造
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基
本
と
し
つ
つ
、「
介
在
事
情
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の
誘
発
」
の
判
断
軸
及
び
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
併
用
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
判
断
軸
を
「
危
険
の

現
実
化
」
と
い
う
概
念
で
も
っ
て
統
括
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
方
、
控
訴
審
判
決
の
判
断
構
造
は
多
層
構
造
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
分
析
が
難
し
い
け
れ
ど
も
、「
被
告
人
が
Ａ
車
を

第
三
通
行
帯
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
本
件
事
故
が
生
じ
て
い
な
い
こ
と
」
も
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
、
ま
ず
条
件
関
係
の

存
在
を
確
定
し
た
う
え
で
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
段
階
で
、
本
件
追
突
事
故
は
「
十
分
に
予
想
す
る
こ
と
」
が
で
き
た
の
で

あ
り
、
そ
の
「
予
測
可
能
の
範
囲
内
」
で
本
件
事
故
が
発
生
し
た
と
い
え
る
と
し
て
、「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
補

強
的
に
用
い
、
本
件
事
故
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
事
故
発
生
の
危
険
性
が
現

実
化
し
た
」
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
、「
被
告
人
の
行
為
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た
。

他
方
で
、
本
件
事
故
発
生
に
至
る
一
連
の
経
過
は
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
て
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
「
誘
発
さ
れ
て
生
じ
た
も

の
」
で
あ
る
と
し
て
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
も
補
強
的
に
用
い
、
介
在
事
情
は
「
予
想
外
の
も
の
」・「
特
別
に
異
常
な

も
の
」
で
は
な
く
、
そ
の
介
在
事
情
に
よ
っ
て
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
と
本
件
事
故
と
の
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
本
決
定
の
判
断
構
造
の
特
徴
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
い
う

二
点
に
あ
る
と
考
え
る
が
、
前
者
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
点
は
後
に
そ
の
項
で
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
後

者
の
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
の
点
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
後
者
の
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
は
、
第
一
審
判

決
・
控
訴
審
判
決
が
、
本
件
事
故
の
発
生
に
至
る
一
連
の
経
緯
は
「
被
告
人
が
Ａ
に
文
句
を
言
い
謝
罪
さ
せ
る
た
め
に
停
止
さ
せ
て
、

暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
誘
発
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
」
と
認
定
し
て
い
る
点
に
関
わ
り
、
ま
た
、
本
決
定
が
、
本
件
事
故
は
、
被
告
人
の

上
記
過
失
行
為
の
後
、
少
な
か
ら
ぬ
他
人
の
行
動
等
が
介
在
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
被
告
人
の
上
記
過
失
行
為
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及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
等
に
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
認
定
し
て
い
る
点
に
関
わ
る
も
の
で
、
第

三
者
の
過
失
等
に
よ
る
行
動
は
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
な
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
等
に
「
誘
発
さ
れ

た
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
決
定
で
は
、
後
に
紹
介
す
る
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
「
介
在
事
情
の
誘
発
」

の
判
断
軸
の
二
つ
を
併
用
す
る
判
断
構
造
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
判
断
軸
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
に

「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
項
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

５

結
果
惹
起
の
危
険
性
」
判
断
軸

⑴

意

義

結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
は
、
被
告
人
の
行
為
は
犯
罪
結
果
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
有
し
て
い
る
の
で
因

果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
被
告
人
の
行
為
は
そ
れ
自
体
で
犯
罪
結
果
を
惹
起
し
う
る
危
険
性
を
有
す
る
行

為
と
い
え
る
の
で
、
行
為
後
に
介
在
事
情
が
存
在
し
て
も
、
被
告
人
の
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
に
は
因
果
関
係
は
存
在
す
る
と
い
う

判
断
構
造
を
採
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
は
、
ま
さ
に
被
告
人
の
行
為
の
も
つ
結
果
惹
起
の
危
険
性
を
積
極
的
に
認
定
す
る
も
の

で
、
被
告
人
の
行
為
自
体
が
有
す
る
「
結
果
発
生
の
危
険
性
」
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
が
、
先
に
紹
介
し
た
「
結
果
原
因

の
形
成
」
の
判
断
軸
と
区
別
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
先
の
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
と

こ
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
が
、
あ
た
か
も
器
と
中
味
、
形
式
と
実
質
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
く
同
義
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
は
、
早
晩
、
先
の
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
飲
み
込
ん
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で
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

⑵

判

例

こ
の
判
断
軸
を
用
い
て
い
る
判
例
と
し
て
、【
09
】
柔
道
整
復
師
事
件
・
昭
和
六
三
年
最
高
裁
決
定
、【
11
】
夜
間
潜
水
講
習
事
件
・

平
成
四
年
最
高
裁
決
定
、【
13
】
被
害
者
不
養
生
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
、【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年

最
高
裁
決
定
、
及
び
、【
15
】
ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件
・
平
成
一
八
年
最
高
裁
決
定
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
09
】

柔
道
整
復
師
事
件
・
昭
和
六
三
年
最
高
裁

30
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
県
知
事
の
免
許
を
受
け
て
柔
道
整
復
業
を
営
む
一
方
、
風
邪
等
の
症
状
を
訴
え
る

患
者
に
対
し
て
、
医
師
の
資
格
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
復
継
続
し
て
治
療
と
し
て
の
施
術
等
を
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
本

件
被
害
者
Ａ
か
ら
風
邪
ぎ
み
で
あ
る
と
し
て
診
察
治
療
を
依
頼
さ
れ
る
や
、
こ
れ
を
承
諾
し
、
熱
が
上
が
れ
ば
体
温
に
よ
り
雑
菌
を
殺

す
効
果
が
あ
っ
て
風
邪
は
治
る
と
の
誤
っ
た
考
え
か
ら
、
熱
を
上
げ
る
こ
と
、
水
分
や
食
事
を
控
え
る
こ
と
、
閉
め
切
っ
た
部
屋
で
布

団
を
し
っ
か
り
掛
け
汗
を
出
す
こ
と
な
ど
を
指
示
し
、
そ
の
後
被
害
者
の
病
状
が
次
第
に
悪
化
し
て
も
、
格
別
医
師
の
診
察
治
療
を
受

け
る
よ
う
勧
め
も
し
な
い
ま
ま
、
再
三
往
診
す
る
な
ど
し
て
引
き
続
き
前
同
様
の
指
示
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
Ａ
が
、

こ
れ
に
忠
実
に
従
っ
た
た
め
そ
の
病
状
が
悪
化
の
一
途
を
た
ど
り
、
当
初
三
七
度
前
後
だ
っ
た
体
温
が
五
日
目
に
は
四
二
度
に
も
昇
っ

て
け
い
れ
ん
を
起
こ
す
な
ど
し
、
そ
の
時
点
で
初
め
て
医
師
の
手
当
て
を
受
け
た
も
の
の
、
既
に
脱
水
症
状
に
陥
っ
て
危
篤
状
態
に
あ

り
、
ま
も
な
く
気
管
支
肺
炎
に
起
因
す
る
心
不
全
に
よ
り
死
亡
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
業
務
上
過
失
致
死
罪
に

問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
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②

審
級
の
流
れ

第
一
審
判
決
（
松
江
地
裁
昭
和
六
〇
年
七
月
三
日
判
決
）
は
、「
検
察
官
は
、
医
師
の
診
療
を
受
け
る
よ
う

指
示
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
も
知
っ
て
い
た
と
お
り
、
Ａ
は
、
高
等
教
育
を
受
け
た
二
級

建
築
士
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
父
Ｂ
、
母
Ｃ
及
び
妻
の
Ｄ
と
同
居
し
、
そ
の
看
護
を
受
け
て
お
り
、
加
え
て
、
Ｄ
は
、
臨
床
検
査
技
師
と

は
い
え
、
専
門
教
育
を
受
け
て
、
Ｎ
胃
腸
科
内
科
医
院
に
勤
務
し
、
医
療
に
携
わ
る
者
で
あ
っ
て
、
Ａ
の
容
体
及
び
被
告
人
の
施
術
な

い
し
介
護
の
ほ
ぼ
全
般
を
恥
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
併
せ
考
え
る
と
、
被
告
人
に
お
い
て
医
師
の
診
療
を
受
け
て

い
る
か
否
か
を
確
認
せ
ず
、
ま
た
、
改
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
る
よ
う
告
げ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
点
で
、
そ
の
義
務
に

違
反
し
た
落
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
被
告
人
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。

検
察
官
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
広
島
高
裁
松
江
支
部
昭
和
六
一
年
七
月
一
四
日
判
決
）
は
、「
な
る
は
ど
、
Ｃ

や
Ｄ
が
Ａ
に
医
師
の
診
療
を
受
け
さ
せ
、
Ａ
に
対
し
水
分
や
栄
養
を
十
分
に
補
給
し
、
解
熱
剤
を
投
与
す
る
な
ど
の
措
置
を
講
じ
、
ま

た
Ａ
自
身
こ
れ
ら
の
措
置
を
求
め
て
い
た
な
ら
ば
、
Ａ
の
死
亡
と
い
う
結
果
を
回
避
で
き
た
と
推
測
さ
れ
、
こ
の
点
に
お
い
て
Ｃ
や
Ｄ

ら
に
も
Ａ
に
対
し
適
切
な
看
護
、
療
養
を
怠
っ
た
落
度
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
判
示
の
『
Ｄ
ら
の
は
な

は
だ
突
飛
な
療
養
、
看
護
』
は
、
先
に
認
定
し
た
と
お
り
、
ほ
か
な
ら
ぬ
被
告
人
自
身
の
誤
っ
た
指
示
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
て
、
た
と
え
Ｃ
ら
に
落
度
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
被
告
人
自
身
に
Ａ
の
治
療
等
に
つ
き
前
叙
の
過
失
が
あ
る
以
上
被
告
人
の
過
失

責
任
が
否
定
さ
れ
る
い
わ
れ
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
第
一
審
決
定
を
破
棄
し
、
被
告
人
に
有
罪
を
言
い

渡
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

右
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
被
害
者
の
病
状
を
悪

化
さ
せ
、
ひ
い
て
は
死
亡
の
結
果
を
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
を
有
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
医
師
の
診
察
治
療
を
受
け

る
こ
と
な
く
被
告
人
だ
け
に
依
存
し
た
被
害
者
側
に
も
落
度
が
あ
つ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
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の
死
亡
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
と
同
旨
の
見
解
の
も
と
に
、
被
告
人
に
つ
き
業
務
上
過
失
致
死
罪

の
成
立
を
肯
定
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
指
示
・
治
療
の
行
為
の
後
に
、
被
害
者
自
身
の
落

ち
度
あ
る
行
為
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
は
、
本
件
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
も
と
で
は
、
被
告
人
に
注
意
義
務
に
違
反
し
た
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
認
定
す
る
の
は

困
難
で
あ
る
と
し
て
、
そ
も
そ
も
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
違
反
を
否
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
、
被
害
者
側
の
落

ち
度
は
「
ほ
か
な
ら
ぬ
被
告
人
自
身
の
誤
っ
た
指
示
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
被
告
人
自
身
に
Ａ
の
治
療
等
に
つ

き
前
叙
の
過
失
が
あ
る
以
上
被
告
人
の
過
失
責
任
が
否
定
さ
れ
る
い
わ
れ
は
全
く
な
い
」
と
判
示
し
、
後
に
紹
介
す
る
「
介
在
事
情
の

誘
発
」
の
判
断
軸
に
近
い
考
え
方
を
採
用
し
て
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。

本
決
定
は
、
被
告
人
の
行
為
は
そ
れ
自
体
が
被
害
者
の
病
状
を
悪
化
さ
せ
、「
死
亡
の
結
果
を
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
」

を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
治
療
に
関
し
被
害
者
自
身
に
も
落
度
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と

の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
決
定
の
考
え
方
は
、
被
告
人
の
行
為
そ
れ
自
体
が
被
害
者
の
病
状
を
悪
化
さ

せ
て
「
死
亡
の
結
果
を
も
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
」
を
有
し
て
い
た
と
の
判
示
部
分
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
特

徴
は
、
被
告
人
の
行
為
は
被
害
者
死
亡
の
結
果
を
惹
起
し
う
る
危
険
性
を
有
す
る
と
い
う
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
を
判
断
軸
と
し
て

採
用
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
本
件
は
、
被
告
人
の
過
っ
た
指
示
の
危
険
性
が
い
わ
ば
順
調
な
展
開
を
遂
げ
て
被
害
者

の
死
亡
と
い
う
結
果
に
現
実
化
し
た
場
合
で
あ

31
）

っ
た
」
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
考
え
方
を
補
強

す
る
も
の
と
し
て
、
控
訴
審
判
決
の
指
摘
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
被
害
者
Ａ
及
び
Ａ
の
家
族
の
「
は
な
は
だ
突
飛
な
療
養
、
看

護
」
は
「
ほ
か
な
ら
ぬ
被
告
人
自
身
の
誤
っ
た
指
示
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
事
情
を
援
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
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し
、
ま
た
、
被
害
者
の
落
ち
度
あ
る
行
為
は
被
告
人
の
過
失
行
為
の
「
中
間
結
果
」
と
解
す
る

32
）

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

【
11
】

夜
間
潜
水
講
習
事
件
・
平
成
四
年
最
高
裁

33
）

決
定

①

事
実
の
概
要

す
で
に
紹
介
し
た
の
で
、
省
略

34
）

す
る
。

②

審
級
の
流
れ

す
で
に
紹
介
し
た
の
で
、
省
略

35
）

す
る
。

③

決
定

36
）

要
旨

上
告
棄
却

右
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
、
夜
間
潜
水
の
講
習
指
導
中
、
受
講
生
ら
の
動

向
に
注
意
す
る
こ
と
な
く
不
用
意
に
移
動
し
て
受
講
生
ら
の
そ
ば
か
ら
離
れ
、
同
人
ら
を
見
失
う
に
至
っ
た
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
、

指
導
者
か
ら
の
適
切
な
指
示
、
誘
導
が
な
け
れ
ば
事
態
に
適
応
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
被
害
者
を
し

て
、
海
中
で
空
気
を
使
い
果
た
し
、
ひ
い
て
は
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
も
で
き
な
い
ま
ま
に
、
で
き
死
さ
せ
る
結
果
を
引
き
起
こ

し
か
ね
な
い
危
険
性
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
を
見
失
っ
た
後
の
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
に
適
切
を
欠
く
行
動
が
あ
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
は
被
告
人
の
右
行
為
か
ら
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因

果
関
係
を
肯
定
す
る
に
妨
げ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

す
で
に
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
つ
き
、
被

告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
後
に
、
被
害
者
・
指
導
補
助
者
の
不
適
切
な
行
動
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
判
決
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
件
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い

て
、
被
告
人
が
受
講
生
ら
を
見
失
っ
た
の
は
、
被
告
人
が
不
用
意
に
受
講
生
ら
の
そ
ば
を
離
れ
た
行
為
が
「
重
要
な
原
因
と
な
っ
た
」

も
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
指
導
補
助
者
及
び
被
害
者
Ａ
の
各
過
失
行
為
は
結
局
は
被
告
人
の
過
失
行
為
に
誘
発
さ
れ
連
鎖
的
に
生
じ
た

も
の
」
で
あ
り
、
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
て
お
り
、「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
と
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
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軸
を
併
用
し
た
判
断
構
造
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

後
者
の
点
は
す
で
に
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
の
項
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
前
者
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断

軸
の
点
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
点
は
、
本
決
定
が
、
被
告
人
が
受
講
生
ら
を
見
失
う

に
至
っ
た
過
失
に
よ
る
行
為
そ
れ
自
体
が
、
受
講
生
ら
を
「
で
き
死
さ
せ
る
結
果
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
危
険
性
」
を
有
す
る
も
の

と
し
て
い
る
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
行
為
の
危
険
性
を
具
体
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
控
訴
審
判
決

の
指
摘
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
受
講
生
ら
を
見
失
っ
た
の
は
、
被
告
人
が
不
用
意
に
受
講
生
ら
の
そ
ば
を
離
れ
た
行
為

が
「
重
要
な
原
因
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
夜
間
潜
水
で
指
導
者
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
指
導
補
助
者
や
経
験
不
十
分
で

技
術
の
未
熟
な
者
の
過
失
が
生
じ
る
こ
と
は
「
十
分
あ
り
得
る
こ
と
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
常
識
か
ら
逸
脱
し
た
異
常
な
も

の
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
の
認
定
に
よ
り
根
拠
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
受
講
生
ら
の
不
適
切
な
行
動

は
、
被
告
人
の
行
為
の
危
険
性
の
射
程
範
囲
外
に
あ
る
別
個
の
要
因
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
被
告
人
の
行
為
の
「
危
険
性
の
射
程

範
囲
内
に
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
実
質
的
内
容
な
す
も
の
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
被
害
者
の
溺
死
と
い
う
結
果
は
、「
被

告
人
の
過
失
行
為
に
よ
る
危
険
性
が
そ
の
ま
ま
現
実
化
し
た
も
の
」
と
解
す
る

37
）

こ
と
も
可
能
と
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
本
決
定
で
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
、
こ
こ
で
紹
介
し
た
「
介
在
事
情
の
誘
発
」

の
判
断
軸
と
い
う
二
つ
が
併
用
さ
れ
て
お
り
、
車
の
両
輪
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
決
定
は
、
本
件
被
害
者
が
潜
水

経
験
に
乏
し
く
技
術
が
未
熟
で
あ
り
、
指
導
補
助
者
も
そ
の
経
験
が
極
め
て
浅
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
本
件
事
情
の
も
と
で
は
、
被
告
人

の
行
為
は
受
講
生
ら
を
溺
死
さ
せ
る
「
結
果
を
惹
起
す
る
危
険
性
」
を
有
す
る
と
し
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
用
い
て

い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
本
決
定
は
、
指
導
補
助
者
・
被
害
者
の
不
適
切
な
行
動
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
被
告
人
の
行
為
に

よ
り
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
と
被
害
者
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
妨
げ
と
な
ら
な
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い
と
し
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
決
定
に
お
け
る
こ
れ
ら
二
つ
の
判
断
軸
の
関
係
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、「
こ
こ
で
は
、
第
三
者
の
不
適
切
な
行
動
の
『
誘
発
』

の
要
件
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
」
が
、
基
本
的
に
は
「『
行
為
の
危
険
性
』
が
結
果
を
覆
う
に
足
り
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
因
果
関
係

が
肯
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
創
出
さ
れ
た
「
第
一
次
的
危
険
に
内
部
誘
発
さ
れ
た
講
習
受
講
生
ら
の
不
合
理
な
行
動

は
、
新
た
な
危
険
を
創
出
し
た
の
で
は
な
く
、
危
険
連
関
は
中
断
さ
れ
な
い
と
い
う
結
論
は
妥
当
で
あ
る
」
と
分
析
・
評
価
す
る

38
）

見
解
、
指
導
補
助
者
・
被
害
者
の
不
適
切
な
行
動
は
、「
被
告
人
の
過
失
行
為
（
な
い
し
、
そ
の
危
険
性
の
大
き
さ
）
の
判
断
内
容
に

実
質
的
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
範
囲
内
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、「
基
本
的
に
被
告
人
の
行
為
の
危
険
性
が
現
実
化
す
る
過

程
に
お
け
る
一
態
様
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
判
示
す
る
趣
旨
で
あ
る
」
と
分
析
す
る

39
）

見
解
、
あ
る
い
は
、
第
三
者
（
指
導
補
助
者
）・
被

害
者
の
不
適
切
な
行
動
が
被
告
人
の
行
為
か
ら
「
誘
発
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
の
判
示
は
、「
因
果
関
係
の
側
面
か
ら
そ
の
判
断
を

補
強
す
る
も
の
」
と
解
す
る

40
）

見
解
な
ど
、
い
く
つ
か
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る

行
為
と
被
害
者
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
を
判
断
す
る
に
つ
い
て
、
本
決
定
は
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
「
結
果
惹
起
の
危
険

性
」
の
判
断
軸
を
、
ま
ず
は
因
果
関
係
の
実
質
的
基
盤
を
な
す
危
険
軸
と
し
て
用
い
、
次
に
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
、

被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
射
程
範
囲
を
拡
張
す
る
射
程
軸
と
し
て
補
強
的
に
用
い
、
結
果
的
に
、
介

在
事
情
も
、
そ
れ
が
被
告
人
の
行
為
か
ら
「
誘
発
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
る
以
上
、
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
危
険
性
の
射
程
範
囲

内
で
あ
り
、
被
告
人
の
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
に
妨
げ
な
い
と
判
断
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

【
13
】

被
害
者
不
養
生
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁

41
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
数
名
と
共
謀
の
上
、
被
害
者
Ａ
に
対
し
、
そ
の
頭
部
を
ビ
ー
ル
瓶
で
殴
打
し
た
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り
、
足
蹴
り
に
し
た
り
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
た
う
え
、
共
犯
者
の
一
名
が
底
の
割
れ
た
ビ
ー
ル
瓶
で
Ａ
の
後
頸
部
等
を
突
き
刺
す

な
ど
し
、
同
人
に
左
後
頸
部
刺
創
に
よ
る
左
後
頸
部
血
管
損
傷
等
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
が
、
そ
の
左
後
頸
部
刺
創
は
頸
椎
左
後
方
に
達

し
、
深
頸
静
脈
・
外
椎
骨
静
脈
沿
叢
な
ど
を
損
傷
し
、
多
量
の
出
血
を
来
す
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
Ａ
が
、
受
傷
後
直
ち
に

知
人
の
運
転
す
る
車
で
病
院
に
赴
い
て
受
診
し
、
翌
日
未
明
ま
で
に
止
血
の
た
め
の
緊
急
手
術
を
受
け
、
術
後
、
い
っ
た
ん
は
容
体
が

安
定
し
、
担
当
医
は
、
こ
の
ま
ま
良
好
に
経
過
す
れ
ば
、
加
療
期
間
は
約
三
週
間
と
の
見
通
し
を
持
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
の
日
の
う

ち
に
、
Ａ
の
容
体
が
急
変
し
、
他
の
病
院
に
転
院
し
た
が
、
事
件
の
五
日
後
に
上
記
左
後
頸
部
刺
創
に
基
づ
く
頭
部
循
環
障
害
に
よ
る

脳
機
能
障
害
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
容
体
急
変
の
直
前
、
被
害
者
Ａ
が
無
断
退
院
し
よ
う
と
し
て
、

体
か
ら
治
療
用
の
管
を
抜
く
な
ど
し
て
暴
れ
、
そ
れ
が
原
因
で
容
体
が
悪
化
し
た
こ
と
、
ま
た
、
被
害
者
が
医
師
の
指
示
に
従
わ
ず
安

静
に
努
め
な
か
っ
た
こ
と
が
治
療
の
効
果
を
減
殺
し
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
状
況
に
お
い
て
、
被
告
人
Ｘ
が
傷
害
致
死

罪
等
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

被
告
人
Ｘ
の
行
為
と
被
害
者
Ａ
の
死
亡
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
（
大
阪
地
裁
平
成
一
四
年

一
〇
月
二
二
日
判
決
）
は
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
有
罪
を
言
い
渡
し
た
。

被
告
人
側
の
控
訴
申
立
を
受
け
て
、
控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
裁
平
成
一
五
年
七
月
一
〇
日
判
決
）
は
、「
関
係
証
拠
に
よ
れ
ば
、
Ａ

は
、
本
件
被
害
時
に
、
割
れ
た
ビ
ー
ル
瓶
で
左
後
頸
部
を
突
き
刺
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
頸
椎
に
ま
で
達
す
る
よ
う
な
深
い
刺
創
を
負

わ
さ
れ
、
左
後
頸
部
の
血
管
が
損
傷
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
、
脳
内
に
大
量
の
出
血
を
来
し
て
脳
の
血
液
循
環
障
害
を
引
き
起
こ
し
、

脳
機
能
障
害
（
い
わ
ゆ
る
脳
死
状
態
）
に
陥
っ
て
死
亡
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
上
記
傷
害
と
Ａ
の
死
亡
と
の
間
に
原

因
、
結
果
の
関
係
が
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
」
し
、「
上
記
傷
害
が
Ａ
の
死
亡
の
結
果
の
発
生
に
重
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
同
人
が
医
師
の
指
示
に
従
わ
ず
、
安
静
を
保
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
は
、
傷
害
の
被
害
者
が
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死
亡
に
至
る
経
緯
と
し
て
通
常
予
想
し
得
る
事
態
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
因
果
関
係
を
肯
定
し
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

以
上
の
よ
う
な
事
実
関
係
等
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
ら
の
行
為
に
よ
り
被
害
者
の
受
け
た
前
記

の
傷
害
は
、
そ
れ
自
体
死
亡
の
結
果
を
も
た
ら
し
得
る
身
体
の
損
傷
で
あ
っ
て
、
仮
に
被
害
者
の
死
亡
の
結
果
発
生
ま
で
の
間
に
、
上

記
の
よ
う
に
被
害
者
が
医
師
の
指
示
に
従
わ
ず
安
静
に
努
め
な
か
っ
た
た
め
に
治
療
の
効
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
介
在

し
て
い
た
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
本
件

に
お
い
て
傷
害
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）

④

特
徴

本
件
は
、
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
ら
の
故
意
に
よ
る
傷
害
行
為
の
後
に
、
被
害
者
自
身
の
不
適
切
な
行
為
が

介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

控
訴
審
判
決
は
、
本
件
被
告
人
ら
の
傷
害
行
為
が
被
害
者
死
亡
の
「
重
要
な
原
因
」
に
な
っ
て
お
り
、
被
害
者
自
身
の
不
適
切
な
行

為
の
介
在
と
い
う
事
情
は
、「
傷
害
の
被
害
者
が
死
亡
に
至
る
経
緯
と
し
て
通
常
予
想
し
得
る
事
態
で
あ
る
」
か
ら
、
因
果
関
係
を
否

定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
、
後
に
紹
介
す
る
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
基
本
に
、「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」

の
判
断
軸
を
補
強
的
に
用
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
る
実
務
家
は
、
控
訴
審
判
決
は
「
相
当
因
果
関
係
説
の

示
す
判
断
枠
組
み
に
よ
り
因
果
関
係
の
存
否
を
判
断
し
た
も
の
」
と
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
「
近
時
の
判
例
の
立
場
は
、
生
じ

た
結
果
が
被
告
人
の
行
為
に
よ
る
危
険
の
現
実
化
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
因
果
関
係
の
有
無
が
判
断
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら

42
）

れ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
評
価
は
、
控
訴
審
判
決
の
「
通
常
予
想
し
得
る
事
態
」
と
い
う
判
示
表
現
に

引
き
ず
ら
れ
た
評
価
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し
ろ
、
控
訴
審
判
決
は
、
本
件
被
告
人
ら
の
傷
害
行
為
が
被
害
者
死
亡
の
「
重
要
な

原
因
」
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
な
が
ら
、
被
害
者
自
身
の
不
適
切
な
行
為
が
介
在
し
た
と
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い
う
事
情
は
、
そ
の
介
在
事
情
が
た
と
え
「
も
は
や
加
害
者
側
か
ら
の
影
響
を
ま
っ
た
く
受
け
な
い
状

43
）

況
下
」
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
傷
害
の
被
害
者
が
死
亡
に
至
る
経
緯
と
し
て
「
通
常
予
想
し
得
る
事
態
」
で
あ
る
か
ら
、
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
控
訴
審
判
決
の
判
断
構
造
は
、
相
当
因
果
関
係
説
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、

「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
基
盤
と
し
つ
つ
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
併
用
し
、
介
在
事
情
は
刑

法
上
の
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
決
定
は
、
本
件
被
告
人
ら
の
行
為
に
よ
る
被
害
者
の
傷
害
は
「
そ
れ
自
体
死
亡
の
結
果
を
も
た
ら
し
得
る
身
体
の

損
傷
」
で
あ
る
の
で
、
被
害
者
が
医
師
の
指
示
に
従
わ
ず
安
静
に
努
め
な
か
っ
た
た
め
に
治
療
の
効
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事

情
が
介
在
し
て
も
、「
被
告
人
ら
の
暴
行
に
よ
る
傷
害
と
被
害
者
死
亡
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
本
決

定
の
考
え
方
は
、「
被
告
人
ら
の
行
為
に
よ
り
被
害
者
の
受
け
た
前
記
の
傷
害
は
、
そ
れ
自
体
死
亡
の
結
果
を
も
た
ら
し
得
る
身
体
の

損
傷
」
と
い
う
表
現
部
分
に
集
約
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
特
徴
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
を
判
断
軸
と
し
て
採
用
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
被
害
者
の
不
適
切
な
行
動
は
、
も
は
や
被
告
人
ら
か
ら
の
影
響
下
か
ら
完
全
に
脱
し
た
状
況
の
も
と

で
、
し
か
も
、
緊
急
手
術
に
よ
り
一
旦
は
危
急
な
状
態
を
脱
し
て
小
康
状
態
に
至
っ
て
か
ら
な
さ
れ
た
介
在
事
情
で
あ
る
と
い
う
点
を

ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が
重
要
で
あ
る
と
こ
ろ
、
あ
る
実
務
家
は
、
本
件
は
、
被
告
人
ら
の
行
為
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
被
害
者
の
傷
害

は
、「
そ
れ
自
体
が
直
ち
に
生
命
の
危
険
を
招
く
重
篤
な
傷
害
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
本
件
は
、
行
為
の
危
険
性
が
「
一
応
収
束
し
て
い

た
」
と
い
う
事
案
で
は
な
く
、「
治
癒
（
あ
る
い
は
結
果
発
生
の
可
能
性
の
な
い
程
度
ま
で
の
回
復
）
に
至
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
な

お
、
結
果
発
生
に
十
分
な
因
果
力
の
あ
る
危
険
の
継
続
が
認
め
ら
れ
る
」
事
案
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、「
小
康
状
態
に
至
っ

た
こ
と
自
体
は
、
行
為
の
因
果
力
が
、
そ
の
当
初
に
比
し
て
『
勢
い
』
を
弱
め
た
状
態
」
に
す
ぎ
ず
、
本
件
の
よ
う
に
、「
な
お
継
続

し
て
い
る
『
危
険
』
が
結
果
に
結
び
つ
い
て
い
る
場
合
に
は
、
当
初
の
行
為
と
の
間
の
法
的
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
自
明
」
で
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あ
る
し
、「
介
在
事
情
が
あ
る
に
し
て
も
、
被
告
人
ら
の
上
記
行
為
の
危
険
性
が
そ
の
ま
ま
現
実
化
し
た
も
の
と
評
し
て
差
し
支
え

44
）

な
い
」
と
評
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
実
務
家
の
分
析
は
、
極
め
て
微
妙
な
事
情
を
前
提
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。

【
14
】

高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁

45
）

決
定

①

事
実
の
概
要

す
で
に
紹
介
し
た
の
で
、
省
略

46
）

す
る
。

②

審
級
の
流
れ

す
で
に
紹
介
し
た
の
で
、
省
略

47
）

す
る
。

③

決
定

48
）

要
旨

上
告
棄
却

以
上
に
よ
れ
ば
、
Ａ
に
文
句
を
言
い
謝
罪
さ
せ
る
た
め
、
夜
明
け
前
の
暗
い
高
速
道
路
の
第

三
通
行
帯
上
に
自
車
及
び
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
と
い
う
被
告
人
Ｘ
の
本
件
過
失
行
為
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
後
続
車
の
追
突
等
に
よ

る
人
身
事
故
に
つ
な
が
る
重
大
な
危
険
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
件
事
故
は
、
被
告
人
の
上
記
過
失
行
為

の
後
、
Ａ
が
、
自
ら
エ
ン
ジ
ン
キ
ー
を
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た
こ
と
を
失
念
し
周
囲
を
捜
す
な
ど
し
て
、
被
告
人
車
が
本
件
現

場
を
走
り
去
っ
て
か
ら
七
、
八
分
後
ま
で
、
危
険
な
本
件
現
場
に
自
車
を
停
止
さ
せ
続
け
た
こ
と
な
ど
、
少
な
か
ら
ぬ
他
人
の
行
動
等

が
介
在
し
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
被
告
人
の
上
記
過
失
行
為
及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
等

に
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
の
過
失
行
為
と
被
害
者
ら
の
死
傷
と
の
間
に
は
因
果
関
係
が
あ
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
」（
傍
線
引
用
者
）。

④

特
徴

す
で
に
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
の
項
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
件
は
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
に
つ
き
、
被

告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
過
失
等
に
よ
る
行
動
が
介
在
し
た
事
案
で
あ
る
。

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
第
一
審
判
決
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基
本
と
し
つ
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つ
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
及
び
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
採
用
し
、
そ
れ
ら
を
「
危
険
の
現

実
化
」
と
い
う
概
念
で
統
括
す
る
判
断
構
造
を
採
用
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
判
決
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
条
件
関
係
の
存
在
を
確
定
し
た
う
え
で
、
一
方
で
、「
経
験
則

上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
用
い
、
本
件
事
故
は
、
被
告
人
Ｘ
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
「
事
故

発
生
の
危
険
性
が
現
実
化
し
た
」
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
被
告
人
の
行
為
と
本
件
事
故
と
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
と
も
に
、
他
方
で
、
本
件
事
故
は
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
て
暴
行
を
加
え
た
こ
と
に
「
誘
発
さ
れ
て
生
じ
た
も

の
」
で
あ
る
と
し
て
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
用
い
、
そ
の
介
在
事
情
は
「
予
想
外
の
も
の
」・「
特
別
に
異
常

な
も
の
」
で
は
な
い
の
で
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
と
本
件
事
故
と
の
間
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
し
て
、
多
層
的
な
判
断
構
造
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
本
決
定
の
判
断
構
造
の
特
徴
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
「
介
在
事
情

の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
を
併
用
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
る
が
、
後
者
の
点
は
す
で
に
そ
の
項
で
触
れ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
前
者
の
「
結

果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
点
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
前
者
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
点
は
、
本
決
定
が
、

本
件
被
告
人
Ｘ
の
過
失
に
よ
る
行
為
は
そ
れ
自
体
が
後
続
車
の
追
突
等
に
よ
る
人
身
事
故
に
つ
な
が
る
「
重
大
な
危
険
性
」
を
有
す
る

と
認
定
し
て
い
る
点
に
関
わ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
第
一
審
判
決
の
指
摘
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、

「
本
件
事
故
は
、
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
故
発
生
の
危
険
性
が
現
実
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
指
摘

し
て
い
る
点
、
あ
る
い
は
、
控
訴
審
判
決
の
指
摘
し
て
い
る
点
、
す
な
わ
ち
、
本
件
事
故
に
至
る
一
連
の
経
過
は
、
被
告
人
Ｘ
が
Ａ
車

を
停
止
さ
せ
た
行
為
と
の
関
係
で
は
「
予
想
外
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
Ａ
の
行
動
が
「
特
別
に
異
常
な
も
の
」
で
あ
っ
た

と
も
い
え
ず
、
こ
う
し
た
事
情
が
介
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
被
告
人
が
Ａ
車
を
停
止
さ
せ
た
こ
と
と
本
件
事
故
と
の
間
の
因
果
関
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係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
予
見
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
、
を
援
用
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
る
実
務
家
は
、「
本
決
定
も
、
介
在
事
情
の
予
測
可
能
性
の
程
度
等
を
問
題
と
す
る
こ
と
は

な
く
、
被
告
人
の
行
為
の
危
険
性
と
他
人
の
行
為
等
と
い
う
介
在
事
情
が
被
告
人
の
行
為
に
『
誘
発
』
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
の
先
例
の
中
で
は
前
掲
最
一
決
平
四
・
一
二
・
一
七
に
類
似
し
た
判
断

構
造
を
採
っ
て
い
る
も
の
」
と
い

49
）

え
る
と
評
し
て
い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
の
関
係
は
、【
11
】
夜
間
潜
水
講
習
事

件
・
平
成
四
年
最
高
裁
決
定
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、
実
質
的
基
盤
を
な
す
危
険
軸
と
し
て
の
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸

と
、
危
険
軸
の
射
程
範
囲
を
画
定
す
る
射
程
軸
と
し
て
の
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
い
う
よ
う
に
位
置
づ
け
の
が
妥
当
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
に
つ
い
て
、
本
決
定
は
、
本
件
被
告
人
の
過
失
に
よ
る
行
為

は
そ
れ
自
体
が
後
続
車
の
追
突
等
に
よ
る
人
身
事
故
に
つ
な
が
る
「
重
大
な
危
険
性
」
を
有
す
る
と
認
定
し
て
お
り
、
被
告
人
の
過
失

行
為
の
実
質
的
な
危
険
軸
と
し
て
こ
れ
を
機
能
さ
せ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
本
決
定
は
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
に
つ
い
て
、

本
件
事
故
の
発
生
に
は
第
三
者
の
過
失
等
に
よ
る
行
動
が
介
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、「
そ
れ
ら
は
被
告
人
の
上
記
過
失
行
為
及
び
こ

れ
と
密
接
に
関
連
し
て
さ
れ
た
一
連
の
暴
行
等
に
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
認
定
し
て
お
り
、
行
為
後
の
介
在
事
情
の
類
型
に

つ
い
て
、
被
告
人
の
「
危
険
な
行
為
」
の
射
程
範
囲
を
画
す
る
射
程
軸
と
し
て
こ
れ
を
機
能
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

50
）

あ
る
。

【
15
】

ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件
・
平
成
一
八
年
最
高
裁

51
）

決
定

①

事
実
の
概
要

本
件
は
、
被
告
人
Ｘ
が
、
共
犯
者
二
名
と
共
謀
の
上
、
二
〇
〇
四
年
（
平
成
一
六
年
）
三
月
六
日
午
前
三
時

四
〇
分
こ
ろ
、
被
害
者
Ａ
を
普
通
乗
用
自
動
車
の
後
部
ト
ラ
ン
ク
に
押
し
込
め
、
ト
ラ
ン
ク
カ
バ
ー
を
閉
め
て
脱
出
不
能
に
し
た
う
え

96國學院法學第50巻第4号 (2013)



で
走
行
し
、
そ
の
後
、
呼
び
出
し
た
仲
間
と
落
ち
合
う
た
め
、
夜
間
、
大
阪
府
岸
和
田
市
内
市
街
地
の
片
側
一
車
線
（
車
道
幅
員
は
約

七
・
五
メ
ー
ト
ル
の
片
側
一
車
線
の
ほ
ぼ
直
線
の
見
通
し
の
よ
い
道
）
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
の
前
の
路
上
に
停
車
し
て
い
た

午
後
三
時
五
〇
分
頃
、
後
方
か
ら
走
行
し
て
き
た
普
通
乗
用
自
動
車
が
そ
の
運
転
者
Ｂ
の
前
方
不
注
視
の
脇
見
運
転
に
よ
り
被
告
人
ら

の
車
の
後
部
に
時
速
約
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
追
突
し
、
そ
の
衝
撃
で
ト
ラ
ン
ク
は
そ
の
中
央
部
が
へ
こ
み
、
後
部
ト
ラ
ン
ク
内
に
押

し
込
ま
れ
て
い
た
被
害
者
が
第
二
・
第
三
頸
髄
挫
傷
の
傷
害
を
負
っ
て
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
、
被
告
人
Ｘ
が
逮
捕
監
禁
致
死
罪
等

に
問
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。

②

審
級
の
流
れ

被
告
人
ら
の
逮
捕
監
禁
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
、
第
一
審
判
決
（
大
阪
地
裁

平
成
一
六
年
一
二
月
二
四
日
判
決
）
は
、「
自
動
車
で
走
行
中
、
交
通
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
日
常
的
に
起
こ
り
得
る
出
来
事

で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
停
止
中
の
車
両
に
後
方
か
ら
走
行
し
て
来
た
車
両
が
追
突
す
る
と
い
う
事
故
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
は
、
人
が
入
る
こ
と
を
想
定
し
て
設
計
・
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
中
に
人
を
入
れ
た
場
合
に

は
、
車
内
に
乗
る
場
合
に
比
べ
て
は
る
か
に
危
険
性
が
高
く
、
し
た
が
っ
て
被
害
者
を
自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
監
禁
し
た
上
で
道
路

上
を
走
行
し
た
こ
と
自
体
、
非
常
に
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
件
の
よ
う
に
、
第
三
者

の
前
方
不
注
意
と
い
う
過
失
に
よ
っ
て
、
道
路
上
に
停
車
し
て
い
た
自
動
車
に
、
後
方
か
ら
走
行
し
て
き
た
自
動
車
が
追
突
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
追
突
さ
れ
た
自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
押
し
込
ま
れ
て
い
た
人
間
が
死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
則
上
、
十
分
に
予
測

し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

控
訴
審
判
決
（
大
阪
高
裁
平
成
一
七
年
九
月
一
三
日
判
決
）
は
、「
被
害
者
の
死
亡
原
因
と
な
っ
た
、
Ｂ
の
追
突
事
故
は
、
路
上
に

停
止
中
の
車
に
後
方
か
ら
走
行
し
て
き
た
車
両
が
衝
突
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
後
続
車
の
運
転
者
が
脇
見
運
転
し
、
前
方
を
注

視
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
停
止
中
の
前
車
の
後
部
に
衝
突
す
る
と
い
う
事
故
態
様
は
、
路
上
に
お
け
る
交
通
事
故
と
し
て
な
ん
ら
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特
異
な
事
態
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
故
の
結
果
、
前
車
に
乗
車
中
の
者
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
乗
車
す
る
場
合
で
あ

っ
て
も
、
衝
突
の
衝
撃
に
よ
り
死
傷
に
至
る
こ
と
は
、
十
分
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
に
車
の
後
部
ト
ラ
ン
ク
内
に
監

禁
さ
れ
て
い
る
場
合
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
の
逮
捕
監
禁
行
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係

が
存
す
る
こ
と
は
優
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
傍
線
引
用
者
）
と
し
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
控
訴
を
棄
却
し
た
。

③

決
定
要
旨

上
告
棄
却

な
お
、
所
論
に
か
ん
が
み
、
職
権
に
よ
り
判
断
す
る
。

一

原
判
決
及
び
そ
の
是
認
す
る
第
一
審
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
本
件
の
事
実
関
係
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

㈠

被
告
人
は
、
二
名
と
共
謀
の
上
、
平
成
一
六
年
三
月
六
日
午
前
三
時
四
〇
分
こ
ろ
、
普
通
乗
用
自
動
車
後
部
の
ト
ラ
ン
ク
内
に

被
害
者
を
押
し
込
み
、
ト
ラ
ン
ク
カ
バ
ー
を
閉
め
て
脱
出
不
能
に
し
同
車
を
発
進
走
行
さ
せ
た
後
、
呼
び
出
し
た
知
人
ら
と
合
流
す
る

た
め
、
大
阪
府
岸
和
田
市
内
の
路
上
で
停
車
し
た
。
そ
の
停
車
し
た
地
点
は
、
車
道
の
幅
員
が
約
七
・
五
ｍ
の
片
側
一
車
線
の
ほ
ぼ
直

線
の
見
通
し
の
よ
い
道
路
上
で
あ
っ
た
。

㈡

上
記
車
両
が
停
車
し
て
数
分
後
の
同
日
午
前
三
時
五
〇
分
こ
ろ
、
後
方
か
ら
普
通
乗
用
自
動
車
が
走
行
し
て
き
た
が
、
そ
の
運

転
者
は
前
方
不
注
意
の
た
め
に
、
停
車
中
の
上
記
車
両
に
至
近
距
離
に
至
る
ま
で
気
付
か
ず
、
同
車
の
ほ
ぼ
真
後
ろ
か
ら
時
速
約
六
〇

㎞
で
そ
の
後
部
に
追
突
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
同
車
後
部
の
ト
ラ
ン
ク
は
、
そ
の
中
央
部
が
へ
こ
み
、
ト
ラ
ン
ク
内
に
押
し
込
ま
れ
て

い
た
被
害
者
は
、
第
二
・
第
三
頸
髄
挫
傷
の
傷
害
を
負
っ
て
、
間
も
な
く
同
傷
害
に
よ
り
死
亡
し
た
。

二

以
上
の
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
死
亡
原
因
が
直
接
的
に
は
追
突
事
故
を
起
こ
し
た
第
三
者
の
甚
だ
し
い
過
失

行
為
に
あ
る
と
し
て
も
、
道
路
上
で
停
車
中
の
普
通
乗
用
自
動
車
後
部
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
被
害
者
を
監
禁
し
た
本
件
監
禁
行
為
と
被
害

者
の
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
逮
捕
監
禁
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
原

判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。」（
傍
線
引
用
者
）
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④

特
徴

本
件
は
、
逮
捕
監
禁
致
死
罪
に
つ
き
、
被
告
人
ら
の
逮
捕
・
監
禁
行
為
の
後
に
、
第
三
者
の
過
失
に
よ
る
行
為
が
介

在
し
た
事
案
で
あ
る
。

第
一
審
判
決
は
、
自
動
車
の
ト
ラ
ン
ク
は
「
人
が
入
る
こ
と
を
想
定
し
て
設
計
・
製
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
」
た
め
、
そ
の
中
に

監
禁
す
る
行
為
自
体
が
「
車
内
に
乗
る
場
合
に
比
べ
て
は
る
か
に
危
険
性
が
高
く
」、
そ
の
う
え
、
被
害
者
を
ト
ラ
ン
ク
内
に
監
禁
し

た
状
態
で
道
路
上
を
走
行
す
る
こ
と
自
体
も
「
非
常
に
危
険
な
行
為
」
で
あ
る
と
こ
ろ
、
自
動
車
で
走
行
中
に
交
通
事
故
に
巻
き
込
ま

れ
る
こ
と
は
「
日
常
的
に
起
こ
り
得
る
出
来
事
」
で
あ
り
、
本
件
の
よ
う
な
停
止
車
両
に
後
方
か
ら
追
突
す
る
事
故
も
「
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
の
前
方
不
注
意
と
い
う
過
失
が
介
在
し
た
と
し
て
も
、
本
件
追
突
事
故
に
よ
り
ト
ラ

ン
ク
内
の
被
害
者
が
死
亡
す
る
と
い
う
こ
と
は
「
経
験
則
上
、
十
分
に
予
測
し
得
る
」
と
こ
ろ
で
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
ら
の
逮
捕
監

禁
行
為
と
被
害
者
死
亡
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。
第
一
審
判
決
の
判
断
構
造
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基

本
と
し
、「
日
常
的
に
起
こ
り
得
る
」・「
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
」・「
経
験
則
上
、
十
分
に
予
測
し
得
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
表
現
で
「
経

験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
補
強
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
告
人
ら
の
行
為
の
危
険
性
の
射
程
範
囲
を
画
す
る
判
断

構
造
を
採
っ
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
審
判
決
の
判
断
構
造
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
自
動
車
ト

ラ
ン
ク
内
に
被
害
者
を
監
禁
し
て
道
路
を
走
行
し
た
こ
と
自
体
の
も
つ
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
、
そ
の
危
険
性
の
射
程

範
囲
、
す
な
わ
ち
因
果
関
係
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
を
画
す
る
も
の
と
し
て
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
と
を
併
用
し
た
点

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
点
、
控
訴
院
判
決
で
は
、
自
動
車
ト
ラ
ン
ク
内
に
被
害
者
を
監
禁
し
て
道
路
を
走
行
し
た
こ
と
自
体
の
も
つ
「
結
果
惹
起
の
危

険
性
」
の
判
断
軸
は
後
方
に
退
い
て
お
り
、
停
止
車
両
へ
の
過
失
に
よ
る
衝
突
事
故
は
、
路
上
に
お
け
る
交
通
事
故
と
し
て
「
な
ん
ら

特
異
な
事
態
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
故
の
結
果
、
前
車
に
乗
車
中
の
者
が
死
傷
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
が
「
ど
の
よ
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う
な
態
様
で
乗
車
す
る
場
合
」
で
あ
っ
て
も
「
十
分
あ
り
得
る
と
こ
ろ
」
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
追
突
事
故
に
よ
る
死
傷
結
果
発
生
の

態
様
を
相
当
に
抽
象
化
し
、「
な
ん
ら
特
異
な
事
態
で
は
な
い
」・「
十
分
あ
り
得
る
」
と
い
う
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断

軸
を
用
い
て
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
本
決
定
は
、
被
害
者
の
直
接
的
な
死
亡
原
因
が
第
三
者
の
甚
だ
し
い
過
失
行
為
に
あ
る
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
の
本
件
監

禁
行
為
と
被
害
者
死
亡
と
の
間
に
「
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
み
で
、
明
確
な
説
示
が
な
い
の
で
、
ど
の
よ

う
な
判
断
構
造
を
採
っ
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
お
け
る
審
級
の
流
れ
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
本
決

定
は
、
第
一
審
判
決
で
採
ら
れ
て
い
る
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基
本
と
し
つ
つ
、
因
果
関
係
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
を

「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
で
画
す
る
判
断
構
造
、
あ
る
い
は
、
控
訴
審
判
決
で
採
ら
れ
て
い
る
「
経
験
則
上
の
予
測
可

能
性
」
の
判
断
軸
で
も
っ
て
因
果
関
係
を
判
断
す
る
構
造
を
採
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、【
13
】
被
害
者
不
養
生
事
件
・
平
成
一

六
年
最
高
裁
決
定
、【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
か
ら
の
判
例
の
流
れ
を
考
慮
す
る
と
、
第
一
審
判

決
の
判
断
構
造
を
暗
に
維
持
し
た
も
の
と
評
し
て
も
あ
な
が
ち
不
適
当
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
決
定
に
つ
い
て
、
あ
る
実
務
家
は
、
本
件
で
は
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
意
味
で
の
社
会
生
活
上
交
通
事
故
に
遭
う
危
険
で
は
な

く
、「
路
上
で
停
車
中
の
車
両
後
部
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
閉
じ
込
め
る
」
と
い
う
具
体
的
な
監
禁
行
為
に
つ
い
て
、
交
通
事
故
に
遭
っ
て

死
傷
に
至
る
危
険
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
車
両
後
部
の
ト
ラ
ン
ク
は
荷
物
等
を
入
れ
る
た
め
の
も
の
で
、
人
を
防
護
す

る
構
造
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
、
後
部
ト
ラ
ン
ク
内
に
人
を
監
禁
し
て
走
行
・
停
車
す
る
行
為
は
、「
か
な
り
高
度
な
危
険
性
」
を
有

し
て
お
り
、
走
行
・
停
車
中
に
追
突
事
故
に
巻
き
込
ま
れ
て
「
死
傷
の
結
果
が
生
じ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
件

監
禁
行
為
に
「
内
在
す
る
危
険
」
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
意
味
で
、
本
件
は
、
こ
う
し
た
危
険
が
「
正
に
現
実
化
」
し
た
も

の
で
あ
り
、「
本
件
監
禁
行
為
の
影
響
（
因
果
力
）
は
か
な
り
大
き
く
、
い
か
に
控
え
め
に
見
た
と
し
て
も
、
因
果
関
係
を
否
定
す
る
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ほ
ど
軽
微
な
も
の
は
い
え
な
い
」、
さ
ら
に
、
本
件
で
は
、
直
接
的
に
は
、
脇
見
運
転
と
い
う
第
三
者
の
甚
だ
し
い
過
失
行
為
が
結
果

を
惹
起
さ
せ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、「
脇
見
運
転
の
よ
う
な
過
失
の
甚
だ
し
い
事
故
態
様
も
ま
た
、『
あ
り
得
る
』
社
会
事
象
と
し
て
考

慮
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
か
ら
結
論
を
左
右
す
る
も
の
で
は

52
）

な
い
、
と
評
し
て
い
る
。
第
一
審
判
決
の
そ
れ
と
同
じ
く
、「
結
果
惹

起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基
本
と
し
つ
つ
、「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
用
い
て
、
被
告
人
の
行
為
の
危
険
の
射
程

範
囲
を
画
す
る
と
い
う
判
断
構
造
を
採
っ
て
い
る
立
場
か
ら
の
論
評
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三

お
わ
り
に

１

戦
前
の
判
例
と
戦
後
の
判
例

戦
前
の
大
審
院
判
例
は
、
被
告
人
の
行
為
の
後
に
、
被
害
者
自
身
の
誤
っ
た
治
療
行
為
が
介
在
し
た
事
案
に
関
す
る
【
02
】
神
水
塗

布
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
、
被
害
者
自
身
の
水
中
投
入
行
為
が
介
在
し
た
事
案
に
関
す
る
【
03
】
水
中
飛
び
込
み
死
事
件
・

昭
和
二
年
大
審
院
判
決
、
及
び
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
る
川
へ
の
投
入
行
為
が
介
在
し
た
事
案
に
関
す
る
【
04
】
被
害
者
投
げ
込
み
事

件
・
昭
和
五
年
大
審
院
判
決
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
条
件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の
認
定
を
前
提
に
し
て
、

介
在
事
情
へ
の
中
断
理
論
の
適
用
を
排
除
し
て
因
果
関
係
の
存
在
を
画
定
す
る
と
い
う
判
断
構
造
を
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
行
為
後

の
介
在
事
情
が
、
被
告
人
自
身
の
故
意
に
よ
る
遺
棄
行
為
の
事
案
に
関
す
る
【
01
】
砂
末
吸
引
事
件
・
大
正
一
二
年
大
審
院
判
決
に
お

い
て
は
、
同
じ
く
条
件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の
認
定
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
中
断
理
論
で
は
な
く
、「
社
会
生
活
上
の
普

通
観
念
」
を
用
い
て
「
原
因
結
果
の
関
係
を
遮
断
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
」
と
し
て
因
果
経
過
の
ず
れ
を
処
理
す
る
と
い
う
手
法
を
採
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っ
た
。
こ
こ
で
は
、
介
在
事
情
が
、
被
害
者
自
身
の
行
為
や
第
三
者
の
行
為
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
被
告
人
自
身
の
故
意
に
よ

る
行
為
で
あ
っ
た
の
か
が
、
大
審
院
に
お
け
る
判
断
構
造
の
相
違
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
戦
後
の
最
高
裁
判
例
は
、
よ
り
分
析
的
に
事
案
の
事
実
関
係
を
考
察
し
、
個
別
具
体
的
な
事
情
に
即
し
た
認
定
を
し

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
一
方
で
、
最
高
裁
は
、
条
件
関
係
に
基
づ
く
広
い
因
果
関
係
の
認
定
を
前
提
に
し
た

中
断
理
論
の
適
用
排
除
と
い
う
単
純
な
判
断
構
造
は
採
っ
て
い
な
い
と
同
時
に
、
他
方
で
、
最
高
裁
が
「
一
般
的
に
観
察
し
て
実
験
則

上
予
測
さ
れ
る
」（【
05
】
桜
木
町
事
件
・
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
）、「
経
験
上
、
普
通
、
予
想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
」・「
わ
れ
わ
れ

の
経
験
則
上
当
然
予
想
し
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
」（【
06
】
米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
・
昭
和
四
二
年
最
高
裁
決
定
）
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い

て
も
、（
折
衷
的
）
相
当
因
果
関
係
説
の
立
場
を
表
明
し
た
も
の
と
断
じ
る
こ
と
に
い
さ
さ
か
躊
躇
を
感
じ
さ
せ
る
状
況
に
あ
る
の
で

あ
る
。

２

最
高
裁
判
例
の
傾
向

⑴

被
告
人
自
身
の
行
為
の
介
在

被
告
人
の
行
為
後
の
介
在
事
情
が
「
被
告
人
自
身
の
（
故
意
に
よ
る
）
行
為
」
の
類
型
の
場
合
、
最
高
裁
は
、【
07
】
熊
誤
射
事

件
・
昭
和
五
三
年
最
高
裁
決
定
に
お
い
て
、
第
一
審
判
決
の
「
第
一
の
所
為
に
よ
る
因
果
の
進
行
は
こ
れ
に
よ
り
断
絶
し
た
も
の
」、

控
訴
審
判
決
の
「
被
告
人
の
殺
人
の
故
意
に
よ
る
実
行
行
為
が
開
始
さ
れ
、
既
に
生
じ
て
い
た
傷
害
の
ほ
か
、
新
た
な
傷
害
が
加
え
ら

れ
て
死
亡
の
結
果
を
生
じ
た
も
の
」
と
い
う
判
断
を
容
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
第
二
の
故
意
に
よ
る
殺
人

行
為
に
よ
っ
て
、
被
告
人
の
第
一
の
過
失
行
為
に
よ
る
因
果
の
進
行
は
「
断
絶
し
た
」
と
解
し
て
お
り
、
因
果
関
係
の
断
絶
の
理
論
を

採
用
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
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⑵

被
害
者
自
身
の
行
為
の
介
在

ま
た
、
被
告
人
の
行
為
後
の
介
在
事
情
が
「
被
害
者
自
身
の
行
為
」
の
類
型
の
場
合
、
最
高
裁
は
、
被
害
者
の
池
へ
の
落
下
・
転
倒

が
介
在
し
た
事
案
（【
08
】
池
転
倒
死
事
件
・
昭
和
五
九
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
の
み
を
用

い
た
判
断
構
造
、
あ
る
い
は
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
に
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
も
加
味
し
た
判
断
構
造
を
採
用

し
、
被
害
者
自
身
の
落
ち
度
あ
る
行
為
が
介
在
し
た
事
案
（【
09
】
柔
道
整
復
師
事
件
・
昭
和
六
三
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、

「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
、
被
害
者
・
講
習
補
助
者
の
不
適
切
な
行
動
が
介
在
し
た
事
案
（【
11
】
夜
間
潜
水
講
習

事
件
・
平
成
四
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
と
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
を
併
用

し
、
被
害
者
の
危
険
な
高
速
道
路
へ
の
進
入
行
為
（
及
び
第
三
者
の
轢
過
行
為
）
が
介
在
し
た
事
案
（【
12
】
高
速
道
路
進
入
事
件
・

平
成
一
五
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
、
さ
ら
に
、
被
害
者
自
身
の
不
適
切
な
行
為

が
介
在
し
た
事
案
（【
13
】
被
害
者
不
養
生
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を

採
用
し
て
い
る
。

⑶

第
三
者
の
行
為
の
介
在

さ
ら
に
、
被
告
人
の
行
為
後
の
介
在
事
情
が
「
第
三
者
の
行
為
」
の
類
型
の
場
合
、
最
高
裁
は
、
当
初
、
第
三
者
の
過
失
に
よ
る
行

為
が
介
在
し
た
事
案
（【
05
】
桜
木
町
事
件
・
昭
和
三
五
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
も
、
同
乗
者
の
故
意
に
よ
る
引
き
降
ろ
す
行
為

が
介
在
し
た
事
案
（【
06
】
米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
・
昭
和
四
二
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
も
、「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断

軸
を
採
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
最
高
裁
は
、
第
三
者
の
故
意
に
よ
る
傷
害
行
為
が
介
在
し
た
事
案
（【
10
】
大
阪
南
港
事

件
・
平
成
二
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
、「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
、
さ
ら
に
、
第
三
者
の
過
失
等
に
よ
る
行
動
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が
介
在
し
た
事
案
（【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断

軸
と
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
と
を
併
用
し
、
ま
た
、
第
三
者
の
過
失
に
よ
る
行
為
が
介
在
し
た
事
案
（【
15
】
ト
ラ
ン
ク
内

死
亡
事
件
・
平
成
一
八
年
最
高
裁
決
定
）
に
お
い
て
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
の
み
を
用
い
た
判
断
構
造
、
あ
る
い
は

「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
に
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」
の
判
断
軸
を
も
加
味
し
た
判
断
構
造
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

３

判
例
の
展
望

刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
と
は
、
結
果
犯
に
つ
い
て
実
行
行
為
と
犯
罪
結
果
と
の
間
に
必
要
と
さ
れ
る
一
定
の
原
因
・
結
果
の
関
係

を
い
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
因
果
関
係
を
判
断
す
る
に
は
、
ま
ず
は
、
実
行
行
為
の
も
つ
危

険
性
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
行
為
そ
れ
自
体
が
犯
罪
結
果
を
発
生
さ
せ
る
質
・
量
の
危
険
性
を
有
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
は
、
実
行
行
為
の
も
つ
結
果
発
生
の
危
険
性
を
意
味
す
る
も
の
で
、
実
行
行
為
時

に
特
殊
な
事
情
が
存
在
し
た
た
め
に
結
果
が
発
生
し
た
事
案
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
因
果
関
係
を
判
断
す
る
に
は
、

次
に
、
実
行
行
為
の
危
険
性
の
現
実
化
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
実
行
行
為
の
も
つ
危
険
性
の
質
・
量
が
当
該
発

生
結
果
へ
と
実
現
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
側
面
は
、
実
行
行
為
の
も
つ
危
険
性
が
当
該
結
果
に
実
現

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
被
告
人
の
行
為
後
に
特
殊
な
事
情
が
介
在
し
た
た
め
に
結
果
が
発
生
し
た
事
案
に
お
い
て
有
効
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
側
面
を
広
義
の
相
当
性
・
狭
義
の
相
当
性
と
い
う
か
、
実
行
行
為
性
・
因
果
経
過
の
相
当
性
（
相
当
因

果
関
係
）
と
い
う
か
は
別
に
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
側
面
は
、
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
区
別
す
べ
き
段
階
的
側
面
で
あ
り
、
こ
の

区
別
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
実
行
行
為
の
も
つ
危
険
性
の
結
果
へ
の
実
現
過
程
を
精
確
に
捕
捉
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
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よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
行
行
為
の
危
険
性
に
つ
い
て
具
体
的
危
険
説
を
採
り
、
か
つ
、
因
果
関
係
に
つ
い
て
折
衷
的
相
当
因
果
関
係
説

を
支
持
す
る
現
在
の
有
力
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
実
行
行
為
の
も
つ
結
果
発
生
の
危
険
性
と
、
実
行
行
為
の
危
険
性
の
現
実
化
と
が

と
も
に
同
一
の
判
断
基
底
・
判
断
基
準
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、「
実
行
行
為
の
危
険
性
」
と
「
危
険
性
の
結
果
へ
の
現
実
化
」

と
を
区
別
し
な
い
点
で
、
明
ら
か
に
理
論
的
な
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

他
方
、
近
時
の
判
例
の
傾
向
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
単
独
の
判
断
軸
と
し
て
援
用
す
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、「
結

果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基
本
と
す
る
判
例
（【
09
】
柔
道
整
復
師
事
件
・
昭
和
六
三
年
最
高
裁
決
定
、【
11
】
夜
間
潜
水
講
習

事
件
・
平
成
四
年
最
高
裁
決
定
、【
13
】
被
害
者
不
養
生
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
、【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成

一
六
年
最
高
裁
決
定
、【
15
】
ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件
・
平
成
一
八
年
最
高
裁
決
定
）
が
優
勢
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

特
に
第
三
者
の
過
失
に
よ
る
行
為
が
介
在
し
た
類
型
に
つ
い
て
は
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
を
基
本
と
す
る
判
例
（【
14
】

高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
平
成
一
六
年
最
高
裁
決
定
、【
15
】
ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件
・
平
成
一
八
年
最
高
裁
決
定
）
が
続
い
て
い

る
。し

か
し
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
最
高
裁
の
判
例
に
お
い
て
、
介
在
事
情
の
類
型
に
応
じ
て
特
定
の
判
断
軸
が
採
用
さ
れ
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
対
応
関
係
に
は
必
ず
し
も
な
い
。
た
と
え
ば
、
被
告
人
の
行
為
の
後
に
被
害
者
の
行
為
（
高
速
道
路
へ
の
進
入
行

為
）
及
び
第
三
者
の
轢
過
行
為
が
介
在
し
た
類
型
に
関
す
る
【
12
】
高
速
道
路
進
入
事
件
に
つ
い
て
、
平
成
一
五
年
最
高
裁
決
定
は
、

本
件
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
た
こ
と
は
そ
れ
自
体
極
め
て
危
険
な
行
為
で
は
あ
る
が
、
被
告
人
ら
か
ら
長
時
間
激
し
く
、
執
よ

う
な
暴
行
を
受
け
、
被
告
人
ら
に
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
必
死
に
逃
走
を
図
る
過
程
で
被
害
者
が
選
択
し
た
高
速
道
路
へ
の
進
入
行

為
は
、「
と
っ
さ
に
選
択
し
た
行
動
」
で
あ
り
、
被
告
人
ら
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
方
法
と
し
て
「
著
し
く
不
自
然
・
不
相
当
」
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
以
上
、
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
て
死
亡
し
た
結
果
は
、
被
告
人
ら
の
「
暴
行
に
起
因
す
る
も
の
」
と
し
て
因
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果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
は
、
高
速
道
路
に
進
入
す
る
と
い
う
被
害
者
の
極
め
て
危
険
な
行
為
は
「
被
告

人
ら
の
行
為
が
誘
発
し
た
も
の
」
と
い
う
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
被
告
人
ら
の
行

為
が
直
接
に
被
害
者
の
高
速
道
路
で
の
轢
死
を
惹
起
し
た
関
係
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
高
速
道
路
へ
の
進
入
と
い
う
被
害
者
の
選
択

は
、「
被
告
人
ら
の
行
為
が
誘
発
し
た
も
の
」
で
、「
著
し
く
不
自
然
・
不
相
当
」
な
選
択
と
は
い
え
な
い
と
い
う
事
実
関
係
の
も
と
で

採
用
さ
れ
た
判
断
軸
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
同
じ
事
案
に
つ
い
て
、
別
の
判
断
軸
、
た
と
え
ば
「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の
判
断
軸
に
「
経
験
則
上
の
予
測
可
能

性
」
の
判
断
軸
を
加
味
し
た
判
断
手
法
で
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
た
行
為

は
、
そ
れ
自
体
極
め
て
危
険
な
行
為
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
被
告
人
ら
か
ら
長
時
間
激
し
く
、
か
つ
執
よ
う
な
暴
行
を
受
け
、
被
告
人

ら
に
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
必
死
に
逃
走
を
図
る
過
程
で
被
害
者
が
と
っ
さ
に
選
択
し
た
行
動
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
被
告
人

ら
の
行
為
は
そ
れ
自
体
は
、
被
告
人
ら
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
高
速
道
路
に
進
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
へ
と
被
害
者
を
追
い
込
ん
だ
極

め
て
危
険
な
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
の
行
為
と
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
て
死
亡
し
た
結
果
と
の

間
に
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
高
速
道
路
に
進
入
す
る
と
い
う
極
め
て
危
険
な
行
為
を
す
れ

ば
、
高
速
で
走
行
す
る
自
動
車
に
轢
過
さ
れ
死
亡
に
至
る
こ
と
は
、
一
般
人
の
経
験
則
上
、
予
測
し
う
る
事
態
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人

ら
の
行
為
の
後
に
、
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
た
行
為
が
介
在
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
被
告
人
ら
の
行
為
と
被
害
者
が
高
速
道
路

に
進
入
し
て
死
亡
し
た
結
果
と
の
間
に
存
在
す
る
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
説
明
す
る
こ
と
も
可

能
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
案
を
、
た
と
え
ば
、「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
に
「
介
在
事
情
の
誘
発
」
の
判
断
軸
を
加
味

し
た
判
断
手
法
で
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
が
高
速
道
路
へ
進
入
す
る
と
い
う
行
為
が
被
害
者
死
亡
の
結

果
発
生
の
重
要
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
高
速
道
路
へ
の
進
入
と
い
う
逃
走
経
路
を
選
択
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し
、
そ
れ
以
外
の
逃
走
経
路
を
選
択
し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
事
情
は
、
被
告
人
ら
か
ら
長
時
間
激
し
く
、
か
つ
執
よ
う
な
暴
行
を
受

け
、
被
告
人
ら
に
極
度
の
恐
怖
感
を
抱
き
、
必
死
に
逃
走
を
図
ろ
う
と
し
た
本
件
被
害
者
の
現
に
置
か
れ
た
状
況
か
ら
み
て
や
む
に
や

ま
れ
な
い
選
択
で
あ
り
、
被
告
人
ら
の
暴
行
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
被
害
者
が
自

ら
高
速
道
路
に
進
入
し
た
行
為
を
選
択
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
い
わ
ば
被
告
人
ら
が
自
ら
誘
発
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告

人
ら
の
行
為
と
被
害
者
が
高
速
道
路
に
進
入
し
て
死
亡
し
た
結
果
と
の
間
に
存
在
す
る
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
、
と
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
最
高
裁
は
、
当
該
具
体
的
な
事
案
の
個
別
的
な
事
情
に
応
じ
て
、
最
も
説
得
力
の
あ
る
判
断
軸
を
用
い
て
、

そ
れ
ら
を
使
い
分
け
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、「
危
険
の
現
実
化
」
を
志
向
し
つ
つ
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」
の

判
断
軸
を
基
本
に
し
て
刑
法
上
の
因
果
関
係
を
判
断
し
て
い
る
現
在
の
判
例
の
傾
向
は
、
因
果
関
係
判
断
の
起
点
と
し
て
は
妥
当
な
判

断
手
法
を
採
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
問
題
は
、
実
行
行
為
の
有
す
る
危
険
性
の
質
・
量
が
現
に
当
該
犯
罪
結
果
に
現
実

化
し
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
の
か
、
と
い
う
「
危
険
の
現
実
化
」
の
確
認
方
法
で
あ
る
。

す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に
、「
因
果
関
係
の
中
断
」
の
判
断
軸
で
は
、
ま
ず
は
積
極
的
な
因
果
関
係
の
判
断
と
し
て
、
条
件
関
係
に

基
づ
い
た
広
い
因
果
関
係
の
認
定
を
行
い
、
次
に
消
極
的
な
因
果
関
係
の
判
断
と
し
て
、
中
断
理
論
の
適
用
の
有
無
を
検
討
し
、
妥
当

な
範
囲
に
限
定
す
る
と
い
う
判
断
構
造
が
採
ら
れ
て
い
る
。
条
件
関
係
を
前
提
と
し
た
「
因
果
関
係
の
中
断
」
の
判
断
軸
は
、
戦
後
の

最
高
裁
も
こ
れ
を
積
極
的
に
採
用
し
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
必
ず
し
も
説
得
力
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

点
で
妥
当
と
は
い
え
な
い
判
断
手
法
で
は
あ
る
。
そ
の
点
は
一
応
措
く
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
「
積
極
的
な
認
定
」
の
後
に
「
消
極
的

な
認
定
」
を
す
る
こ
と
で
因
果
関
係
の
判
断
を
確
定
し
て
い
く
手
法
が
実
務
に
適
合
的
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い

て
も
、
こ
う
し
た
「
積
極
的
認
定
・
消
極
的
認
定
」、「
存
在
認
定
・
除
外
認
定
」
の
判
断
手
法
を
採
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
合
理
性
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が
あ
る
と
も
い
え
る
。

現
在
の
最
高
裁
判
例
が
採
る
判
断
軸
を
前
提
に
し
て
、
こ
う
し
た
「
積
極
的
認
定
・
消
極
的
認
定
」、「
存
在
認
定
・
除
外
認
定
」
の

判
断
手
法
を
取
り
入
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
被
告
人
の
行
為
に
つ
い
て
、
介
在
事
情
と
比
較
考
察
し
な
が
ら
、「
結
果
惹
起
の
危
険

性
」
な
い
し
「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断
軸
を
用
い
て
ま
ず
は
因
果
関
係
の
積
極
的
な
認
定
を
行
い
、
次
に
、
介
在
事
情
に
つ
い

て
、
各
事
案
の
個
別
事
情
に
応
じ
て
、「
経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
」、「
介
在
事
情
の
誘
発
」
等
の
判
断
軸
を
単
一
も
し
く
は
複
数
用

い
て
、
被
告
人
の
行
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
確
定
し
て
い
く
と
い
う
判
断
手
法
を
採
る
の
が
現
実
的
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
程

度
の
説
得
力
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
手
法
も
、「
結
果
惹
起
の
危
険
性
」・「
結
果
原
因
の
形
成
」
の
判
断

軸
に
重
心
を
お
い
た
判
断
手
法
で
あ
る
た
め
、
被
告
人
の
実
行
行
為
の
も
つ
危
険
性
が
「
当
該
結
果
に
実
現
し
た
こ
と
」
を
確
認
す
る

に
は
や
は
り
限
界
が
あ
る
手
法
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
因
果
関
係
の
判
断
に
お
い
て
は
、
因
果
の
過
程
に
即
し
て
経
時
的
に
判
断
し
、
し
か
も
、
科
学
主
義
を
徹
底
し
て
い
く
こ
と

こ
そ
が
刑
法
解
釈
学
の
進
む
べ
き
途
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

１
）
【
10
】
大
阪
南
港
事
件
・
最
決
平
成
二
・
一
一
・
二
〇
刑
集
四
四
・
八
・
八
三
七
、
判
時
一
三
六
八
・
一
五
三
、
判
タ
七
四
四
・
八
四
。

２
）
【
11
】
夜
間
潜
水
講
習
事
件
・
最
決
平
成
四
・
一
二
・
一
七
刑
集
四
六
・
九
・
六
八
三
、
判
時
一
四
五
一
・
一
六
〇
、
判
タ
八
一
四
・
一
二
八
。

３
）

大
谷
直
人
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
二
年
度
』（
一
九
九
二
年
）
二
四
一
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
四
四
巻
四
号
（
一
九
九
二
年
）
一

三
五
頁
以
下
）。

４
）

大
谷
直
人
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅳ
刑
事
法
編
』（
二
〇
〇
四
年
）
二
七
頁
（
初
出
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
四
号
（
一
九
九
一
年
）
五
八
頁
以
下
）。

５
）

大
谷
直
人
・
前
掲
注

３
）文
献
・
二
四
一
頁
。

６
）

井
田
良
『
犯
罪
論
の
現
在
と
目
的
的
行
為
論
』（
一
九
九
五
年
）
七
九
頁
以
下
（
初
出
は
、
慶
応
大
学
・
法
学
研
究
六
四
巻
一
一
号
（
一
九
九
一
年
）

一
頁
以
下
）
参
照
。
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７
）

大
谷
直
人
・
前
掲
注

４
）文
献
・
二
七
頁
参
照
。

８
）

前
田
巌
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
四
四
〜
一
四
五
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
五
九
巻
三
号
（
二
〇
〇

七
年
）
二
八
一
頁
以
下
）
参
照
。
さ
ら
に
、
前
田
巌
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
一
頁
（
初
出
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
三
号
（
二

〇
〇
四
年
）
一
七
一
頁
以
下
）
参
照
。

９
）

葛
原
力
三
「
相
当
因
果
関
係
」
法
学
教
室
二
〇
二
号
（
一
九
九
七
年
）
六
〜
七
頁
参
照
。

10
）

林
陽
一
『
刑
法
に
お
け
る
因
果
関
係
理
論
』（
二
〇
〇
〇
年
）
三
二
一
頁
以
下
（
初
出
は
、
刑
法
雑
誌
三
七
巻
三
号
（
一
九
九
八
年
）
五
六
頁
以
下
）

参
照
。

11
）

巻
末
の
「＜

参
考
資
料
02＞

大
審
院
・
最
高
裁
の
判
例
及
び
評
釈
文
献
」
は
、
判
決
年
月
日
の
古
い
順
に
掲
記
し
、
併
せ
て
評
釈
文
献
も
示
し
た
。

12
）
【
02
】
神
水
塗
布
事
件
・
大
判
大
正
一
二
・
七
・
一
四
刑
集
二
・
六
五
八
。

13
）

大
審
院
・
最
高
裁
の
主
な
判
例
の
概
況
を
示
し
た
表
を
、
巻
末
の
「＜

参
考
資
料
01＞

判
例
の
概
況
」
と
し
て
掲
記
し
た
。

14
）
【
03
】
水
中
飛
び
込
み
死
事
件
・
大
判
昭
和
二
・
九
・
九
刑
集
六
・
三
四
三
。

15
）
【
04
】
被
害
者
投
げ
込
み
事
件
・
大
判
昭
和
五
・
一
〇
・
二
五
刑
集
九
・
七
六
一
。

16
）
【
01
】
砂
末
吸
引
事
件
・
大
判
大
正
一
二
・
四
・
三
〇
刑
集
二
・
三
七
八
。

17
）
【
05
】
桜
木
町
事
件
・
最
決
昭
和
三
五
・
四
・
一
五
刑
集
一
四
・
五
・
五
九
一
。

18
）
【
06
】
米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
・
最
決
昭
和
四
二
・
一
〇
・
二
四
刑
集
二
一
・
八
・
一
一
一
六
、
判
時
五
〇
一
・
一
〇
四
、
判
タ
二
一
四
・
一
九
八
。

19
）

海
老
原
震
一
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
四
二
年
度
』（
一
九
六
八
年
）
二
八
六
〜
二
八
七
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
二
〇
巻
二
号
（
一

九
六
八
年
）
一
九
六
頁
以
下
）
参
照
。
ま
た
、
海
老
原
震
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
八
七
号
（
一
九
六
七
年
）
九
〇
頁
参
照
。

20
）

二
〇
一
〇
年
（
平
成
二
二
年
）
六
月
五
日
・
六
日
、
東
北
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
刑
法
学
会
第
八
八
回
大
会
」
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
因
果
関
係
・

客
観
的
帰
属
論
の
新
展
開
」
に
お
い
て
、
実
務
家
か
ら
、【
06
】
米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
・
昭
和
四
二
年
最
高
裁
決
定
は
き
わ
め
て
特
異
な
判
例
で
、
こ
の

事
案
が
現
在
の
最
高
裁
で
扱
わ
れ
た
ら
、
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
の
発
言
が
な
さ
れ
、
会
場
か
ら
特
に
そ
れ
に
対
す
る
異
論
が

出
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
私
見
は
、
そ
う
し
た
認
識
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。

21
）
【
07
】
熊
誤
射
事
件
・
最
決
昭
和
五
三
・
三
・
二
二
刑
集
三
二
・
二
・
三
八
一
、
判
時
八
八
五
・
一
七
二
、
判
タ
三
六
二
・
二
一
六
。

22
）

平
野
龍
一
氏
は
、
架
空
の
例
と
し
て
、「
Ａ
が
Ｘ
を
高
い
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
上
か
ら
突
き
落
と
し
た
が
、
Ｂ
は
と
な
り
の
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
窓
か
ら
、
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落
ち
て
ゆ
く
Ｘ
を
銃
で
撃
ち
、
Ｘ
は
地
上
に
落
ち
る
前
に
死
ん
だ
と
い
う
場
合
」、「
Ｂ
の
行
為
は
相
当
性
の
判
断
の
範
囲
を
こ
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
、
Ｘ
は
早
く
死
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
行
為
は
殺
人
未
遂
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
が
、
し
か
し
、「
Ｂ
の
行
為
が
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
Ｘ
は
ま
も
な
く
死
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
介
入
事
実
が
条
件
関
係
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
既
遂
を
認
め
て
よ
い
と

思
わ
れ
る
」（
平
野
龍
一
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
上
巻
』（
一
九
八
一
年
）
四
二
頁
）
と
論
述
し
て
お
り
、
同
じ
問
題
意
識
が
表
れ
て
い
る
。

23
）
【
08
】
池
転
倒
死
事
件
・
最
決
昭
和
五
九
・
七
・
六
刑
集
三
八
・
八
・
二
七
九
三
、
判
時
一
一
二
八
・
一
四
九
、
判
タ
五
三
七
・
一
三
四
。

24
）
【
10
】
大
阪
南
港
事
件
・
最
決
平
成
二
・
一
一
・
二
〇
前
掲
注

１
）参
照
。

25
）

大
谷
直
人
・
前
掲
注

4
）文
献
・
二
七
頁
、
大
谷
直
人
・
前
掲
注

３
）文
献
・
二
四
一
頁
参
照
。

26
）
【
11
】
夜
間
潜
水
講
習
事
件
・
最
決
平
成
四
・
一
二
・
一
七
前
掲
注

２
）参
照
。

27
）
【
12
】
高
速
道
路
進
入
事
件
・
最
決
平
成
一
五
・
七
・
一
六
刑
集
五
七
・
七
・
九
五
〇
、
判
時
一
八
三
七
・
一
五
九
、
判
タ
一
一
三
四
・
一
八
三
。

28
）

山
口
雅
高
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
五
年
度
』（
二
〇
〇
六
年
）
四
一
八
〜
四
二
〇
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
五
八
巻
三
号
（
二
〇

〇
六
年
）
三
六
六
頁
以
下
）
参
照
。
ま
た
、
山
口
雅
高
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
八
〜
二
七
九
頁
（
初
出
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二

五
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
七
頁
以
下
）
参
照
。

29
）
【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
最
決
平
成
一
六
・
一
〇
・
一
九
刑
集
五
八
・
七
・
六
四
五
、
判
時
一
八
七
九
・
一
五
〇
、
判
タ
一
一
六
九
・
一

五
一
。

30
）
【
09
】
柔
道
整
復
師
事
件
・
最
決
昭
和
六
三
・
五
・
一
一
刑
集
四
二
・
五
・
八
〇
七
、
判
時
一
二
七
七
・
一
五
九
、
判
タ
六
六
八
・
一
三
四
。

31
）

永
井
敏
雄
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
六
三
年
度
』（
一
九
九
一
年
）
二
七
四
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
四
一
巻
一
〇
号
（
一
九
八
九
年
）

二
七
九
頁
以
下
）。
ま
た
、
永
井
敏
雄
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
一
三
一
〜
一
三
三
頁
参
照
。
曽
根
威
彦
・
判
例
評
論
三
六
〇
号
（
判

例
時
報
一
二
九
四
号
）（
一
九
八
九
年
）
五
六
頁
参
照
。

32
）

曽
根
威
彦
・
前
掲
注

31
）文
献
・
五
六
頁
参
照
。

33
）
【
11
】
夜
間
潜
水
講
習
事
件
・
最
決
平
成
四
・
一
二
・
一
七
前
掲
注

２
）参
照
。

34
）

結
果
惹
起
の
危
険
性
」
判
断
軸
の
項
を
参
照
願
い
た
い
。

35
）

結
果
惹
起
の
危
険
性
」
判
断
軸
の
項
を
参
照
願
い
た
い
。

36
）

先
に
引
用
し
た
決
定
要
旨
と
同
じ
で
あ
る
が
、
傍
線
部
に
注
目
し
て
欲
し
い
の
で
あ
え
て
再
録
す
る
。
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37
）

井
上
弘
通
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
四
年
度
』（
一
九
九
四
年
）
二
二
四
〜
二
二
二
五
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
四
六
巻
一
一
号
（
一

九
九
四
年
）
一
八
八
頁
以
下
）、
井
上
弘
通
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
五
号
（
一
九
九
三
年
）
九
〇
頁
参
照
。

38
）

山
中
敬
一
『
刑
法
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
の
理
論
』（
一
九
九
七
年
）
四
五
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
九
一
頁
参

照
。

39
）

井
上
弘
通
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
四
年
度
』（
一
九
九
四
年
）
二
四
三
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
四
六
巻
一
一
号
（
一
九
九
四
年
）

一
八
八
頁
以
下
）、
井
上
弘
通
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅳ
刑
事
法
編
』（
二
〇
〇
四
年
）
三
〇
頁
（
初
出
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
五
号
（
一
九
九
三
年
）
八

八
頁
以
下
）
参
照
。

40
）

植
田
博
『
平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
一
九
四
四
年
）
一
六
七
頁
参
照
。

41
）
【
13
】
被
害
者
不
養
生
事
件
・
最
決
平
成
一
六
・
二
・
一
七
刑
集
五
八
・
二
・
一
六
九
、
判
時
一
八
五
四
・
一
五
八
、
判
タ
一
一
四
八
・
一
八
八
。

42
）

前
田
巌
・
前
掲
注

８
）文
献
（『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』）
一
四
二
〜
一
四
三
頁
参
照
。
ま
た
、
前
田
巌
・
前
掲
注

８
）文

献
（『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』）
二
八
一
頁
参
照
。

43
）

前
田
巌
・
前
掲
注

８
）文
献
（『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』）
一
四
一
頁
参
照
。

44
）

前
田
巌
・
前
掲
注

８
）文
献
（『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』）
一
四
七
〜
一
四
八
頁
参
照
。

45
）
【
14
】
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
・
最
決
平
成
一
六
・
一
〇
・
一
九
前
掲
注

29
）参
照
。

46
）

結
果
惹
起
の
危
険
性
」
判
断
軸
の
項
を
参
照
願
い
た
い
。

47
）

結
果
惹
起
の
危
険
性
」
判
断
軸
の
項
を
参
照
願
い
た
い
。

48
）

先
に
引
用
し
た
決
定
要
旨
と
同
じ
で
あ
る
が
、
傍
線
部
に
注
目
し
て
欲
し
い
の
で
あ
え
て
再
録
す
る
。

49
）

上
田
哲
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』（
二
〇
〇
七
年
）
四
七
八
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
五
九
巻
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二

五
八
以
下
）
参
照
。
ま
た
、
上
田
哲
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
三
頁
（
初
出
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一

六
一
頁
以
下
）
参
照
。

50
）

上
田
哲
・
前
掲
注

49
）文
献
（『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』
二
八
三
頁
、
上
田
哲
・
前
掲
注

49
）文
献
（『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年

度
』）
四
七
八
頁
、
二
五
八
頁
以
下
）
参
照
。

51
）
【
15
】
ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件
・
最
決
平
成
一
八
・
三
・
二
七
刑
集
六
〇
・
三
・
三
八
二
、
判
時
一
九
三
〇
・
一
七
二
、
判
タ
一
二
〇
九
・
九
八
。
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52
）

多
和
田
隆
史
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
八
年
度
』（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
二
〜
二
三
四
頁
（
初
出
は
、
法
曹
時
報
六
一
巻
八
号
（
二

〇
〇
九
年
）
二
〇
二
頁
以
下
）
参
照
。
ま
た
、
多
和
田
隆
史
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅵ
』（
二
〇
一
〇
年
）
二
六
九
頁
（
初
出
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
三

号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
二
頁
以
下
）
参
照
。
な
お
、
多
和
田
氏
は
、「
本
件
事
案
は
、
道
路
上
に
停
車
中
の
自
動
車
後
部
ト
ラ
ン
ク
内
で
人
を
監
禁
す

る
と
い
う
常
軌
を
逸
し
た
行
為
の
危
険
性
が
問
題
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
異
な
る
通
常
の
乗
車
形
態
で
の
監
禁
の
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様

に
考
え
る
べ
き
か
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。」（
多
和
田
隆
史
・
前
掲
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
八
年
度
』
二
三
五
頁
）

と
さ
れ
て
い
る
。
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＜

参
考
資
料
01＞

判
例
の
概
況

番
号

事

件

名

罪

名

判

決

年

月

日

行
為
後
の
介
在
事
情

判
断
基
軸

基
本
）

判
断
基
軸

補
強
）

【
01
】

砂
末
吸
引
事
件

殺
人

大
判
大
正
一
二
・
四
・
三
〇

被
告
人
自
身
の
故
意
に

よ
る
遺
棄
行
為

条
件
関
係

社
会
生
活
上
の
普
通
観
念

【
02
】

神
水
塗
布
事
件

傷
害

大
判
大
正
一
二
・
七
・
一
四

被
害
者
自
身
の

神
水
」

塗
布
の
治
療
行
為

条
件
関
係

中
断
理
論
の
適
用
排
除

【
03
】

水
中
飛
び
込
み
死
事
件

傷
害
致
死

大
判
昭
和
二
・
九
・
九

被
害
者
自
身
の
水
中
投

入
行
為

条
件
関
係

中
断
理
論
の
適
用
排
除

【
04
】

被
害
者
投
げ
込
み
事
件

傷
害
致
死

大
判
昭
和
五
・
一
〇
・
二
五

第
三
者
の
故
意
に
よ
る

川
へ
の
投
入
行
為

条
件
関
係

中
断
理
論
の
適
用
排
除

【
05
】

桜
木
町
事
件

業
務
上
過
失
致
死
傷

最
決
昭
和
三
五
・
四
・
一
五

第
三
者
の
過
失
に
よ
る

行
為

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

控
訴
審
判
決

条
件
関
係

社
会
通
念
上
の
妥
当
性

【
06
】

米
兵
轢
き
逃
げ
事
件

業
務
上
過
失
致
死

最
決
昭
和
四
二
・
一
〇
・
二
四

同
乗
者
の
故
意
に
よ
る

引
き
降
ろ
し
行
為

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

控
訴
審
判
決

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

【
07
】

熊
誤
射
事
件

業
務
上
過
失
致
傷

最
決
昭
和
五
三
・
三
・
二
二

被
告
人
自
身
の
故
意
に

よ
る
殺
人
行
為

因
果
関
係
の
断
絶

第
一
審
判
決

因
果
関
係
の
断
絶

控
訴
審
判
決

因
果
関
係
の
断
絶

【
08
】

池
転
倒
死
事
件

傷
害
致
死

最
決
昭
和
五
九
・
七
・
六

被
害
者
自
身
の
転
倒
・

打
撲
行
為

結
果
原
因
の
形
成

（
介
在
事
情
の
誘
発
）

第
一
審
判
決

相
当
因
果
関
係

控
訴
審
判
決

結
果
原
因
の
形
成

（
介
在
事
情
の
誘
発
）

【
09
】

柔
道
整
復
師
事
件

業
務
上
過
失
致
死

最
決
昭
和
六
三
・
五
・
一
一

被
害
者
自
身
の
落
ち
度

あ
る
行
為

結
果
惹
起
の
危
険
性
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第
一
審
判
決

注
意
義
務
違
反
否
定

控
訴
審
判
決

介
在
事
情
の
誘
発

【
10
】

大
阪
南
港
事
件

傷
害
致
死

最
決
平
成
二
・
一
一
・
二
〇

第
三
者
の
故
意
に
よ
る

傷
害
行
為

結
果
原
因
の
形
成

第
一
審
判
決

結
果
原
因
の
形
成

控
訴
審
判
決

結
果
原
因
の
形
成

【
11
】

夜
間
潜
水
講
習
事
件

業
務
上
過
失
致
死

最
決
平
成
四
・
一
二
・
一
七

被
害
者
・
講
習
補
助
者

の
不
適
切
な
行
動

結
果
惹
起
の
危
険
性

介
在
事
情
の
誘
発

控
訴
審
判
決

結
果
原
因
の
形
成

介
在
事
情
の
誘
発

【
12
】

高
速
道
路
進
入
事
件

傷
害
致
死

最
決
平
成
一
五
・
七
・
一
六

被
害
者
自
身
の
高
速
道

路
へ
の
進
入
行
為

介
在
事
情
の
誘
発

第
一
審
判
決

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

控
訴
審
判
決

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

【
13
】

被
害
者
不
養
生
事
件

傷
害
致
死

最
決
平
成
一
六
・
二
・
一
七

被
害
者
自
身
の
不
適
切

な
行
為

結
果
惹
起
の
危
険
性

控
訴
審
判
決

結
果
原
因
の
形
成

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

【
14
】

高
速
道
路
停
車
追
突
事
件

業
務
上
過
失
致
死
傷

最
決
平
成
一
六
・
一
〇
・
一
九

第
三
者
の
過
失
等
に
よ

る
行
動

結
果
惹
起
の
危
険
性

介
在
事
情
の
誘
発

第
一
審
判
決

結
果
惹
起
の
危
険
性

介
在
事
情
の
誘
発
＋
経
験

則
上
の
予
測
可
能
性

控
訴
審
判
決

条
件
関
係

経
験
則
上
の
予
測
可
能

性
＋
介
在
事
情
の
誘
発

【
15
】

ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件

逮
捕
監
禁
致
死

最
決
平
成
一
八
・
三
・
二
七

第
三
者
の
過
失
に
よ
る

行
為

結
果
惹
起
の
危
険
性

（
経
験
則
上
の
予
測
可
能

性
）

第
一
審
判
決

結
果
惹
起
の
危
険
性

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性

控
訴
審
判
決

経
験
則
上
の
予
測
可
能
性
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＜

参
考
資
料
02＞

大
審
院
・
最
高
裁
の
判
例
及
び
評
釈
文
献

○
印：

一
個
の
基
軸
を
用
い
た
判
例

◎
印：

二
個
の
基
軸
を
用
い
た
判
例

＜

戦
前
の
大
審
院
判
例＞

○【
01
】

大
判
大
正
一
二
・
四
・
三
〇
刑
集
二
・
三
七
八
（
砂
末
吸
引
事
件
）

大
谷
實
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
二
版
・
一
九
八
四
年
）
四
六
〜
四
七
頁

井
田
良
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
三
四
〜
三
五
頁

井
田
良
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
四
版
・
一
九
九
七
年
）
三
二
〜
三
三
頁

高
山
佳
奈
子
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
）
三
〇
〜
三
一
頁

葛
原
力
三
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
三
四
〜
三
五
頁

○【
02
】

大
判
大
正
一
二
・
七
・
一
四
刑
集
二
・
六
五
八
（
神
水
塗
布
事
件
）

○【
03
】

大
判
昭
和
二
・
九
・
九
刑
集
六
・
三
四
三
（
水
中
飛
び
込
み
死
事
件
）

○【
04
】

大
判
昭
和
五
・
一
〇
・
二
五
刑
集
九
・
七
六
一
（
被
害
者
投
げ
込
み
事
件
）

＜

戦
後
の
最
高
裁
判
例＞

○【
05
】

最
決
昭
和
三
五
・
四
・
一
五
刑
集
一
四
・
五
・
五
九
一
（
桜
木
町
事
件
）

田
原
義
衛
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
〇
三
号
（
一
九
六
〇
年
）
七
一
〜
七
四
頁

田
原
義
衛
・
法
曹
時
報
一
二
巻
六
号
（
一
九
六
〇
年
）
一
三
九
〜
一
四
七
頁
（
田
原
義
衛
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
三
五
年
度
』（
一
九
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七
三
年
）
一
四
九
〜
一
五
九
頁
に
所
収
）

八
木
國
之
・
中
央
大
学
・
法
学
新
報
六
八
巻
八
号
（
一
九
六
一
年
）
七
六
〜
八
六
頁

真
鍋
正
一
・
京
都
大
学
・
法
学
論
叢
六
九
巻
二
号
（
一
九
六
一
年
）
一
〇
六
〜
一
一
七
頁

内
田
文
昭
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
〇
七
の
二
号
（
一
九
六
四
年
）
二
四
〜
二
五
頁

八
木
國
之
『
交
通
事
故
判
例
百
選
』（
一
九
六
八
年
）
二
三
八
〜
二
三
九
頁

内
田
文
昭
『
刑
法
判
例
百
選
』（
新
版
・
一
九
七
〇
年
）
二
六
〜
二
七
頁

八
木
國
之
『
交
通
事
故
判
例
百
選
』（
第
二
版
・
一
九
七
五
年
）
二
六
二
〜
二
六
三
頁

中
野
次
雄
・
警
察
研
究
四
七
巻
八
号
（
一
九
七
六
年
）
六
〇
〜
六
八
頁

○【
06
】

最
決
昭
和
四
二
・
一
〇
・
二
四
刑
集
二
一
・
八
・
一
一
一
六
、
判
時
五
〇
一
・
一
〇
四
、
判
タ
二
一
四
・
一
九
八
（
米
兵
轢
き
逃
げ
事
件
）

海
老
原
震
一
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
八
七
号
（
一
九
六
七
年
）
九
〇
頁

海
老
原
震
一
・
法
曹
時
報
二
〇
巻
二
号
（
一
九
六
八
年
）
一
九
六
〜
二
〇
四
頁
（
海
老
原
震
一
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
四
二
年
度
』

（
一
九
六
八
年
）
二
八
〇
〜
二
九
一
頁
に
所
収
）

田
村
達
美
・
捜
査
研
究
一
七
巻
一
一
号
（
一
九
六
八
年
）
三
七
〜
四
三
頁

大
塚
仁
・
判
例
評
論
一
一
七
号
（
判
例
時
報
五
二
八
号
）（
一
九
六
八
年
）
四
六
〜
四
八
頁

石
原
明
・
京
都
大
学
・
法
学
論
叢
八
三
巻
四
号
（
一
九
六
八
年
）
八
七
〜
九
四
頁

中
山
研
一
『
交
通
事
故
判
例
百
選
』（
一
九
六
八
年
）
一
九
八
〜
一
九
九
頁

中
山
研
一
『
刑
法
判
例
百
選
』（
新
版
・
一
九
七
〇
年
）
二
四
〜
二
五
頁

町
野
朔
・
警
察
研
究
四
一
巻
二
号
（
一
九
七
〇
年
）
一
〇
九
〜
一
一
八
頁

豊
田
健
・
慶
応
大
学
・
法
学
研
究
四
四
巻
七
号
（
一
九
七
一
年
）
一
一
六
〜
一
二
三
頁

石
堂
功
卓
『
刑
法
の
判
例
』（
第
二
版
・
一
九
七
三
年
）
一
四
〜
一
八
頁

中
山
研
一
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
一
九
七
八
年
）
四
八
〜
四
九
頁

中
山
研
一
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
二
版
・
一
九
八
四
年
）
四
二
〜
四
三
頁
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刑
事
判
例
研
究
会
・
捜
査
研
究
三
八
巻
一
二
号
（
一
九
八
九
年
）
八
九
頁

名
和
鐵
郎
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
三
〇
〜
三
一
頁

名
和
鐵
郎
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
四
版
・
一
九
九
七
年
）
二
六
〜
二
七
頁

塩
谷
毅
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
）
二
四
〜
二
五
頁

小
森
田
恵
樹
『
刑
事
事
実
認
定
重
要
判
決
五
〇
選
〔
上
〕』（
二
〇
〇
五
年
）
四
二
〜
五
一
頁

大
沼
邦
弘
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
六
〜
二
七
頁

○【
07
】

最
決
昭
和
五
三
・
三
・
二
二
刑
集
三
二
・
二
・
三
八
一
、
判
時
八
八
五
・
一
七
二
、
判
タ
三
六
二
・
二
一
六
（
熊
誤
射
事
件
）

礒
邉
衛
・
法
曹
時
報
三
四
巻
一
号
（
一
九
八
二
年
）
二
六
八
〜
二
七
三
頁
（
礒
邉
衛
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
五
三
年
度
』（
一
九
八
二

年
）
一
一
三
〜
一
一
七
頁
に
所
収
）

山
火
正
則
・
警
察
研
究
五
五
巻
二
号
（
一
九
八
四
年
）
八
二
〜
八
九
頁

山
中
敬
一
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
二
八
〜
二
九
頁

川
端
博
『
刑
法
判
例
演
習
教
室
』（
一
九
九
五
年
）
一
二
六
〜
一
二
八
頁

山
中
敬
一
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
四
版
・
一
九
九
七
年
）
二
四
〜
二
五
頁

島
田
聡
一
郎
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
）
二
二
〜
二
三
頁

樋
口
亮
介
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
二
〜
二
三
頁

○【
08
】

最
決
昭
和
五
九
・
七
・
六
刑
集
三
八
・
八
・
二
七
九
三
、
判
時
一
一
二
八
・
一
四
九
、
判
タ
五
三
七
・
一
三
四
（
池
転
倒
死
事
件
）

松
浦
繁
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
三
一
号
（
一
九
八
五
年
）
七
二
頁

松
浦
繁
・
法
曹
時
報
三
九
巻
八
号
（
一
九
八
七
年
）
一
五
九
〜
一
六
七
頁
（
松
浦
繁
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
五
九
年
度
』（
一
九
八
八

年
）
三
六
五
〜
三
七
三
頁
に
所
収
）

山
本
光
英
・
中
央
大
学
・
法
学
新
報
九
六
巻
六
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
二
九
〜
二
四
三
頁

木
村
静
子
・
警
察
研
究
六
二
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
三
五
〜
四
二
頁
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○【
09
】

最
決
昭
和
六
三
・
五
・
一
一
刑
集
四
二
・
五
・
八
〇
七
、
判
時
一
二
七
七
・
一
五
九
、
判
タ
六
六
八
・
一
三
四
（
柔
道
整
復
師
事
件
）

永
井
敏
雄
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
一
四
号
（
一
九
八
八
年
）
一
三
一
〜
一
三
三
頁

大
谷
實
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
三
巻
一
〇
号
（
一
九
八
八
年
）
一
一
四
頁

林
陽
一
・
法
学
教
室
九
七
号
（
一
九
八
八
年
）
八
四
〜
八
五
頁

曽
根
威
彦
・
判
例
評
論
三
六
〇
号
（
判
例
時
報
一
二
九
四
号
）（
一
九
八
九
年
）
五
三
〜
五
六
頁

林
陽
一
・
判
例
セ
レ
ク
ト
一
九
八
八
（
法
学
教
室
一
〇
一
号
別
冊
付
録
）（
一
九
八
九
年
）
二
八
頁

内
田
文
昭
『
昭
和
六
三
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
一
九
八
九
年
）
一
四
一
〜
一
四
二
頁

鈴
木
晃
・
中
京
大
学
・
中
京
法
学
二
三
巻
二

三

四
号
（
一
九
八
九
年
）
一
五
七
〜
一
六
四
頁

永
井
敏
雄
・
法
曹
時
報
四
一
巻
一
〇
号
（
一
九
八
九
年
）
二
七
九
〜
三
〇
二
頁
（
永
井
敏
雄
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
昭
和
六
三
年
度
』（
一

九
九
一
年
）
二
五
六
〜
二
七
八
頁
に
所
収
）

臼
木
豊
・
警
察
研
究
六
一
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
四
八
〜
五
八
頁

斎
藤
信
治
・『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
一
年
）
二
六
〜
二
七
頁

奥
村
正
雄
・
同
志
社
大
学
・
同
志
社
法
学
四
二
巻
五
号
（
一
九
九
一
年
）
一
〇
四
〜
一
二
八
頁

佐
久
間
修
『
医
療
過
誤
判
例
百
選
』（
第
二
版
・
一
九
九
六
年
）
二
二
〇
〜
二
二
一
頁

井
上
祐
司
・
名
古
屋
経
済
大
学
・
企
業
法
研
究
一
〇
号
（
一
九
九
八
年
）
六
三
〜
八
二
頁

○【
10
】

最
決
平
成
二
・
一
一
・
二
〇
刑
集
四
四
・
八
・
八
三
七
、
判
時
一
三
六
八
・
一
五
三
、
判
タ
七
四
四
・
八
四
（
大
阪
南
港
事
件
）

大
谷
直
人
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
七
四
号
（
一
九
九
一
年
）
五
八
〜
五
九
頁
（
大
谷
直
人
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅳ
刑
事
法
編
』（
二
〇
〇
四
年
）
二
五
〜
二

七
頁
に
所
収
）

曽
根
威
彦
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
巻
五
号
（
一
九
九
一
年
）
一
二
二
頁

井
田
良
・
法
学
教
室
一
二
八
号
（
一
九
九
一
年
）
九
〇
〜
九
一
頁

伊
東
研
祐
・
判
例
評
論
三
九
一
号
（
判
例
時
報
一
三
八
八
号
）（
一
九
九
一
年
）
二
二
二
〜
二
二
六
頁

山
中
敬
一
『
平
成
二
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
一
九
九
一
年
）
一
四
二
〜
一
四
三
頁
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林
陽
一
・
判
例
セ
レ
ク
ト
一
九
九
一
（
法
学
教
室
一
三
八
号
別
冊
付
録
）（
一
九
九
二
年
）
三
一
頁

大
谷
直
人
・
法
曹
時
報
四
四
巻
四
号
（
一
九
九
二
年
）
一
三
五
〜
一
四
九
頁
（
大
谷
直
人
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
二
年
度
』（
一
九
九

二
年
）
二
三
二
〜
二
四
六
頁
に
所
収
）

山
口
厚
・
警
察
研
究
六
四
巻
一
号
（
一
九
九
三
年
）
四
三
〜
五
三
頁

山
本
光
英
・
中
央
大
学
・
法
学
新
報
九
九
巻
七

八
号
（
一
九
九
三
年
）
二
五
五
〜
二
六
五
頁

斎
藤
信
治
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
四
版
・
一
九
九
七
年
）
三
〇
〜
三
一
頁

高
部
道
彦
・
研
修
五
八
七
号
（
一
九
九
七
年
）
五
九
〜
六
〇
頁

清
水
晴
生
・
東
北
大
学
・
法
学
六
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
〇
〜
一
〇
八
頁

松
宮
孝
明
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
）
二
八
〜
二
九
頁

中
森
喜
彦
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
三
二
〜
三
三
頁

◎【
11
】

最
決
平
成
四
・
一
二
・
一
七
刑
集
四
六
・
九
・
六
八
三
、
判
時
一
四
五
一
・
一
六
〇
、
判
タ
八
一
四
・
一
二
八
（
夜
間
潜
水
講
習
事
件
）

井
上
弘
通
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
二
五
号
（
一
九
九
三
年
）
八
八
〜
九
〇
頁
（
井
上
弘
通
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅳ
刑
事
法
編
』（
二
〇
〇
四
年
）
二
八

〜
三
〇
頁
に
所
収
）

塩
見
淳
・
法
学
教
室
一
五
七
号
（
一
九
九
三
年
）
九
四
〜
九
五
頁

山
中
敬
一
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
八
巻
一
二
号
（
一
九
九
三
年
）
五
三
頁

井
田
良
・
判
例
セ
レ
ク
ト
一
九
九
三
（
法
学
教
室
一
六
二
号
別
冊
付
録
）（
一
九
九
四
年
）
三
二
頁

植
田
博
『
平
成
五
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
一
九
九
四
年
）
一
六
六
〜
一
六
八
頁

山
本
光
英
・
中
央
大
学
・
法
学
新
報
一
〇
〇
巻
七

八
号
（
一
九
九
四
年
）
二
八
七
〜
三
〇
六
頁

井
上
弘
通
・
法
曹
時
報
四
六
巻
一
一
号
（
一
九
九
四
年
）
一
八
八
〜
二
二
七
頁
（
井
上
弘
通
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
四
年
度
』（
一
九

九
四
年
）
二
〇
五
〜
二
四
四
頁
に
所
収
）

林
陽
一
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
四
版
・
一
九
九
七
年
）
二
八
〜
二
九
頁

深
町
晋
也
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
九
七
〜
一
〇
〇
頁

119 刑法における因果関係に関する判例の見解について (関 哲夫)



鈴
木
左
斗
志
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
〇
三
年
）
二
六
〜
二
七
頁

曽
根
威
彦
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
八
〜
二
九
頁

○【
12
】

最
決
平
成
一
五
・
七
・
一
六
刑
集
五
七
・
七
・
九
五
〇
、
判
時
一
八
三
七
・
一
五
九
、
判
タ
一
一
三
四
・
一
八
三
（
高
速
道
路
進
入
事
件
）

山
口
雅
高
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
五
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
七
七
〜
一
七
八
頁
（
山
口
雅
高
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
七
八
〜
二

七
九
頁
に
所
収
）

豊
田
兼
彦
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
二
四
頁

深
町
晋
也
・
法
学
教
室
二
八
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
八
〜
一
四
九
頁

曽
根
威
彦
『
平
成
一
五
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
六
〜
一
五
八
頁

大

亮
太
郎
・
警
察
学
論
集
五
七
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
六
七
〜
一
七
六
頁

村
木
保
久
・
中
央
大
学
・
法
学
新
報
一
一
一
巻
五

六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
三
五
七
〜
三
八
一
頁

内
田
博
文
・
判
例
評
論
五
六
〇
号
（
判
例
時
報
一
九
〇
〇
号
）（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
七
〜
二
三
〇
頁

小
坂
敏
幸
『
刑
事
事
実
認
定
重
要
判
決
五
〇
選
〔
上
〕』（
二
〇
〇
五
年
）
三
一
〜
四
一
頁

辰
井
聡
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
〇
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
八
八
〜
一
九
一
頁

山
口
雅
高
・
法
曹
時
報
五
八
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
六
六
〜
三
八
九
頁
（
山
口
雅
高
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
五
年
度
』（
二
〇

〇
六
年
）
四
〇
七
〜
四
三
〇
頁
に
所
収
）

高
橋
則
夫
『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
二
四
〜
二
五
頁

○【
13
】

最
決
平
成
一
六
・
二
・
一
七
刑
集
五
八
・
二
・
一
六
九
、
判
時
一
八
五
四
・
一
五
八
、
判
タ
一
一
四
八
・
一
八
八
（
被
害
者
不
養
生
事
件
）

山
田
裕
樹
子
・
警
察
公
論
五
九
巻
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
五
〜
七
〇
頁

前
田
巌
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
七
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
七
一
〜
一
七
二
頁
（
前
田
巌
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
〇
〜
二
八
一

頁
に
所
収
）

豊
田
兼
彦
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
九
巻
九
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
三
頁
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大
谷
晃
大
・
研
修
六
七
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
五
〜
二
八
頁

島
田
聡
一
郎
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
一
〜
一
七
五
頁

林
陽
一
『
平
成
一
六
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
一
〜
一
五
二
頁

平
澤
修
・
中
央
学
院
大
学
・
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
所
紀
要
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
四
五
〜
二
五
〇
頁

前
田
巌
・
法
曹
時
報
五
九
巻
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
一
〜
三
〇
七
頁
（
前
田
巌
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』（
二
〇
〇
七

年
）
一
二
八
〜
一
五
四
頁
に
所
収
）

辰
井
聡
子
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
四
（
法
学
教
室
二
九
四
号
別
冊
付
録
）（
二
〇
〇
五
年
）
三
〇
頁

加
藤
正
明
・
甲
南
大
学
・
甲
南
法
学
四
七
巻
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
〇
七
〜
一
二
〇
頁

◎【
14
】

最
決
平
成
一
六
・
一
〇
・
一
九
刑
集
五
八
・
七
・
六
四
五
、
判
時
一
八
七
九
・
一
五
〇
、
判
タ
一
一
六
九
・
一
五
一
（
高
速
道
路
停
車
追
突
事
件
）

豊
田
兼
彦
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
二
一
頁

大
塚
裕
史
・
法
学
教
室
三
〇
〇
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
八
〜
一
七
九
頁

上
田
哲
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
九
九
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
六
一
〜
一
六
二
頁
（
上
田
哲
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅴ
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
二
〜
二
八
三

頁
に
所
収
）

伊
東
研
祐
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
六
〇
〜
一
六
四
頁

山
中
敬
一
『
平
成
一
六
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
三
〜
一
五
四
頁

松
宮
孝
明
・
判
例
評
論
五
七
一
号
（
判
例
時
報
一
九
三
四
号
）（
二
〇
〇
六
年
）
二
一
〇
〜
二
一
四
頁

杉
本
一
敏
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
五
（
法
学
教
室
三
〇
六
号
別
冊
付
録
）（
二
〇
〇
六
年
）
二
九
頁

深
町
晋
也
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
八
〜
八
二
頁

上
田
哲
・
法
曹
時
報
五
九
巻
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
五
八
〜
三
〇
三
頁
（
上
田
哲
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
六
年
度
』（
二
〇
〇
七

年
）
四
五
四
〜
四
九
九
頁
に
所
収
）

◎【
15
】

最
決
平
成
一
八
・
三
・
二
七
刑
集
六
〇
・
三
・
三
八
二
、
判
時
一
九
三
〇
・
一
七
二
、
判
タ
一
二
〇
九
・
九
八
（
ト
ラ
ン
ク
内
死
亡
事
件
）
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門
田
成
人
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
巻
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
六
頁

辰
井
聡
子
・
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
六
四
〜
七
二
頁

多
和
田
隆
史
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三
三
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
二
二
〜
一
二
三
頁
（
多
和
田
隆
史
『
最
高
裁
時
の
判
例
Ⅵ
』（
二
〇
一
〇
年
）
二
六
八

〜
二
六
九
頁
に
所
収
）

島
田
聡
一
郎
『
平
成
一
八
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
二
〇
〇
七
年
）
一
五
七
〜
一
五
八
頁

安
達
光
治
『
速
報
判
例
解
説
第
一
巻
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
三
〜
二
一
六
頁

佐
藤
拓
磨
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
〇
六
（
法
学
教
室
三
一
八
号
別
冊
付
録
）（
二
〇
〇
七
年
）
二
九
頁

井
田
良
・『
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
』（
第
六
版
・
二
〇
〇
八
年
）
三
〇
〜
三
一
頁

多
和
田
隆
史
・
法
曹
時
報
六
一
巻
八
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
二
〜
二
一
七
頁
（
多
和
田
隆
史
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成
一
八
年
度
』

（
二
〇
〇
九
年
）
二
二
三
〜
二
三
八
頁
に
所
収
）
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